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第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

 
１ 防災対策を行うに当たっては、次の事項を基本とし、県、市町村、指定地方行政機関、

指定公共機関、指定地方公共機関、その他関係機関及び県民がそれぞれの役割を認識しつ

つ、一体となって最善の対策をとるものとする。 

 

 (1) 周到かつ十分な災害予防 

 

 (オ) 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、災害応

急活動体制や情報伝達体制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとともに、

必要とされる食料・飲料水等を備蓄する。また、関係機関が連携した実践的な訓練や計画

的かつ継続的な研修を実施する。 

 

  
第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

 
１ 防災対策を行うに当たっては、次の事項を基本とし、県、市町村、指定地方行政機関、

指定公共機関、指定地方公共機関、その他関係機関及び県民がそれぞれの役割を認識しつ

つ、一体となって最善の対策をとるものとする。 

 

 (1) 周到かつ十分な災害予防 

 

 (オ) 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、災害応

急活動体制や情報伝達体制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとともに、

必要とされる食料・飲料水等を備蓄する。また、関係機関が連携した実践的な訓練や研修

を実施する。 
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第１節 風水害に強い県づくり 

  

２ 風水害に強いまちづくり 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 風水害に強いまちの形成 

ｃ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各避難所への支援物資を届けるため

の緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道路のア

クセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災

対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急輸

送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るた

め、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無

電柱化の促進を図る。 

ｄ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に 

強いまちを形成する。 

 (b) 住民が自らの地域の水害リスクに向き合い，被害を軽減する取組を行う契機

となるよう分かりやすい水害リスクの提供 

 (h) 役場等の所在地に係る河川について、過去の浸水実績を活用する等、河川の

状況に応じた簡易な方法も用いての、市町村等への浸水想定の情報情報提供。 

(i)  洪水，雨水出水，土砂災害等による浸水実績，浸水想定区域及び土砂災害危

険箇所等を公表し，安全な県土利用の誘導，風水害時の避難体制の整備の促進 

(j) 土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所等における砂防

設備、地すべり防止施設急傾斜地崩壊防止施設の整備等に加え、土砂災害に対す

る警戒避難に必要な雨量計、ワイヤーセンサー等の設置及び流木・風倒木流出防

止対策を含め、総合的な土砂災害防止対策の推進 

(k) 高齢者等に経済的・身体的に特に大きな負担を与える慢性的な床上浸水被害を

解消するための床上浸水対策や、指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等の防

災施設及び病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設に対する土砂災害対策を重点

的に実施する等の生活防災緊急対策の推進 

(l) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害の防止の

ための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地に関

する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の

状況その他の事項に関する基礎調査を実施し、その結果を公表する。 

(m) 土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、著しい危害が生じるおそれ

のある区域を土砂災害特別警戒区域として、関係市町村の意見を聴いて指定し、

土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。 

ア．住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 

イ．建築基準法に基づく建築物の構造規制 

ウ．土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 

エ．勧告による移転者への融資、資金の確保 

なお、土砂災害により特に大きな被害が生ずる可能性がある箇所で、住居の

建築の禁止等を行う必要のある区域においては、建築基準法に基づく災害危険

区域の活用等を図るものとし、当該区域が指定されている場合には、関係部局

と連携し、その周知を図る。 

(n) 山地災害危険地区、地すべり危険箇所等における山地治山、防災林造成、地す

  
第１節 風水害に強い県づくり 

  

２ 風水害に強いまちづくり 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 風水害に強いまちの形成 

ｃ 緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道路のア

クセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災

対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急輸

送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るた

め、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無

電柱化の促進を図る。 

 

ｄ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に 

強いまちを形成する。 

(b) 住民が自らの地域の水害リスクに向き合い，被害を軽減する取組を行う契機と

なるよう分かりやすい水害リスクの開示 

 

 

(h)  洪水，雨水出水，土砂災害等による浸水実績，浸水想定区域及び土砂災害危

険箇所等を公表し，安全な県土利用の誘導，風水害時の避難体制の整備の促進 

(i) 土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所等における砂防

設備、地すべり防止施設急傾斜地崩壊防止施設の整備等に加え、土砂災害に対す

る警戒避難に必要な雨量計、ワイヤーセンサー等の設置及び流木・風倒木流出防

止対策を含め、総合的な土砂災害防止対策の推進 

(j) 高齢者等に経済的・身体的に特に大きな負担を与える慢性的な床上浸水被害を

解消するための床上浸水対策や、指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等の防

災施設及び病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設に対する土砂災害対策を重点

的に実施する等の生活防災緊急対策の推進 

(k) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害の防止の

ための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地に関

する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の

状況その他の事項に関する基礎調査を実施し、その結果を公表する。 

(l) 土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、著しい危害が生じるおそれ

のある区域を土砂災害特別警戒区域として、関係市町村の意見を聴いて指定し、

土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。 

ア．住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 

イ．建築基準法に基づく建築物の構造規制 

ウ．土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 

エ．勧告による移転者への融資、資金の確保 

なお、土砂災害により特に大きな被害が生ずる可能性がある箇所で、住居の

建築の禁止等を行う必要のある区域においては、建築基準法に基づく災害危険

区域の活用等を図るものとし、当該区域が指定されている場合には、関係部局

と連携し、その周知を図る。 

(m) 山地災害危険地区、地すべり危険箇所等における山地治山、防災林造成、地す

 



風水害対策編 第２章第１節 

風水害に強い県づくり 

べり防止施設の整備及び山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災害対策の

推進 

(o) 農業用用排水施設の整備、老朽ため池等の補強、低・湿地地域における排水対

策等農地防災対策及び農地保全対策の推進 

(p) 災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式のよ

うな複数の施設を有機的に連携させる方式等の推進 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ア) 風水害に強いまちの形成 

ｂ 土砂災害警戒区域の指定を受けた市町村は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の

発表・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めると

ともに、情報伝達方法、指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路に関する事項

その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について住民

等に周知するよう努めるものとする。また、基礎調査の結果，土砂災害警戒区域に

相当することが判明した区域についても，土砂災害警戒区域の指定作業と並行して，

上記と同様の措置を講じるよう努めるものとする。 

ｆ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に強

いまちを形成するものとする。 

 (b) 住民が自らの地域の水害リスクに向き合い，被害を軽減する取組を行う契機

となるよう，分かりやすい水害リスクの提供。 

 (l) 土砂災害警戒区域における情報伝達、予警報の発表、伝達に関する事項、避

難場所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避難、

救助その他必要な警戒避難体制の整備の推進 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ウ) 災害応急対策等への備え 

ｅ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民

間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウ

ハウや能力等の活用に努めるものとする。 

べり防止施設の整備及び山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災害対策の

推進 

(n) 農業用用排水施設の整備、老朽ため池等の補強、低・湿地地域における排水対

策等農地防災対策及び農地保全対策の推進 

(o) 災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式のよ

うな複数の施設を有機的に連携させる方式等の推進 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ア) 風水害に強いまちの形成 

ｂ 土砂災害警戒区域の指定を受けた市町村は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の

発令・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めると

ともに、情報伝達方法、指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路に関する事項

その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について住民

等に周知するよう努めるものとする。また、基礎調査の結果，土砂災害警戒区域に

相当することが判明した区域についても，土砂災害警戒区域の指定作業と並行して，

上記と同様の措置を講じるよう努めるものとする。 

ｆ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に強

いまちを形成するものとする。 

(b) 住民が自らの地域の水害リスクに向き合い，被害を軽減する取組を行う契機と

なるよう，分かりやすい水害リスクの開示。 

(l) 土砂災害警戒区域における情報伝達、予警報の発令、伝達に関する事項、避難

場所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避難、

救助その他必要な警戒避難体制の整備の推進 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

 (ウ) 災害応急対策等への備え 

ｅ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事

業者のノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 
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第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

 

２ 情報の分析整理 

県及び市町村は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等の防災関連情報の収集、

蓄積に努め、総合的な防災情報を網羅した各種災害におけるハザードマップ、防災マップ

の作成等による災害危険性の周知等に生かすほか、必要に応じ、災害対策を支援する地理

情報システムの構築に努めるものとする。 

また、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・

整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする。 

 

 

  
第３節 情報の収集・連絡体制計画 

  

第３ 計画の内容 

 

２ 情報の分析整理 

県及び市町村は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等の防災関連情報の収集、

蓄積に努め、総合的な防災情報を網羅した各種災害におけるハザードマップ、防災マップ

の作成等による災害危険性の周知等に生かすほか、必要に応じ、災害対策を支援する地理

情報システムの構築に努めるものとする。 
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第５節 広域相互応援計画 

  

第３ 計画の内容 

２ 県内全市町村間の相互応援協定 

(1) 現状及び課題 

県内77市町村間において相互応援を行う「長野県市町村災害時相互応援協定」が

締結されている。 

このほか県内市町村が、他の地方公共団体と相互応援等の協定を締結しているの

は、平成29年11月1日現在、196協定である。 

今後は、これらの協定に基づき平常時から連携強化を図り、相互応援体制を確立

する必要がある。 

  
第５節 広域相互応援計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 県内全市町村間の相互応援協定 

(1) 現状及び課題 

県内77市町村間において相互応援を行う「長野県市町村災害時相互応援協定」が

締結されている。 

このほか県内市町村が、他の地方公共団体と相互応援等の協定を締結しているの

は、平成28年11月1日現在、187協定である。 

今後は、これらの協定に基づき平常時から連携強化を図り、相互応援体制を確立

する必要がある。 
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第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（健康福祉部）  

(ア) 国の指導に基づき、災害時において基幹的役割を果たす病院として県内に１

か所指定した基幹災害拠点病院、及び地域の中心的な役割を果たす病院として

県内に 10箇所指定した地域災害拠点病院を中心とした災害医療体制の充実を図

るとともに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（ＤＰ

ＡＴ）・救護班・災害時小児周産期リエゾン（以下「災害派遣医療チーム（ＤＭ

ＡＴ）等」という。）による支援体制を確保する。 

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充実強化や実践的な訓練，ドクタ

ーヘリの運用体制の構築等を通じて，救急医療活動等の支援体制の整備に努め

る。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(イ) 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院は、ドク

ターヘリによる救急搬送の協力体制について整備を行うものとする。 

 

  
第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（健康福祉部）  

(ア) 国の指導に基づき、災害時において基幹的役割を果たす病院として県内に１

か所指定した基幹災害拠点病院、及び地域の中心的な役割を果たす病院として

県内に 10箇所指定した地域災害拠点病院を中心とした災害医療体制の充実を図

るとともに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（ＤＰ

ＡＴ）・救護班（以下「災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等という。」による支

援体制を確保する。 

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充実強化や実践的な訓練，ドクタ

ーヘリの運用体制の構築等を通じて，救急医療活動等の支援体制の整備に努め

る。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(イ) 長野厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部附属病院は、ドクターヘリによる救

急搬送の協力体制について整備を行うものとする。 
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新   旧 

 

 
第８節 要配慮者支援計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 要配慮者支援計画の作成 

 

(2)実施計画 

【市町村が実施する計画】 

(イ) 避難行動要支援者の把握と名簿の作成 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との

連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握に努め、避難行動

要支援者名簿を作成する。また、避難行動要支援者名簿については、地域にお

ける避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映し

たものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた

場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努

めるものとする。 

(ウ) 避難行動要支援者名簿の提供 

市町村は、避難支援等に携わる関係者として市町村地域防災計画に定めた避

難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、また

は、当該市町村の条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供

するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報

伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図

るものとする。 

その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置をとるものとする。 

なお名簿情報の提供について、本人の同意がなくても平常時から名簿情報を

外部に提供できる旨を市町村条例等で別に定めている場合は、平常時からの提

供に際しては本人の同意を要しない。 

 

３ 要配慮者利用施設対策 

(2) 実施計画 

ア【県及び市町村が実施する計画】 

(ア)非常災害時の整備 

県及び市町村は、社会福祉施設等に対し、介護保険法関係法令等に基づき、自然

災害からの避難を含む非常災害に関する具体的な計画の作成について指導するもの

とする。 

(イ) 防災設備等の整備 

県及び市町村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、施設そのものの災害

に対する安全性を高めるため、施設の堅牢化、防災設備の整備等に努めるとと

もに、災害に備え、施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、

医薬品その他の生活必需品の備蓄(最低でも3日分、可能な限り1週間分程度)を

行うよう指導するものとする。 

(ウ) 組織体制の整備 

県及び市町村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、災害の予防や災害時にお

いて迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自主防災組織を整備し、緊急連絡

体制、非常招集体制等の確立に努めるとともに、地域住民やボランティア団体、近

隣施設等との連携を図りながら、施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立に

努めるよう指導するものとする。 

  
第８節 要配慮者支援計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 要配慮者支援計画の作成 

 

(2)実施計画 

【市町村が実施する計画】 

(イ) 避難行動要支援者の把握と名簿の作成 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との

連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握に努め、避難行動

要支援者名簿を作成する。また、避難行動要支援者名簿については、地域にお

ける避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映し

たものとなるよう、定期的に更新するものとする。 

 

 

(ウ) 避難行動要支援者名簿の提供 

市町村は、避難支援等に携わる関係者として市町村地域防災計画に定めた避

難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ

避難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支

援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練

の実施等を一層図るものとする。 

その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置をとるものとする。 

なお名簿情報の提供について、本人の同意がなくても平常時から名簿情報を

外部に提供できる旨を市町村条例等で別に定めている場合は、平常時からの提

供に際しては本人の同意を要しない。 

 

 

３ 要配慮者利用施設対策 

(2) 実施計画 

ア【県及び市町村が実施する計画】 

 

 

 

 

(ア) 防災設備等の整備 

県及び市町村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、施設そのものの災害

に対する安全性を高めるため、施設の堅牢化、防災設備の整備等に努めるとと

もに、災害に備え、施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、

医薬品その他の生活必需品の備蓄(最低でも3日分、可能な限り1週間分程度)を

行うよう指導するものとする。 

(イ) 組織体制の整備 

県及び市町村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、災害の予防や災害時にお

いて迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自主防災組織を整備し、緊急連絡

体制、非常招集体制等の確立に努めるとともに、地域住民やボランティア団体、近

隣施設等との連携を図りながら、施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立に

努めるよう指導するものとする。 
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(エ) 防災教育・防災訓練の実施 

県及び市町村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、職員や施設利用者の災害

に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について理解と関心を深めるとと

もに、施設利用者が自らの対応能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実強化

を図るよう指導するものとする。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

(オ) 応援体制及び受援体制の整備 

県及び市町村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、他の要配慮者利用施設等

において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、

生活指導員等）、車両（移動入浴車、小型リフト付車両等）、資機材（車椅子、スト

レッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、

必要な物資、資機材等の確保に努めるよう指導するものとする。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定

め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、区、自治会

等の自治組織との間で避難支援計画等に関する協定及び県内や近隣県における同種

の施設若しくはホテル等の民間施設等と施設利用者の受入に関する協定を締結する

よう働きかけるものとする。 

また市町村は、一般の避難所では生活が困難な障がい者等の要配慮者のため、介

護福祉施設、障がい者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努めるものとする。 

(カ) 県及び市町村は、医療機関に対し、厚生労働省のガイドラインに沿って、各医療

機関の実情に応じた防災マニュアルを作成し、災害時における入院患者等の安全の

確保が円滑に行われるよう指導するものとする。 

(キ) 県及び市町村は、医療施設の損壊等により、入院患者等の移送、医師、看護師等

の確保、医薬品、医療用資機材等の補給等応援要請がある場合に備え、関係機関に

対し、広域的な相互応援及び受援体制の整備についてあらかじめ調整するよう指導

するものとする。 

(ク) 県及び市町村は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状

況等について、定期的に確認するよう努めるものとする。 

 

イ【要配慮者利用施設が実施する計画】 

（ア）非常災害時の体制整備 

社会福祉施設等においては、県及び市町村の指導の下に、介護保険法関係法令等

に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するもの

とする。 

 

(イ) 防災設備等の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市町村の指導の下に、施設そのものの災害

に対する安全性を高めるため、施設の堅牢化、防災設備の整備等に努めるとともに、

災害に備えて、施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品そ

の他の生活必需品の備蓄（最低でも 3 日分、可能な限り 1 週間分程度）を行うもの

とする。 

(ウ) 組織体制の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市町村の指導の下に、災害の予防や災害時

において迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自主防災組織を整備し、緊急

連絡体制、非常招集体制等の確立に努めるとともに、地域住民やボランティア団体、

近隣施設等との連携を図りながら、施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立

に努めるものとする。 

(エ) 防災教育・防災訓練の実施 

要配慮者利用施設においては、県及び市町村の指導の下に、職員や施設利用者の

災害に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について理解と関心を深める

(ウ) 防災教育・防災訓練の実施 

県及び市町村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、職員や施設利用者の災害

に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について理解と関心を深めるとと

もに、施設利用者が自らの対応能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実強化

を図るよう指導するものとする。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

(エ) 応援体制及び受援体制の整備 

県及び市町村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、他の要配慮者利用施設等

において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、

生活指導員等）、車両（移動入浴車、小型リフト付車両等）、資機材（車椅子、スト

レッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、

必要な物資、資機材等の確保に努めるよう指導するものとする。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定

め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、区、自治会

等の自治組織との間で避難支援計画等に関する協定及び県内や近隣県における同種

の施設若しくはホテル等の民間施設等と施設利用者の受入に関する協定を締結する

よう働きかけるものとする。 

また市町村は、一般の避難所では生活が困難な障がい者等の要配慮者のため、介

護福祉施設、障がい者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努めるものとする。 

(オ) 県及び市町村は、医療機関に対し、厚生労働省のガイドラインに沿って、各医療

機関の実情に応じた防災マニュアルを作成し、災害時における入院患者等の安全の

確保が円滑に行われるよう指導するものとする。 

(カ) 県及び市町村は、医療施設の損壊等により、入院患者等の移送、医師、看護師等

の確保、医薬品、医療用資機材等の補給等応援要請がある場合に備え、関係機関に

対し、広域的な相互応援及び受援体制の整備についてあらかじめ調整するよう指導

するものとする。 

 

 

 

イ【要配慮者利用施設が実施する計画】 

 

 

 

 

 

(ア) 防災設備等の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市町村の指導の下に、施設そのものの災害

に対する安全性を高めるため、施設の堅牢化、防災設備の整備等に努めるとともに、

災害に備えて、施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品そ

の他の生活必需品の備蓄（最低でも 3 日分、可能な限り 1 週間分程度）を行うもの

とする。 

(イ) 組織体制の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市町村の指導の下に、災害の予防や災害時

において迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自主防災組織を整備し、緊急

連絡体制、非常招集体制等の確立に努めるとともに、地域住民やボランティア団体、

近隣施設等との連携を図りながら、施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立

に努めるものとする。 

(ウ) 防災教育・防災訓練の実施 

要配慮者利用施設においては、県及び市町村の指導の下に、職員や施設利用者の

災害に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について理解と関心を深める
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とともに、施設利用者が自らの対応能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実

強化を図るものとする。 

(オ) 応援体制及び受援体制の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市町村の指導の下に、他の要配慮者利用施

設において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、

生活指導員等)、車両（移動入浴車、小型リフト付車等）、資機材（車椅子、ストレ

ッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必

要な物資、資機材等の確保に努めるものとする。また、災害発生時に応援要請を行

う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けら

れる体制の整備に努めるとともに、区、自治会等の自治組織との間で避難支援計画

等に関する協定及び県内や隣県における同種の施設若しくはホテル等の民間施設等

と施設利用者の受入に関する協定を締結するよう努めるものとする。 

また、一般の避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所

の設置・運営について、市町村から要請があった場合、積極的に協力するものとす

る。 

(カ) 日本赤十字社長野県支部、県医師会、郡市医師会等は、県の指導に沿って、それ

ぞれの関係医療機関等に対し、災害時の入院患者の安全確保について特別の配慮を

行うよう指導するものとする。 

また、医療施設の損壊等により、入院患者の移送、医師、看護師等の確保、医薬

品、医療用資機材等の補給等応援要請がある場合に備え、広域的な相互応援及び受

援体制の整備についてあらかじめそれぞれの関係機関等と調整するものとする。 

(キ) 医療機関においては、災害時の入院患者等の安全確保を図るため、厚生労働省の

ガイドラインに沿って、各医療機関の実情に応じた防災マニュアルを作成するとと

もに、施設・設備の整備、点検、患者家族連絡表の作成等緊急時の連絡体制や避難

誘導体制の整備、職員教育や避難訓練の実施、医薬品、医療用資機材等の備蓄など

防災体制の強化を図るものとする。 

(ク) 医療機関においては、県、市町村及び関係機関の指導の下に、他の医療機関にお

いて災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員、車両、資機材等、

速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材

等の確保に努めるものとする。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定

め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるものとする。 

 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対

策 

(2) 実施計画 

ア【県及び市町村が実施する計画】（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林

務部、建設部、教育委員会）  

県及び市町村は、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内

の要配慮者利用施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施な

ど防災体制の整備について連携して支援するものとする。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ア) 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設対策 

市町村は、市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに警戒避難

体制に関する事項及び情報の伝達方法を定めるとともに、要配慮者利用施設、

自主防災組織等と連携をとって、災害の発生を想定した連絡・通報、避難誘導

等に係る訓練を実施するものとする。 

また、市町村は要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画

作成の支援、同計画の確認を行うものとする。 

とともに、施設利用者が自らの対応能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実

強化を図るものとする。 

(エ) 応援体制及び受援体制の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市町村の指導の下に、他の要配慮者利用施

設において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、

生活指導員等)、車両（移動入浴車、小型リフト付車等）、資機材（車椅子、ストレ

ッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必

要な物資、資機材等の確保に努めるものとする。また、災害発生時に応援要請を行

う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けら

れる体制の整備に努めるとともに、区、自治会等の自治組織との間で避難支援計画

等に関する協定及び県内や隣県における同種の施設若しくはホテル等の民間施設等

と施設利用者の受入に関する協定を締結するよう努めるものとする。 

また、一般の避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所

の設置・運営について、市町村から要請があった場合、積極的に協力するものとす

る。 

(オ) 日本赤十字社長野県支部、県医師会、郡市医師会等は、県の指導に沿って、それ

ぞれの関係医療機関等に対し、災害時の入院患者の安全確保について特別の配慮を

行うよう指導するものとする。 

また、医療施設の損壊等により、入院患者の移送、医師、看護師等の確保、医薬

品、医療用資機材等の補給等応援要請がある場合に備え、広域的な相互応援及び受

援体制の整備についてあらかじめそれぞれの関係機関等と調整するものとする。 

(カ) 医療機関においては、災害時の入院患者等の安全確保を図るため、厚生労働省の

ガイドラインに沿って、各医療機関の実情に応じた防災マニュアルを作成するとと

もに、施設・設備の整備、点検、患者家族連絡表の作成等緊急時の連絡体制や避難

誘導体制の整備、職員教育や避難訓練の実施、医薬品、医療用資機材等の備蓄など

防災体制の強化を図るものとする。 

(キ) 医療機関においては、県、市町村及び関係機関の指導の下に、他の医療機関にお

いて災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員、車両、資機材等、

速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材

等の確保に努めるものとする。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定

め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるものとする。 

 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対

策 

(2) 実施計画 

ア【県及び市町村が実施する計画】（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林

務部、建設部、教育委員会）  

県及び市町村は、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内

の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の確立など防災体制の整備について

指導するものとする。 

 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ア) 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設対策 

市町村は、市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに警戒避難

体制に関する事項及び情報の伝達方法を定めるとともに、要配慮者利用施設、

自主防災組織等と連携をとって、災害の発生を想定した連絡・通報、避難誘導

等に係る訓練を実施するものとする。 

 



風水害対策編 第２章第８節 

要配慮者支援計画 

 

(イ) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

市町村は浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、

少なくとも浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難場所そ

の他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定め

るものとする。 

また、市町村は要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画

作成の支援、同計画の確認を行うものとする。 

 

ウ【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用

施設の管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によっ

て警戒避難体制の確立を図るものとする。 

なお、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内に立地し、市町村防災計画に定めら

れた要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保に関する計画を作成するとともに避

難訓練を実施するものとする。また、計画を作成・変更したときは遅滞なく市町村

長へ報告するものとする。 

 

 

(イ) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

市町村は浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、

少なくとも浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難場所そ

の他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定め

るものとする。 

 

 

 

ウ【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設の

管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によって警戒避難体

制の確立を図るものとする。 

 



風水害対策編 第２章第９節 

緊急輸送計画 

 
新   旧 

 

 
第９節 緊急輸送計画 

 

第３ 計画の内容 

 

２ 緊急用ヘリポート及び物資輸送拠点の確保計画 

 

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】 

(ア) 全県的な広域災害に備え、他県からのヘリコプター支援の拠点として「拠点ヘリ

ポート」を指定する。（資料編参照）（危機管理部） 

   また、松本空港及び松本平広域公園周辺他を広域防災拠点とし、整備、運用につ

いて検討を行うとともに、他の広域防災拠点の選定についても検討を行う。なお、

この広域防災拠点は、県域を超える支援においても活用を図る。 

 

 

  
第９節 緊急輸送計画 

 

第３ 計画の内容 

 

２ 緊急用ヘリポート及び物資輸送拠点の確保計画 

 

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】 

(ア) 全県的な広域災害に備え、他県からのヘリコプター支援の拠点として「拠点ヘリ

ポート」を指定する。（資料編参照）（危機管理部） 

   また、松本空港及び松本平広域公園周辺他を広域防災拠点とし、整備、運用につ

いて検討を行う。なお、この広域防災拠点は、県域を超える支援においても活用を

図る。 

 

 



風水害対策編 第２章第 11 節 

避難の受入活動計画 

 
新   旧 

 

 
第１１節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

(2) 実施計画 

ア【県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会）

及び市町村が実施する計画】 

(ア) 避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所へ

の移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所

への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が

判断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行う

べきことについて、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

 

ウ【市町村が実施する計画】 

 (イ) 避難計画の作成 

次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓

練の実施等避難体制の確立に努めるものとする。 

また、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先す

べき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全

庁を挙げた体制の構築に努めるものとする。 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

 (b) 災害時における広報 

〇 広報車による周知 

〇 避難誘導員による現地広報 

〇 住民組織を通じた広報 

なお市町村は、避難勧告又は指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めるこ

とができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要な準備を

整えておくものとする。 

また避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを

得ないときは、屋内安全確保等安全措置をとるべきことにも留意するものとする。 

 

３ 避難所の確保 

(2) 実施計画 

イ【市町村が実施する計画】 

（チ） 市町村は、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間

で事前に避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

（ツ） 市町村及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため

に、専門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

 

４ 住宅の確保体制の整備  

ア【県が実施する計画】（建設部）  

 (ウ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(一社)長野県宅地建物取引業協会、（公社）

全日本不動産協会長野県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会との協定

に基づき連携を強化する。（建設部） 

 

  
第１１節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

(2) 実施計画 

ア【県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会）

及び市町村が実施する計画】 

(ア) 避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所へ

の移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所

への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が

判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待避等を行う

べきことについて、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

 

ウ【市町村が実施する計画】 

 (イ) 避難計画の作成 

次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓

練の実施等避難体制の確立に努めるものとする。 

 

 

 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

 (b) 災害時における広報 

〇 広報車による周知 

〇 避難誘導員による現地広報 

〇 住民組織を通じた広報 

なお市町村は、避難勧告又は指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めるこ

とができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要な準備を

整えておくものとする。 

また避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを

得ないときは、屋内での待避等安全措置をとるべきことにも留意するものとする。 

 

３ 避難所の確保 

(2) 実施計画 

イ【市町村が実施する計画】 

(タ) 市町村は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から

避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法につ

いてあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

 

 

４ 住宅の確保体制の整備  

ア【県が実施する計画】（建設部）  

 (ウ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(一社)長野県宅地建物取引業協会との協定に

基づき連携を強化する。（建設部） 

 

 

 



風水害対策編 第２章第 12 節 

孤立防止対策 

 
新   旧 

 

 
第１２節 孤立防止対策 

 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

(1) 現状及び課題 

ＮＴＴ回線以外の情報伝達手段が確保されている市町村は次のとおりであり今

後、市町村防災行政無線等の整備に努める必要がある。 

方式別 平成28年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 67（ 87.0%） 

移動系（移動局） 64（ 83.1%） 

※複数種類を整備している市町村は、複数計上。 

 

 

  
第１２節 孤立防止対策 

 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

(1) 現状及び課題 

ＮＴＴ回線以外の情報伝達手段が確保されている市町村は次のとおりであり今

後、市町村防災行政無線等の整備に努める必要がある。 

方式別 平成25年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 66（ 85.7%） 

移動系（移動局） 69（ 89.6%） 

※複数種類を整備している市町村は、複数計上。 

 

 

 

 



風水害対策編 第２章第 14 節 

給水計画 

 新   旧  

 第１４節 給水計画 
 

第３ 計画の内容 

１ 飲料水等の備蓄・調達体制の整備 

(1) 現状及び課題 

平成29年3月31日現在、県下の水道事業者及び水道用水供給事業者には、2,813箇

所（976,457㎥）の配水池があり、そのうち上水道事業及び水道用水供給事業者で緊

急遮断弁の設置など災害時用として整備されているのは、275箇所である。 

配水池への緊急遮断弁の設置、施設に対する安全性の確保並びに老朽施設の更新

は急務であるが、施設の建設には多大な費用が必要となる。 

 

(2) 実施計画 

イ【水道事業者等が実施する計画】 

(ア) 県企業局が実施する計画 

ａ 1,000 ㎥以上の配水池に緊急遮断弁を設置する。 

ｂ 病院や避難所等の重要給水施設へ災害の後でも使用可能な「安心の蛇口」の整備

を行うと共に、組立式応急給水栓（10 口）を配置する。 

c ボトルウォーター「川中島の水」を制作・備蓄し災害時に提供を行う。 

d  予備水源、予備電源の確保を行う。  

 

２ 飲料水等の供給計画 

(1) 現状及び課題 

平成29年4月１日現在、県下の水道事業者（公営）には、給水車46台、給水タンク

338個、ポリタンク等3,418個、ろ過器36器が整備されており、緊急時にはこれらの

用具により供給を行う。また、当該市町村での供給が困難な場合には災害相互応援

により他市町村が支援する。しかし、大規模災害等により被災が広範囲に渡った場

合には、相互応援（県水道協議会策定）が困難になるとともに、給水車等の不足も

予想される。 

 

(2) 実施計画 

イ【水道事業者が実施する計画】 

(ア) 県企業局が実施する計画 

ａ 飲料水供給場所の整備を行う。 

ｂ 「応急給水マニュアル」等により、応急給水における県企業局の業務を関係市町

に徹底する。 

c   給水源の確保を行う。 

d   給水車、給水タンク、給水袋等の確保を行う。 

e  円滑な情報伝達、応急給水等の確保を図るため、給水区域の市町村と締結した災

害協定に基づく訓練を実施する。 

 

  第１４節 給水計画 
 

第３ 計画の内容 

１ 飲料水等の備蓄・調達体制の整備 

(1) 現状及び課題 

平成28年3月31日現在、県下の水道事業者には、2,743箇所（976,835㎥）の配水池

があり、そのうち上水道事業で緊急遮断弁の設置など災害時用として整備されてい

るのは、274箇所である。 

配水池への緊急遮断弁の設置、施設に対する安全性の確保並びに老朽施設の更新

は急務であるが、施設の建設には多大な費用が必要となる。 

 

(2) 実施計画 

イ【水道事業者等が実施する計画】 

(ア) 県企業局が実施する計画 

ａ 1,000 ㎥以上の配水池に緊急遮断弁を設置する。 

ｂ 病院や避難所等の重要給水施設へ災害の後でも使用可能な「安心の蛇口」の整備

を行うと共に、組立式応急給水栓（10 口）を配置する。 

c ボトルウォーター「川中島の水」を制作・備蓄し災害時に提供を行う。 

 

 

２ 飲料水等の供給計画 

(1) 現状及び課題 

平成28年4月１日現在、県下の水道事業者（公営）には、給水車44台、給水タンク

342個、ポリタンク等3,409個、ろ過器37器が整備されており、緊急時にはこれらの

用具により供給を行う。また、当該市町村での供給が困難な場合には災害相互応援

により他市町村が支援する。しかし、大規模災害等により被災が広範囲に渡った場

合には、相互応援（県水道協議会策定）が困難になるとともに、給水車等の不足も

予想される。 

 

(2) 実施計画 

イ【水道事業者が実施する計画】 

(ア) 県企業局が実施する計画 

ａ 飲料水供給場所の整備を行う。 

ｂ 実施マニュアルの作成を行う。 

ｃ 「応急給水マニュアル」により、応急給水における県企業局の業務を関係市町に

徹底する。 
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 第１９節 上水道施設災害予防計画 
 

第３ 計画の内容 

水道施設・設備の整備及び安全性の確保 

１ 現状及び課題 

水道事業者等については、施設の安全性の確保、老朽施設の更新等を計画的に進めて

いるが、施設の建設には多大な費用が必要となるため、施設整備が十分とは言えないの

が現状である。 

また、ライフラインの確保として、他事業と調整し、緊急時連絡管等の整備が必要で

ある。 

水道事業者相互の応援体制については、長野県市町村災害時相互応援協定及び長野

県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱により他市町村及び他水道事業者へ応援を

依頼することが可能であり、また長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により、

(公社)日本水道協会を通じて全国的に応援を依頼することが可能である。 

 

２ 実施計画 

イ【水道事業者等が実施する計画】 

(ア) 県企業局が実施する計画 

ａ 基幹管路及び重要給水施設へ至る管路の耐震化を推進する。 

ｂ 浄水場等の基幹施設の耐震化を推進する。 

ｃ 隣接事業体と緊急連絡管の設置について検討を行う。 

ｄ 無線設備の維持管理を行い、非常時における通信の確保を図る。 

ｅ 非常時において重要な役割を果たす施設・設備については、定期的な点検を実施

し、非常時における作動確保を図る。 

ｆ 「大規模地震時の初動マニュアル」へ職員の任務、配備、参集について定め、災

害時の迅速な対応を図る。 

g  復旧資材の備蓄を行う。 

h  避難所、病院等の災害時の拠点となる施設の情報を反映した配管図等の整備を行

う。 

 

   第１９節 上水道施設災害予防計画 
 

第３ 計画の内容 

水道施設・設備の整備及び安全性の確保 

１ 現状及び課題 

水道事業者等については、施設の安全性の確保、老朽施設の更新等を計画的に進めて

いるが、施設の建設には多大な費用が必要となるため、施設整備が十分とは言えないの

が現状である。 

また、ライフラインの確保として、他事業と調整し、緊急時連絡管等の整備が必要で

ある。 

水道事業者相互の応援体制については、長野県市町村災害時相互応援協定及び長野

県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により他市町村及び他水道事業者へ応援を依

頼することが可能であり、また長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により、

(公社)日本水道協会を通じて全国的に応援を依頼することが可能である。 

 

２ 実施計画 

イ【水道事業者等が実施する計画】 

(ア) 県企業局が実施する計画 

ａ 基幹管路及び重要給水施設へ至る管路の耐震化を促進する。 

ｂ 浄水場等の基幹施設の耐震化を促進する。 

ｃ 隣接事業体と緊急連絡管の設置について検討を行う。 

ｄ 無線設備の維持管理を行い、非常時における通信の確保を図る。 

ｅ 非常時において重要な役割を果たす施設・設備については、定期的な点検を実施

し、非常時における作動確保を図る。 

ｆ 「大規模地震時の初動マニュアル」へ職員の任務、配備、参集について定め、災

害時の迅速な対応を図る。 
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第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

第３ 計画の内容 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時における情報の収集伝達に有効で

ある市町村防災行政無線の整備については、平成25年度末現在次のとおりである。 

方式別 平成28年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 67（ 87.0%） 

移動系（移動局） 68（ 88.3%） 

※複数種類を整備している市町村は、複数計上。 

 

 

  
第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

第３ 計画の内容 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時における情報の収集伝達に有効で

ある市町村防災行政無線の整備については、平成25年度末現在次のとおりである。 

方式別 平成25年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 66（ 85.7%） 

移動系（移動局） 69（ 89.6%） 

※複数種類を整備している市町村は、複数計上。 
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第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 山地災害危険地対策 

(1) 現状及び課題 

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区については、平成29年4月1

日現在、山腹崩壊危険地区3,715箇所、崩壊土砂流出危険地区4,610箇所である。 

  

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（林務部） 

山地災害危険地区については、地震による山腹崩壊危険度、断層の有無、落石

発生危険度を加えた地震対策にも留意しており、適宜見直し調査を実施している。 

また、市町村及び関係住民の理解と協力を得ながら、常にその状態について把

握し、加えて、平成26年度から航空レーザー測量データを活用して、崩壊等の危

険個所の抽出を行った。 

これらの情報をもとに、対策を要する箇所について治山施設整備と森林整備に

よる災害に強い森林づくりを計画的に推進する。 

イ【関係機関が実施する計画】（中部森林管理局） 

国有林野内等国が直轄で所掌する山地災害危険地区については、必要に応じて

見直しを行い、対策を要する箇所について、治山施設整備及び森林整備による災

害に強い森林づくりを積極的に推進する。 

 

７ 土砂災害警戒区域の対策 

(1) 現状及び課題 

本県では、平成29年4月1日現在で26,950区域が土砂災害警戒区域に指定されてい

る。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は21,325区域あり、区

域内には住宅もある。このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるい

は住民への情報の提供に留意する必要がある。 

 

 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部） 

(エ) 土砂災害警戒区域については、以下の措置をとる。 

区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発表及び伝達、

避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難

体制に関する事項について市町村へ助言する。 

 

 

 

  
第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 山地災害危険地対策 

(1) 現状及び課題 

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区については、平成28年4月1

日現在、山腹崩壊危険地区3,714箇所、崩壊土砂流出危険地区4,607箇所である。 

  

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（林務部） 

山地災害危険地区については、地震による山腹崩壊危険度、断層の有無、落石

発生危険度を加えた地震対策にも留意しており、毎年見直し調査を実施している。 

また、市町村及び関係住民の理解と協力を得ながら、常にその状態について把

握し、加えて、平成26年度から航空レーザー測量データを活用して、崩壊等の危

険個所の抽出を行っている。 

これらの情報をもとに、対策を要する箇所について治山施設整備と森林整備に

よる災害に強い森林づくりを積極的に推進する。 

イ【関係機関が実施する計画】（中部森林管理局） 

国有林野内等国が直轄で所掌する山地災害危険地区については、必要に応じて

見直しを行い、対策を要する箇所について、治山施設整備及び森林整備による災

害に強い森林づくりを積極的に推進する。 

 

７ 土砂災害警戒区域の対策 

(1) 現状及び課題 

本県の土砂災害警戒区域を指定する予定箇所は、約２万８千箇所あり、この内平

成28年4月1日現在で26,690区域が土砂災害警戒区域に指定されていが、未指定箇所

については、市町村の協力を得ながら速やかな指定を行う必要がある。また、土砂

災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は21,332区域あり、区域内には住宅も

ある。このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは住民への情報

の提供に留意する必要がある。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部） 

(エ) 土砂災害警戒区域については、以下の措置をとる。 

区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、

避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難

体制に関する事項について市町村へ助言する。 
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第２９節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

下流域に人家や公共施設等がある農業用ため池が豪雨等により被災した場合には、受

益農地の営農に支障をきたすばかりでなく、甚大な被害が生じるおそれがある。 

このため、適切な維持管理や監視体制について施設管理者に指導するとともに、豪雨

に対する安全性の低い施設については、補強工事を実施し、災害の発生を未然に防止す

る。 

 

第２ 主な取組み 

巡回点検等によりため池の現状を常に把握するとともに、緊急度の高いものから順次

補強工事を実施する。 

防災重点ため池※等、決壊による下流への影響が大きいため池については、ハザードマ

ップの作成・公表や情報連絡体制の整備を行う。 

※防災重点ため池：堤高15ｍ以上又は貯水量10万㎥以上のため池 

下流に人家や公共施設等が存在し、市町村が指定したため池 

 

第３ 計画の内容 

(1) 現状及び課題 

県内には約1,700箇所余りの農業用ため池が存在し、市町村や土地改良区等により維

持管理されている。 

これらのため池の半数が江戸時代以前の築造であるなど、老朽化が進んだ施設も存

在しており、下流に人家や公共施設等があるため池が決壊した場合には、甚大な被害

を及ぼすおそれがあることから、適切な維持管理や補強を講じていく必要がある。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（農政部） 

(ア) 管理の基本となる県全体の「ため池カルテ」を管理し、毎年度更新する。 

(イ) 調査結果に基づき、緊急度の高いものから順次補強工事を実施する。 

(ウ) 市町村が行うハザードマップ作成に対して、支援する。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ア) ため池の諸元、施設の構造、下流の状況等について明記した「ため池カルテ」を

整備し、施設の状況について適時確認するとともに、変更が生じた場合は県に報告

するものとする。 

(イ) 必要に応じ土のう、杭等の応急資材を準備するものとする。 

(ウ) 豪雨の発生が予想される場合には、事前に巡回点検を実施するものとする。 

(エ) ハザードマップを作成し、住民への周知を図るものとする。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ア) 管理団体において災害に備えた監視体制を組織化し、非常事態が発生した場合は、

直ちに市町村に緊急連絡ができるようにするものとする。 

(イ) 適時巡回点検を実施し、施設の状況について調査するとともに市町村に結果を報

告するものとする。 

  
第２９節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

下流域に人家や公共施設等がある農業用ため池が豪雨等により被災した場合には、受

益農地の営農に支障をきたすばかりでなく、甚大な被害が生じるおそれがある。 

このため、適切な維持管理や監視体制について施設管理者に指導するとともに、安全

性の低い施設については順次補強工事を実施し、災害の発生を未然に防止する。 

 

第２ 主な取組み 

巡回点検等によりため池の現状を常に把握するとともに、緊急度の高いものから順次

補強工事を実施する。 

防災重点ため池※等、決壊による下流への影響が大きいため池については、ハザードマ

ップの作成・公表や情報連絡体制の整備を行う。 

※防災重点ため池：堤高15ｍ以上又は貯水量10万㎥以上のため池 

下流に人家矢公共施設等が存在し、市町村が指定したため池 

 

 

第３ 計画の内容 

(1) 現状及び課題 

県内には約1,800箇所の農業用ため池が存在し、市町村や土地改良区等により維持

管理されている。 

これらのため池の半数が江戸時代以前の築造であるなど、老朽化が進んだ施設も

存在しており、万一、これらのため池が決壊した場合には、下流の農地や人家、公

共施設等に被害を及ぼすおそれがあることから、適切な維持管理や補強対策を講じ

ていく必要がある。 

  

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（農政部） 

(ア) 管理の基本となる県全体の「ため池カルテ」を管理し、毎年度更新する。 

(イ) 点検調査委の結果に基づき、緊急度の高いものから順次補強工事を実施する。 

(ウ) 市町村が行うハザードマップ作成に対して、支援を行う。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ア) ため池の諸元、施設の構造及び下流の状況等について明記した「ため池カルテ）

を整備し、施設の状況について適時確認するとともに、変更が生じた場合は県に報

告するものとする。 

(イ) 必要に応じ土のう、杭等の応急資材を準備するものとする。 

(ウ) 豪雨の発生が予想される場合には、事前に巡回点検を実施するものとする。 

(エ) ハザードマップを作成し、住民への周知を図るものとする。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ア) 管理団体において災害に備えた監視体制を組織化し、非常事態が発生した場合は、

直ちに市町村に緊急連絡ができるようにするものとする。 

(イ) 適時巡回点検を実施し、施設の状況について調査するとともに市町村に結果を報

告するものとする。 
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防災知識普及計画 
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第３２節 防災知識普及計画 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 県民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディ

ア、県ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動

を行う。 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備、保険・共済

等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 

 

 

  
第３２節 防災知識普及計画 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 県民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディ

ア、県ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動

を行う。 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備等の家庭での

予防・安全対策 
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防災訓練計画 
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第３３節 防災訓練計画 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別 

(2) 実施計画 

イ 地震総合防災訓練 

県、市町村、防災関係機関は、住民の参加を得て相互の協調体制の強化を目的

として、南海トラフ地震など大規模な地震を想定した県地震総合防災訓練を行う。 

(ア) 実施時期 

原則として防災週間（８月30日～９月５日）に実施するものとする。 

 

 

  
第３３節 防災訓練計画 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別 

(2) 実施計画 

イ 地震総合防災訓練 

県、市町村、防災関係機関は、住民の参加を得て相互の協調体制の強化を目的

として、南海トラフ地震など大規模な地震を想定した県地震総合防災訓練を行う。 

(ア) 実施時期 

防災の日（９月１日）に実施するものとする。 
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災害復旧・復興への備え 
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第３４節 災害復旧・復興への備え 

 

第３ 計画の内容 

  ４ 罹災証明書の発行体制の整備 

    罹災証明書の交付が遅滞なく行われるような実施体制の整備を行う必要がある。 

    【県が実施する計画】 

県は、市町村に対し、住家の被害認定調査の担当者のための研修機会の拡充等

により、災害時の住家の被害認定調査の迅速化を図る。 

また、育成した調査の担当者の名簿への登録、ほかの都道府県や民間団体との

応援協定の締結等により、応援体制の強化を図るものとする。 

 

    【市町村が実施する計画】 

市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や

罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家の被害認定調査の担当者の育成、他の地方

公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受け入れ態勢の構築等を計画的に進

めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 

 また、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用につ

いて検討するものとする。 

  
第３４節 災害復旧・復興への備え 

 

第３ 計画の内容 

  ４ 罹災証明書の発行体制の整備 

    罹災証明書の交付が遅滞なく行われるような実施体制の整備を行う必要がある。 

    【県が実施する計画】 

県は、市町村に対し、住家の被害認定調査の担当者のための研修機会の拡充等

により、災害時の住家の被害認定調査の迅速化を図る。 

 

    【市町村が実施する計画】 

市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家の被害認定調

査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進

めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 
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自主防災組織等の育成に関する計画 
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第３５節 自主防災組織等の育成に関する計画 

第３ 計画の内容 

１ 地域住民等の自主防災組織の育成 

(1) 現状及び課題 

長野県内における平成28年４月１日現在の組織数は3,687であり、組織されている

地域の世帯数を全世帯数で除した組織率（活動カバー率）は92.5%となっている。ま

た、地震防災対策強化地域内での組織率（活動カバー率）は92.6%となっている。し

かし、役員の高齢化や担い手不足、住民意識の変化等により継続的な活動ができて

いない組織も多い。 

現在組織化が遅れている市町村、特に未組織の市町村を中心に組織化の促進、自

主防災意識のかん養を図っていくこと、また、組織化されていても十分な活動がで

きない自主防災組織の活性化に向けた支援、助言が今後の課題である。 

また、学校、病院等の施設、事業所等においても自主防災組織の組織化を促進す

る必要がある。さらに、様々な防災活動団体との連携を図っていくほか、防災活動

を通じて要配慮者等に対する避難体制の整備、支援策の充実を図る必要がある。 

 

 

  
第３５節 自主防災組織等の育成に関する計画 

第３ 計画の内容 

１ 地域住民等の自主防災組織の育成 

(1) 現状及び課題 

長野県内における平成27年４月１日現在の組織数は3,669であり、組織されている

地域の世帯数を全世帯数で除した組織率（活動カバー率）は92.5%となっている。ま

た、地震防災対策強化地域内での組織率（活動カバー率）は93.5%となっている。し

かし、役員の高齢化や担い手不足、住民意識の変化等により継続的な活動ができて

いない組織も多い。 

現在組織化が遅れている市町村、特に未組織の市町村を中心に組織化の促進、自

主防災意識のかん養を図っていくこと、また、組織化されていても十分な活動がで

きない自主防災組織の活性化に向けた支援、助言が今後の課題である。 

また、学校、病院等の施設、事業所等においても自主防災組織の組織化を促進す

る必要がある。さらに、様々な防災活動団体との連携を図っていくほか、防災活動

を通じて要配慮者等に対する避難体制の整備、支援策の充実を図る必要がある。 
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企業防災に関する計画 
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第３６節 企業防災に関する計画 

 

第３ 計画の内容  

(2) 実施計画 

ア【県（全部局）、市町村が実施する計画】 

(ア) 職員の住民向け講座などの啓発活動や研修により、企業のトップから従業員に至

るまでの防災知識の向上、防災意識の高揚を図るとともに、企業の防災に係る取組

みの積極的評価等により企業の防災力向上の促進を図るものとする。 

(イ) 企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加

の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。 

(ウ) 要配慮者利用施設の所有者または管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自

然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

 

 

  
第３６節 企業防災に関する計画 

 

第３ 計画の内容  

(2) 実施計画 

ア【県（全部局）、市町村が実施する計画】 

(ア) 職員の住民向け講座などの啓発活動や研修により、企業のトップから従業員に至

るまでの防災知識の向上、防災意識の高揚を図るとともに、企業の防災に係る取組

みの積極的評価等により企業の防災力向上の促進を図るものとする。 

(イ) 企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加

の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。 
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第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第１ 基本方針 

大規模な災害が発生した場合、きめ細かな災害応急対策を迅速かつ的確に実施するた

めには、県、市町村及び防災関係機関だけでは十分に対応できないことが予想される。

このため、災害応急対策に対する知識、技術及び意欲を持った災害救援ボランティア、

ＮＰＯ・ＮＧＯ及び企業等の自発的支援を適切に受入れ、協働による効果的な支援活動

を行う必要がある。 

また、ボランティアが、必要な時に、必要な所で、必要な活動を行えるよう、防災関

係機関が連携して環境整備を図っていくことが必要である。 

 

第２ 主な取組み 

１ ボランティアの事前登録を、市町村社会福祉協議会ボランティアセンター、日本赤十字

社長野県支部等において実施する。 

２ 防災ボランティア活動の環境整備を推進する。 

３ 災害時におけるボランティアからの支援の在り方やボランティアとの連携体制の在り方

について検討する。 

４ 国内の主要な災害ボランティア団体との連携体制の構築に努める。 

５ ボランティアグループやボランティア団体の連携を図るため、連絡協議会等の設置を図

る。 

６ ボランティアコーディネーターの養成を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

３ ボランティア団体間の連携 

(2) 実施計画 

県（危機管理部・健康福祉部）及び市町村は、国内の主要な災害ボランティア団

体やボランティア関係団体と連携し、ボランティアグループ・団体相互間の連携を

深めるため連絡会議等の設置を推進するとともに、災害時を想定した訓練や研修の

実施に努めるものとする。 

 

４  ボランティアコーディネーターの養成 

(2) 実施計画 

県（危機管理部）、市町村、県社会福祉協議会、日本赤十字社長野県支部等は、災

害ボランティアコーディネーター養成研修の実施や、全国社会福祉協議会が開催す

るより実践的で高度な養成研修への参加促進を図るなど、協力して本県におけるボ

ランティアコーディネーターの養成及び資質向上に努めるものとする。 

  
第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第１ 基本方針 

大規模な災害が発生した場合、きめ細かな災害応急対策を迅速かつ的確に実施するた

めには、県、市町村及び防災関係機関だけでは十分に対応できないことが予想される。

このため、災害応急対策に対する知識、技術及び意欲を持った災害救援ボランティアの

自発的支援を適切に受入れ、協働による効果的な救援活動を行う必要がある。 

また、ボランティアが、必要な時に、必要な所で、必要な活動を行えるよう、防災関

係機関がそれぞれの立場で環境整備を図っていくことが必要である。 

 

第２ 主な取組み 

１ ボランティアの事前登録を、市町村社会福祉協議会ボランティアセンター、日本赤十字

社長野県支部等において実施する。 

２ 防災ボランティア活動の環境整備を推進する。 

３ ボランティアグループやボランティア団体の連携を図るため、連絡協議会の設置を図る。 

４ ボランティアコーディネーターの養成を推進する。 

 

 

 

 

 

 

第３ 計画の内容 

３ ボランティア団体間の連携 

(2) 実施計画 

県（危機管理部・健康福祉部）及び市町村は、ボランティアグループ・団体相互

間の連携を深めるため連絡会議の設置を推進するとともに、災害時を想定した訓練

や研修の実施に努めるものとする。 

 

 

４  ボランティアコーディネーターの養成 

(2) 実施計画 

県（危機管理部・健康福祉部）、市町村、県社会福祉協議会、日本赤十字社長野県

支部等は、災害ボランティアコーディネーター養成研修の実施や、全国社会福祉協

議会が開催するより実践的で高度な養成研修への参加促進を図るなど、協力して本

県におけるボランティアコーディネーターの養成及び資質向上に努めるものとす

る。 
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災害直前活動 

 
新   旧 

 

 
第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 警報等の伝達活動 

(2) 実施計画 

エ 水防に関する水位情報発表時の対応 

【県が実施する対策】 

 洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川につい

て，洪水特別警戒水位を定め，その水位に達したときは，水位又は流量を示し，

その状況を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者，量水標管理者及び

関係市町村長に通知し，必要に応じ報道機関の協力を求めて，一般に周知する。 

また、その他の河川についても、役場等の所在地に係る河川については、雨

量の情報を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ

河川水位等の情報を提供するよう努めるものとする。 

また、市町村長による洪水時における避難勧告等の発令に資するよう、市町

村長へ河川の状況や今後の見通し等を直接伝えるよう努めるものとする。 

 

２ 住民の避難誘導対策 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部、建設部） 

(ア) 避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所へ

の移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所

への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身

が判断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行

うべきことについて、住民等への周知徹底に努める。 

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 市町村は、風水害の発生のおそれがある場合には防災気象情報等を十分把握する

とともに、河川管理者、水防団等と連携を図りながら、重要水防区域や土砂災害警

戒区域等の警戒活動を行い、危険がある場合または危険が予想される場合は、住民

に対して避難勧告等を発令するとともに、適切な避難誘導活動を実施するものとす

る。特に，台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては，大雨発生

が予測されてから災害のおそれがなくなるまで，住民に対して分かりやすく適切に

状況を伝達することに努めるものとする。 

（ウ） 住民に対して避難勧告等を発令するにあたり，対象地域の適切な設定等に留意

するとともに，避難勧告及び避難指示(緊急)を夜間に発令する可能性がある場合に

は，避難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始の発令に努

めるものとする。 

（エ） 災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で，避難時の周囲の状況等により，「近

隣の安全な場所」への避難や，「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれ

るように努めるものとする。  

 

警報等の種類及び発表基準 

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

（１）特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、

重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが

  
第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 警報等の伝達活動 

(2) 実施計画 

エ 水防に関する水位情報発表時の対応 

【県が実施する対策】 

洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川につ

いて，洪水特別警戒水位を定め，その水位に達したときは，水位又は流量を示

し，その状況を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者，量水標管理者

及び関係市町村長に通知し，必要に応じ報道機関の協力を求めて，一般に周知

する。 

 

 

 

 

 

２ 住民の避難誘導対策 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部、建設部） 

(ア) 避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所へ

の移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所

への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身

が判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待避等を行

うべきことについて、住民等への周知徹底に努める。 

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 市町村は、風水害の発生のおそれがある場合には河川管理者、水防団等と連携を

図りながら気象情報等に十分注意し、重要水防区域や土砂災害警戒区域等の警戒活

動を行い、危険がある場合または危険が予想される場合は、住民に対して避難のた

めの避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示（緊急）を行い、避

難誘導活動を実施するものとする。特に，台風による大雨発生など事前に予測が可

能な場合においては，大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで，住

民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。 

（ウ） 住民に対する避難のための準備情報の提供や勧告・指示等を行うにあたり，対

象地域の適切な設定等に留意するとともに，勧告・指示等を夜間に発令する可能性

がある場合には，避難行動をとりやすい時間帯における準備情報の提供に努めるも

のとする。 

（エ） 災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で，避難時の周囲の状況等により，近

隣のより安全な建物への「緊急的な待避」や，「屋内安全確保」といった適切な避難行

動を住民がとれるように努めるものとする。  

 

 

警報等の種類及び発表基準 

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

（１）特別警報・警報・注意報 

長野地方気象台は、大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのある
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著しく大きい場合には「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速などの予測値を時

間帯ごとに明示して、市町村ごとに発表される。長野地方気象台では、気象特性に基

づき79の区域に分け発表している。 

 

特別警報・警報・注意報の概要 

種 類 概 要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害の起こ
るおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報 

警報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪によって重大な災害の起こるおそ
れがある場合、その旨を警告して行う予報 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪等によって災害が起こるおそれがあ
る場合に、その旨を注意して行う予報 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

特別警報・警報・注意報
の種類 

概 要 

特別警報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ
が著しく大きいときに発表される。大雨特別警報には、
大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大
雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒す
べき事項が明記される。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ
が著しく大きいときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ
が著しく大きいときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生す
るおそれが著しく大きいときに発表される。「暴風による
重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等
による重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかけ
る。 

警報 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。大雨警報には、大雨警報（土
砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、
浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

洪水警報 

大雨、長雨、融雪等などにより河川が増水し、重大な
災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表
される。対象となる重大な災害として、河川の増水や
氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられ
る。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあ
ると予想されたときに発表される。「暴風による重大な
災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等によ
る重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

注意報 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。 

洪水注意報 
大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、災害が発生
するおそれがあると予想されたときに発表される。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。 

ときには「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」を、重大な

災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」を、市町村単位を基本に気象

特性に基づき県内を79の区域に分け発表している。 

 

特別警報・警報・注意報の概要 

種 類 概 要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こ
るおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報 

警報 
暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮等によって重大な災害の起こるお
それがある場合、その旨を警告して行う予報 

注意報 
風雪、強風、大雨、大雪、高潮等によって災害が起るおそれがある
場合に、その旨を注意して行う予報 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

特別警報・警報・注意報
の種類 

概 要 

特別警報 

大雨特別警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きい
ときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土
砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂
災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記さ
れる。 

大雪特別警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれが著しく大きい
ときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きい
ときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に
加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる重大な
災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

警報 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。大雨警報には括弧を付して、
大雨警報（土砂災害）大雨警報（浸水害）、大雨警報（土
砂災害、浸水害）として、特に警戒すべき事項が明記
される。 

洪水警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災
害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ
れる。対象となる重大な災害として、河川の増水や氾
濫、堤防の損傷決壊による重大な災害があげられる。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあ
ると予想されたときに発表される。「暴風による重大な
災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などに
よる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかけ
る。 

注意報 

大雨注報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。 

洪水注意報 
大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発
生するおそれがある予想されたときに発表される。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。 
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風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予
想されたときに発表される。「強風による災害」に加え
て「雪を伴うことによる視程障害等による災害」のお
それについても注意を呼びかける。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想され
たときに発表される。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。また、発達した雷雲の下で発生す
ることの多い竜巻等の突風や「ひょう」による災害に
ついての注意喚起が付加されることもある。急な強い
雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 
空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。具体的には、火災の危険が
大きい気象条件を予想した場合に発表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。具体的には、通信線や送電
線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに発表
される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。具体的には、通信線や送電
線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに発表
される。 

融雪注意報 
融雪により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。具体的には、浸水、土砂災害等の
災害が発生するおれがあるときに発表される。 

霜注意報 
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。具体的には、早霜や晩霜により農作
物への被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。具体的には、低温のために農作物
等に著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結や破
裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表
される。 

 

特別警報基準 
種類 発表基準 

大 雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若
しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨に
なると予想される場合 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと
予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風
が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等などについて

過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に

基づいて判断する。 

 

(1) 雨を要因とする特別警報の指標 

以下ア又はイいずれかを満たすと予想され、かつ、・更に雨が降り続くと予想され

る場合に、大雨特別警報を発表する。 

ア 48 時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上となった 5km 格

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予
想されたときに発表される。 
 
 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発するおそれがあると予想された
ときに表される。 

雷注意報 

落雷により災害発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。また、発達し雷雲の下で発生するこ
との多い突風や「ひょう」による災害についての注意
喚起が付加されることもある。急な強い雨への注意に
ついても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 
空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。具体的には、火災の危険が
大きい気象条件を予想した場合に発表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。具体的には、通信線や送電、
船体などへの被害が起こるおそれのあるときに発表さ
れる。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。具体的には、通信線や送電
線、船体などへの被害が起こるおそれのあるときに発
表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。具体的には、洪水、浸水、土砂災
害などの災害が発生するおそれがあるときに発表され
る。 

霜注意報 
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。具体的には、早霜や晩霜により農作
物へ被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。具体的には、低温のために農作物
などに著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結破
裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表
される。 

 

特別警報基準 
種類 発表基準 

大 雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若
しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨に
なると予想される場合 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと
予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風
が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過

去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に

基づいて判断する。 

 

(1) 雨を要因とする特別警報の指標 

以下ア又はイいずれかを満たすと予想され、かつ、・更に雨が降り続くと予想され

る場合に、大雨特別警報を発表する。 
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子が、共に府県程度の広がりの範囲内で 50 格子以上出現。 

イ 3 時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上となった 5km 格

子が、共に府県程度の広がりの範囲内で 10 格子以上出現（ただし、3 時間降水量

が 150mm 以上となった格子のみをカウント対象とする）。 

 

(2) 雨に関する各市町村の50年に一度の値一覧（平成30年３月８日） 
注１）略語の意味は右のとおり。R48：48時間降水量(mm)、R03：3時間降水量(mm)、SWI：土壌雨量指数（Soil Water Index）。 
注２）「50年に一度の値」の欄の値は、各市町村にかかる5km格子の50年に一度の値の平均値をとったものである。 
注３）R48、R03、SWIいずれについても、50年に一度の値は統計値であり、一の位の大小まで厳密に評価する意味は無い。 
注４）特別警報は、府県程度の広がりで50年に一度の値となる現象を対象。個々の市町村で50年に一度の値となることの
みで特別警報となるわけではないことに留意。 
注５）特別警報の判定に用いるR03の値は、３時間降水量が150mm以上となった格子のみをカウント対象とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 台風等を要因とする特別警報の指標 

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s 以上）の台風や同程度

の温帯低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表する。ただし、沖縄地方、奄美地

方及び小笠原諸島については、中心気圧 910hPa 以下又は最大風速 60m/s 以上とする。 

ア 48 時間降水量及び土壌雨量指数※1において、50 年に一度の値以上となった 5km

格子が、共に府県程度の広がりの範囲内で 50 格子以上出現。 

イ 3 時間降水量及び土壌雨量指数※1 において、50 年に一度の値以上となった 5km

格子が、共に府県程度の広がりの範囲内で 10 格子以上出現（ただし、3 時間降水

量が 150mm 以上となった格子のみをカウント対象とする）。 

(2) 雨に関する市町村毎50年に一度の値一覧 
注１）略語の意味は右のとおり。R48：48時間降水量(mm)、R03：3時間降水量(mm)、SWI：土壌雨量指数（Soil Water Index）。 
注２）「50年に一度の値」の欄の値は、各市町村にかかる5km格子の50年に一度の値の平均値をとったものである。 
注３）R48、R03、SWIいずれについても、50年に一度の値は統計値であり、一の位の大小まで厳密に評価する意味は無い。 
注４）特別警報は、府県程度の広がりで50年に一度の値となる現象を対象。個々の市町村で50年に一度の値となることの
みで特別警報となるわけではないことに留意。 
注５）特別警報の判定に用いるR03の値は、３時間降水量が150mm以上となった格子のみをカウント対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 台風等を要因とする特別警報の指標 

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s 以上）の台風や同程度

の温帯低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表します。ただし、沖縄地方、奄美

地方及び小笠原諸島については、中心気圧 910hPa 以下又は最大風速 60m/s 以上する。 



風水害対策編 第３章第１節 

災害直前活動 

台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・

通過すると予想される地域（予報円がかかる地域）における、大雨・暴風の警報を、

特別警報として発表する。 

温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想される地域に

おける、大雨・暴風（雪を伴う場合は暴風雪）の警報を、特別警報として発表する。 

 

(4) 雪を要因とする特別警報の指標 

府県予報区程度の広がりを持って 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警

報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に、大雪特別警報を発表する。 

 

(5) 雪に関する観測地点毎 50 年に一度の値一覧（平成 29 年 10 月 20 日現在） 

 

※既往最大積雪深は、平成27年7月までの値。 
注１）値が“－”の地点は、データ不足のため、50年に一度の値が算出できないもの。 
注２）50年に一度の値は過去の観測データから推定した値であり、一の位の大小まで厳密に評価する意味は無い。 
注３）特別警報は、府県程度の広がりで50年に一度の値となる現象を対象。 

   個々の地点で50年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。 

 

 

 

警報・注意報発表基準一覧表 
（平成29年11月1日現在） 

発表官署 長野地方気象台 

府県予報区 長野県 

一次細分区域 北部 中部 南部 

市町村等をまとめた地域 
長野 
地域 

中野飯山
地域 

大北 
地域 

上田 
地域 

佐久 
地域 

松本 
地域 

乗鞍上高
地地域 

諏訪 
地域 

上伊那 
地域 

木曽 
地域 

下伊那 
地 

警 

報 

大雨 区域内の市町村で別表１の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表２の基準に到達することが予想される場合 

暴風 
（平均風速） 

17m/s 

暴風雪 
（平均風速） 

17m/s 雪を伴う 

大雪 
 

平地  12
時間降雪
の深さ    
25cm，                              
山沿い  
12時間降
雪の深さ    
30cm 

12時間降
雪の深さ
40cm 

平地  12
時間降雪
の深さ   
25cm，                          
山沿い  
12時間降
雪の深さ    
30cm 

菅平周辺  
12時間降
雪の深さ  
25cm，                               
菅平周辺
を除く地
域  12時 
間降雪の
深さ20cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

聖高原周
辺  12時
間降雪の 
深さ
25cm，                             
聖高原周
辺を除く
地域  12    
時間降雪
の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
30cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

波浪 
（義波高） 

 

高潮  

注
意 

報 

大雨 区域内の市町村で別表３の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表４の基準に到達することが予想される場合 

強風 
（平均風速） 

13m/s 

台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・

通過すると予想される地域（予報円がかかる地域）における、大雨・暴風の警報を、

特別警報として発表する。 

温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想される地域に

おける、大雨・暴風（雪を伴う場合は暴風雪）の警報を、特別警報として発表する。 

 

(4) 雪を要因とする特別警報の指標 

府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の

降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に、大雪特別警報を発表する。 

 

(5) 雪に関する観測地点毎 50 年に一度の値一覧（平成２７年 12 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※既往最大積雪深は、平成27年7月までの値。 
注１）“※”が付いている地点は、現在積雪深の観測を行っていないもの。 
注２）値が“－”の地点は、データ不足のため、50年に一度の値が算出できないもの。 
注３）“＊”が付いている地点は、積雪深ゼロの年もあり、50年に一度の値の信頼性が低いので、あくまで参考値とし

て掲載したもの。 
注２）50年に一度の値は過去の観測データから推定した値であり、一の位の大小まで厳密に評価する意味は無い。 
注３）特別警報は、府県程度の広がりで50年に一度の値となる現象を対象。 

   個々の地点で50年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。 

 

警報・注意報発表基準一覧表 
（平成25年11月11日現在） 

発表官署 長野地方気象台 

府県予報区 長野県 

一次細分区域 北部 中部 南部 

市町村等をまとめた地域 
長野 
地域 

中野飯山
地域 

大北 
地域 

上田 
地域 

佐久 
地域 

松本 
地域 

乗鞍上高
地地域 

諏訪 
地域 

上伊那 
地域 

木曽 
地域 

下伊那 
地 

警 

報 

大雨 区域内の市町村で別表１の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表２の基準に到達することが予想される場合 

暴風 
（平均風速） 

17m/s 

暴風雪 
（平均風速） 

17m/s 雪を伴う 

大雪（12時間 
降雪の深さ） 

平地  12
時間降雪
の深さ    
25cm，                              
山沿い  
12時間降
雪の深さ    
30cm 

12時間降
雪の深さ
40cm 

平地  12
時間降雪
の深さ   
25cm，                          
山沿い  
12時間降
雪の深さ    
30cm 

菅平周辺  
12時間降
雪の深さ  
25cm，                               
菅平周辺
を除く地
域  12時 
間降雪の
深さ20cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

聖高原周
辺  12時
間降雪の 
深さ
25cm，                             
聖高原周
辺を除く
地域  12    
時間降雪
の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
30cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

波浪 
（義波高） 

 

高潮  

注
意 

報 

大雨 区域内の市町村で別表３の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表４の基準に到達することが予想される場合 

強風 
（平均風速） 

13m/s 

風雪 13m/s 雪を伴う 



風水害対策編 第３章第１節 

災害直前活動 
風雪 
（平均風速） 

13m/s 雪を伴う 

大雪 
 

平地  12
時間降雪
の深さ         
15cm，                          
山沿い  
12時間降
雪の深さ       
20cm 

12時間降
雪の深さ
25cm 

平地  12
時間降雪
の深さ            
15cm，                            
山沿い  
12時間降
雪の深さ         
20cm 

菅平周辺  
12時間降
雪の深さ  
15cm，                            
菅平周辺
を除く地
域  12時           
間降雪の
深さ10cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

聖高原周
辺  12時
間降雪の 
深さ
15cm，                        
聖高原周
辺を除く
地域           
12時間降
雪の深さ
10cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

波浪 
（有義波高） 

 

高潮  

雷 落雷等により被害が想される場合 

融雪 
1.積雪地域の日平均気温が10℃以上 

2.積雪地域の日平均気温が6℃上で日降水量が20m以上 

濃霧（視程） 100m 

乾燥 最小湿度20％で実効湿度55％※1 最小湿度20％で実効湿度55％※2 最小湿度20％で実効湿度55％※3 

なだれ 
1.表層なだれ：積雪が50cm以上あって、降雪の深さ20cm以上で風速10m/s以上。 

または積雪70cm以上あって、降雪の深さ30cm以上 
2.全層なだれ：積雪が70cm以上あって、最高気温が平年より5℃以上高い、または日水量が15mm以上 

低温 

夏期：平均気温が平年より4℃以上
低く、かつ最低気温15℃以下が2日
以上続く場合 
冬期：最低気温-14℃以下 

夏期：平均気温が平年より4℃以上低く、かつ最低気温15℃以下
(高冷地で13℃以下)が2日以上続く場合 
冬期：最低気温-14℃以下(高冷地で-21℃以下) 

夏期：平均気温が平年より4℃以上低
く、かつ最低気温15℃以下(高冷地で
13℃以下)が2日以上続く場合 
冬期：最低気温-11℃以下(高冷地で
-17℃以下) 

霜 早霜・晩霜期に最低気温2℃以下 

着氷 著しい着氷が予想される合 

着雪 著しい着雪が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 
（１時間雨量） 

100mm 

※1 湿度は長野地方気象台の値。 
※2 湿度は松本特別地域気象観測所、諏訪特別地域気象観測所、軽井沢特別地域気象観測所の値。 
※3 湿度は飯田特別地域気象観測所の値。 

１ 警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また新たな警報・注意報

が発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除又は更新されて、新た

な警報・注意報にきりかえられる。 

２ 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平均風速） 

大雪（12時間 
降雪の深さ） 

平地  12
時間降雪
の深さ         
15cm，                          
山沿い  
12時間降
雪の深さ            
20cm 

12時間降
雪の深さ
25cm 

平地  12
時間降雪
の深さ      
15cm，                            
山沿い  
12時間降
雪の深さ         
20cm 

菅平周辺  
12時間降
雪の深さ  
15cm，                            
菅平周辺
を除く地
域  12時           
間降雪の
深さ10cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

聖高原周
辺  12時
間降雪の 
深さ
15cm，                          
聖高原周
辺を除く
地域           
12時間降
雪の深さ
10cm 

12時間降
雪の深さ
20cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

12時間降
雪の深さ
10cm 

波浪 
（有義波高） 

 

高潮  

雷 落雷等により被害が想される場合 

融雪 
1.積雪地域の日平均気温が10℃以上 

2.積雪地域の日平均気温が6℃上で日降水量が20m以上 

濃霧（視程） 100m 

乾燥 最小湿度20％で実効湿度55％※1 最小湿度20％で実効湿度55％※2 最小湿度20％で実効湿度55％※3 

なだれ 
1.表層なだれ：積雪が50cm以上あって、降雪の深さ20cm以上で風速10m/s以上。 

または積雪70cm以上あって、降雪の深さ30cm以上 
2.全層なだれ：積雪が70cm以上あって、最高気温が平年より5℃以上高い、または日水量が15mm以上 

低温 

夏期：平均気温が平年より4℃以上
低く、かつ最低気温15℃以下が2日
以上続く場合 
冬期：最低気温-14℃以下 

夏期：平均気温が平年より4℃以上低く、かつ最低気温15℃以下
(高冷地で13℃以下)が2日以上続く場合 
冬期：最低気温-14℃以下(高冷地で-21℃以下) 

夏期：平均気温が平年より4℃以上低
く、かつ最低気温15℃以下(高冷地で
13℃以下)が2日以上続く場合 
冬期：最低気温-11℃以下(高冷地で
-17℃以下) 

霜 早霜・晩霜期に最低気温2℃以下 

着氷 著しい着氷が予想される合 

着雪 著しい着雪が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 
（１時間雨量） 

100mm 

※1 湿度は長野地方気象台の値。 
※2 湿度は松本特別地域気象観測所、諏訪特別地域気象観測所、軽井沢特別地域気象観測所の値。 
※3 湿度は飯田特別地域気象観測所の値。 

１ 警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また新たな警報・注意報

が発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除又は更新されて、新た

な警報・注意報にきりかえられる。 

２ 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行うものとする。 
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災害直前活動 

別表１ 大雨警報基準（平成29年7月7日現在） 

 
 

 

別表１ 大雨警報基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1/2)

 市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準
長野市 平坦地：R1=45

平坦地以外：R1=50
70

須坂市 平坦地：R1=45
平坦地以外：R1=50

92

千曲市 R1=40 71
坂城町 R1=40 78
小布施町 R1=45 103
高山村 R1=50 103
信濃町 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=60
112

小川村 R1=50 89
飯綱町 R1=40 110
中野市 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=45
83

飯山市 平坦地：R3=60
平坦地以外：R3=80

84

山ノ内町 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

85

木島平村 R3=70 85
野沢温泉村 R1=40 85
栄村 R1=70 85
大町市 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=50
68

池田町 R1=40 68
松川村 R1=40 75
白馬村 R1=50 102
小谷村 R1=60 95
上田市 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=60
66

東御市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

94

青木村 R1=60 88
長和町 R1=60 96
小諸市 平坦地：R3=60

平坦地以外：R3=80
86

佐久市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

70

小海町 R1=60 90
川上村 R1=70 101
南牧村 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=70
100

南相木村 R1=50 102
北相木村 R1=60 107
佐久穂町 R1=60 90
軽井沢町 R3=80 100
御代田町 R3=80 95
立科町 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=60
86

佐久地域

上田地域

中野飯山地域

大北地域

長野地域
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災害直前活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2/2)

 市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準
松本 平坦地：R1=45

平坦地以外：R1=60
87

塩尻 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=50

124

安曇野市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

87

麻績村 R1=60 104
生坂村 R1=40 87
山形村 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=45
137

朝日村 R1=40 124
筑北村 R1=60 87

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 R1=60 137
岡谷市 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=50
87

諏訪市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

90

茅野市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

105

下諏訪町 R1=60 116
富士見町 R1=70 103
原村 R1=60 116
伊那市 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=70
95

駒ヶ根市 平坦地：R1=50
平坦地以外：R1=60

109

辰野町 R1=60 121
箕輪町 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
101

飯島町 R1=60 109
南箕輪村 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
101

中川村 R1=50 109
宮田村 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
154

楢川 R1=60 131
上松町 R1=50 142
南木曽町 R1=70 151
木祖村 R1=60 147
王滝村 R1=70 161
大桑村 R1=70 149
木曽町 R1=70 128
飯田市 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
119

松川町 R1=60 124
高森町 R1=60 130
阿南町 R1=50 165
阿智村 R1=60 171
平谷村 R1=60 189
根羽村 R1=70 187
下條村 R1=50 175
売木村 R1=60 189
天龍村 R1=70 175
泰阜村 R1=50 165
喬木村 R1=60 130
豊丘村 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
124

大鹿村 R1=60 124

松本地域

下伊那地域

上伊那地域

木曽地域

諏訪地域
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 別表２ 洪水警報基準（平成 29 年 11 月１日） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別表２ 洪水警報基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村等を
まとめた地域

市町村等 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予報による基準

長野市 平坦地：R1=45
平坦地以外：R1=50

犀川流域=53，鳥居川流域=13，聖川流域=10，土尻川流域=14 － 千曲川［杭瀬下・立ヶ花］，犀川［小市］，
信濃川水系裾花川［岡田］

須坂市 平坦地：R1=45
平坦地以外：R1=50

松川流域=12 － 千曲川［杭瀬下・立ヶ花］

千曲市 R1=40 － － 千曲川［生田・杭瀬下］
坂城町 R1=40 － － 千曲川［生田・杭瀬下］
小布施町 R1=45 松川流域=19 － 千曲川［立ヶ花］
高山村 R1=50 松川流域=18 － －
信濃町 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=60
鳥居川流域=10，関川流域=14 － －

小川村 R1=50 土尻川流域=12 － －
飯綱町 R1=40 鳥居川流域=13，斑尾川流域=9 R1=30 かつ

鳥居川流域=7
－

中野市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=45

夜間瀬川流域=9，斑尾川流域=9 － 千曲川［立ヶ花］

飯山市 平坦地：R3=60
平坦地以外：R3=80

－ － 千曲川［立ヶ花］

山ノ内町 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

魚野川流域=10，雑魚川流域=11，夜間瀬川流域=12，横湯川流域=9 － －

木島平村 R3=70 樽川流域=8 － 千曲川［立ヶ花］
野沢温泉村 R1=40 千曲川流域=84，天代川流域=12 － 千曲川［立ヶ花］
栄村 R1=70 千曲川流域=84，中津川流域=25，魚野川流域=18，天代川流域=13 － －
大町市 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=50
高瀬川流域=25，犀川流域=63，金熊川流域=6，土尻川流域=9 － －

池田町 R1=40 高瀬川流域=22 － －
松川村 R1=40 高瀬川流域=26，乳川流域=7 － －
白馬村 R1=50 姫川流域=12 R1=35 かつ

姫川流域=9
－

小谷村 R1=60 姫川流域=22，中谷川流域=11 － －
上田市 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=60
内村川流域=11，依田川流域=21，神川流域=13，産川流域=6 － 千曲川［生田］，信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］

東御市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

－ 平坦地：R1=30 かつ
千曲川流域=42

信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］

青木村 R1=60 － － －
長和町 R1=60 依田川流域=12 － －
小諸市 平坦地：R3=60

平坦地以外：R3=80
蛇堀川流域=7 － 信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］

佐久市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

濁川流域=6，湯川流域=22，滑津川流域=16，鹿曲川流域=12 － 信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］

小海町 R1=60 千曲川流域=25 － －
川上村 R1=70 千曲川流域=20，西川流域=9 － －
南牧村 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=70
千曲川流域=25 － －

南相木村 R1=50 南相木川流域=13，三川流域=12 R1=25 かつ
南相木川流域=10

－

北相木村 R1=60 相木川流域=17 － －
佐久穂町 R1=60 千曲川流域=29，石堂川流域=19，大石川流域=7，大岳川流域=7 R1=25 かつ

千曲川流域=25
－

軽井沢町 R3=80 湯川流域=17，濁川流域=12 平坦地：R3=60 かつ
湯川流域=14

－

御代田町 R3=80 湯川流域=18，濁川流域=12，繰矢川流域=6 － －
立科町 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=60
芦田川流域=9 平坦地：R1=25 かつ

芦田川流域=5
－

松本 平坦地：R1=45
平坦地以外：R1=60

梓川流域=36，田川流域=9，会田川流域=13，中ノ沢流域=10，鎖川流域=16 － 信濃川水系奈良井川［琵琶橋・新橋］

塩尻 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=50

田川流域=9，小曽部川流域=10 － 信濃川水系奈良井川［琵琶橋・新橋］

安曇野市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

犀川流域=60，梓川流域=36，高瀬川流域=27，和田川流域=9，会田川流域=13，乳川流域=15 － －

麻績村 R1=60 麻績川流域=12 － －
生坂村 R1=40 犀川流域=60，麻績川流域=13，金熊川流域=11 － －
山形村 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=45
－ － －

朝日村 R1=40 鎖川流域=12 － －
筑北村 R1=60 麻績川流域=13 － －

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 R1=60 梓川流域=34，前川流域=11 － －
岡谷市 平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=50
横河川流域=7 － 天竜川水系諏訪湖［釜口水門］

諏訪市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

上川流域=16，宮川流域=14，沢川流域=5 平坦地：R1=25 かつ
上川流域=11

天竜川水系諏訪湖［釜口水門］

茅野市 平坦地：R1=40
平坦地以外：R1=60

上川流域=14，柳川流域=8，宮川流域=12，渋川流域=5，滝ノ湯川流域=7 － 天竜川水系諏訪湖［釜口水門］

下諏訪町 R1=60 砥川流域=10 － 天竜川水系諏訪湖［釜口水門］
富士見町 R1=70 釜無川流域=18，宮川流域=7，立場川流域=7 － －
原村 R1=60 弓振川流域=6，立場川流域=5 － －
伊那市 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=70
三峰川流域=18，藤沢川流域=10，小黒川流域=10 － 天竜川上流［伊那富・沢渡］

駒ヶ根市 平坦地：R1=50
平坦地以外：R1=60

大田切川流域=12，中田切川流域=11 － 天竜川上流［沢渡］

辰野町 R1=60 天竜川流域=26，横川川流域=14 － 天竜川上流［伊那富］
箕輪町 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
沢川流域=9 － 天竜川上流［伊那富］

飯島町 R1=60 与田切川流域=10，中田切川流域=12 － 天竜川上流［沢渡］
南箕輪村 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
－ － 天竜川上流［伊那富］

中川村 R1=50 小渋川流域=20 － 天竜川上流［沢渡］
宮田村 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
黒川流域=10 － 天竜川上流［沢渡］

楢川 R1=60 奈良井川流域=13 － －
上松町 R1=50 木曽川流域=43，赤沢流域=17 － －
南木曽町 R1=70 木曽川流域=55 R1=30 かつ

木曽川流域=48
－

木祖村 R1=60 木曽川流域=17，笹川流域=8 － －
王滝村 R1=70 王滝川流域=25，うぐい川流域=10 － －
大桑村 R1=70 木曽川流域=54，伊那川流域=12，阿寺川流域=15 － －
木曽町 R1=70 王滝川流域=31，木曽川流域=26，末川流域=12，黒川流域=10 － －
飯田市 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
松川流域=18，黒川流域=10，万古川流域=13，遠山川流域=32，上村川流域=11 － 天竜川上流［市田・天竜峡］

松川町 R1=60 小渋川流域=19 － 天竜川上流［沢渡・市田］
高森町 R1=60 － － 天竜川上流［市田］
阿南町 R1=50 天竜川流域=70，和知野川流域=19，売木川流域=15 － －
阿智村 R1=60 阿智川流域=30，和知野川流域=13，黒川流域=12，小黒川流域=10 － －
平谷村 R1=60 平谷川流域=15 － －
根羽村 R1=70 － － －
下條村 R1=50 天竜川流域=47 － －
売木村 R1=60 売木川流域=15 － －
天龍村 R1=70 天竜川流域=74，遠山川流域=33 － －
泰阜村 R1=50 天竜川流域=65，万古川流域=15 － －
喬木村 R1=60 小川川流域=9，加々須川流域=5 － 天竜川上流［市田・天竜峡］
豊丘村 平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
虻川流域=7 － 天竜川上流［市田］

大鹿村 R1=60 小渋川流域=19，鹿塩川流域=9，青木川流域=9 － －

諏訪地域

上伊那地域

木曽地域

下伊那地域

長野地域

中野飯山地域

大北地域

上田地域

佐久地域

松本地域
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 別表３ 大雨注意報基準（平成 29 年 7 月 7 日現在） 

 

 

 

 別表３ 大雨注意報基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1/2)

 市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準
長野市 平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=30
56

須坂市 R1=30 73
千曲市 R1=25 56
坂城町 R1=25 62
小布施町 R1=30 82
高山村 R1=30 82
信濃町 平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=40
89

小川村 R1=30 71
飯綱町 R1=25 88
中野市 平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=30
74

飯山市 平坦地：R3=40
平坦地以外：R3=50

75

山ノ内町 平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=30

76

木島平村 R3=40 76
野沢温泉村 R1=25 76
栄村 R1=40 76
大町市 平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=30
54

池田町 R1=25 54
松川村 R1=25 60
白馬村 R1=30 81
小谷村 R1=40 76
上田市 平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=40
52

東御市 平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40

75

青木村 R1=40 70
長和町 R1=40 76
小諸市 平坦地：R3=40

平坦地以外：R3=50
68

佐久市 平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=30

56

小海町 R1=40 72
川上村 R1=40 80
南牧村 平坦地：R1=30

平坦地以外：R1=40
80

南相木村 R1=30 81
北相木村 R1=40 85
佐久穂町 R1=40 72
軽井沢町 R3=50 80
御代田町 R3=50 76
立科町 平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=40
68

中野飯山地域

大北地域

長野地域

佐久地域

上田地域
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 市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準
松本 平坦地：R1=30

平坦地以外：R1=40
69

塩尻 平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=30

99

安曇野市 平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40

69

麻績村 R1=30 83
生坂村 R1=25 69
山形村 R1=25 109
朝日村 R1=25 99
筑北村 R1=30 69

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 R1=40 95
岡谷市 平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=30
69

諏訪市 平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40

72

茅野市 平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40

84

下諏訪町 R1=40 92
富士見町 R1=40 82
原村 R1=40 92
伊那市 R1=30 66
駒ヶ根市 平坦地：R1=30

平坦地以外：R1=40
76

辰野町 R1=40 84
箕輪町 R1=30 70
飯島町 R1=40 76
南箕輪村 平坦地：R1=30

平坦地以外：R1=40
70

中川村 R1=30 76
宮田村 平坦地：R1=30

平坦地以外：R1=40
107

楢川 R1=40 104
上松町 R1=30 113
南木曽町 R1=40 120
木祖村 R1=40 117
王滝村 R1=50 128
大桑村 R1=40 119
木曽町 R1=40 102
飯田市 平坦地：R1=30

平坦地以外：R1=40
95

松川町 R1=30 99
高森町 R1=40 104
阿南町 R1=30 132
阿智村 R1=40 136
平谷村 R1=40 151
根羽村 R1=40 149
下條村 R1=30 140
売木村 R1=40 151
天龍村 R1=40 140
泰阜村 R1=30 132
喬木村 R1=40 104
豊丘村 平坦地：R1=30

平坦地以外：R1=40
99

大鹿村 R1=40 99

松本地域

諏訪地域

上伊那地域

木曽地域

下伊那地域
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別表４ 洪水注意報基準（平成 29 年 11 月 1 日現在） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４ 洪水注意報基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村等を
まとめた地域

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予報による基準

長野市 犀川流域=42，鳥居川流域=10，
聖川流域=8，土尻川流域=11

－ 千曲川［杭瀬下・立ヶ花］，犀川［小市］，
信濃川水系裾花川［岡田］

須坂市 松川流域=7 － 千曲川［立ヶ花］
千曲市 千曲川流域=39 － 千曲川［杭瀬下］
坂城町 千曲川流域=39 － 千曲川［生田・杭瀬下］
小布施町 松川流域=11 － 千曲川［立ヶ花］
高山村 松川流域=13 － －
信濃町 鳥居川流域=8，関川流域=11 － －
小川村 土尻川流域=8 － －
飯綱町 鳥居川流域=10，斑尾川流域=5 R1=20 かつ

鳥居川流域=7
－

中野市 夜間瀬川流域=7，斑尾川流域=5 － 千曲川［立ヶ花］
飯山市 千曲川流域=57 － 千曲川［立ヶ花］
山ノ内町 魚野川流域=8，雑魚川流域=9，

夜間瀬川流域=10，横湯川流域=7
－ －

木島平村 樽川流域=6 － －
野沢温泉村 千曲川流域=63，天代川流域=10 － 千曲川［立ヶ花］
栄村 千曲川流域=63，中津川流域=20，

魚野川流域=14，天代川流域=10
－ －

大町市 高瀬川流域=20，犀川流域=32，
金熊川流域=5，土尻川流域=7

－ －

池田町 高瀬川流域=18 － －
松川村 高瀬川流域=21，乳川流域=6 － －
白馬村 姫川流域=9 － －
小谷村 姫川流域=18，中谷川流域=9 － －
上田市 内村川流域=7，依田川流域=12，

神川流域=7，産川流域=4
－ 千曲川［生田］，

信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］
東御市 千曲川流域=34 － 信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］
青木村 － － －
長和町 依田川流域=10 － －
小諸市 蛇堀川流域=6 － 信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］
佐久市 濁川流域=5，湯川流域=12，

滑津川流域=7，鹿曲川流域=7
－ 信濃川水系千曲川上流［下越・塩名田］

小海町 千曲川流域=20 － －
川上村 千曲川流域=16，西川流域=7 － －
南牧村 千曲川流域=20 － －
南相木村 南相木川流域=10，三川流域=10 － －
北相木村 相木川流域=14 － －
佐久穂町 千曲川流域=23，石堂川流域=15，

大石川流域=6，大岳川流域=6
－ －

軽井沢町 湯川流域=14，濁川流域=10 － －
御代田町 湯川流域=14，濁川流域=10，

繰矢川流域=5
－ －

立科町 芦田川流域=7 平坦地：R1=15 かつ
芦田川流域=5

－

松本 梓川流域=18，田川流域=7，
会田川流域=10，中ノ沢流域=5，
鎖川流域=13

－ 信濃川水系奈良井川［琵琶橋・新橋］

塩尻 田川流域=7，小曽部川流域=8 － 信濃川水系奈良井川［琵琶橋・新橋］
安曇野市 犀川流域=33，梓川流域=29，

高瀬川流域=22，和田川流域=7，
会田川流域=10，乳川流域=12

－ －

麻績村 麻績川流域=10 － －
生坂村 犀川流域=48，麻績川流域=10，

金熊川流域=9
－ －

山形村 － － －
朝日村 鎖川流域=10 － －
筑北村 麻績川流域=10 － －

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 梓川流域=27，前川流域=9 － －
岡谷市 横河川流域=5 － 天竜川水系諏訪湖［釜口水門］
諏訪市 上川流域=10，宮川流域=11，

沢川流域=4
－ 天竜川水系諏訪湖［釜口水門］

茅野市 上川流域=11，柳川流域=6，
宮川流域=10，渋川流域=4，
滝ノ湯川流域=6

－ －

下諏訪町 砥川流域=8 － 天竜川水系諏訪湖［釜口水門］
富士見町 釜無川流域=14，宮川流域=6，

立場川流域=6
－ －

原村 弓振川流域=4，立場川流域=4 － －
伊那市 三峰川流域=14，藤沢川流域=8，

小黒川流域=8
－ 天竜川上流［伊那富・沢渡］

駒ヶ根市 大田切川流域=10，中田切川流域=9 － 天竜川上流［沢渡］
辰野町 天竜川流域=21，横川川流域=11 － 天竜川上流［伊那富］
箕輪町 沢川流域=7 － 天竜川上流［伊那富］
飯島町 与田切川流域=8，中田切川流域=10 － 天竜川上流［沢渡］
南箕輪村 天竜川流域=28 － 天竜川上流［伊那富］
中川村 小渋川流域=16 － 天竜川上流［沢渡］
宮田村 黒川流域=8 － 天竜川上流［沢渡］
楢川 奈良井川流域=10 － －
上松町 木曽川流域=34，赤沢流域=14 － －
南木曽町 木曽川流域=44 － －
木祖村 木曽川流域=14，笹川流域=6 － －
王滝村 王滝川流域=20，うぐい川流域=8 － －
大桑村 木曽川流域=43，伊那川流域=10，

阿寺川流域=12
－ －

木曽町 王滝川流域=25，木曽川流域=21，
末川流域=10，黒川流域=8

－ －

飯田市 松川流域=13，黒川流域=8，
万古川流域=10，遠山川流域=26，
上村川流域=9

－ 天竜川上流［市田・天竜峡］

松川町 小渋川流域=15 － 天竜川上流［沢渡・市田］
高森町 － － 天竜川上流［市田］
阿南町 天竜川流域=56，

和知野川流域=15，売木川流域=12
－ －

阿智村 阿智川流域=20，
和知野川流域=10，黒川流域=10，
小黒川流域=8

－ －

平谷村 平谷川流域=12 － －
根羽村 － － －
下條村 天竜川流域=38 － －
売木村 売木川流域=12 － －
天龍村 天竜川流域=59，遠山川流域=26 － －
泰阜村 天竜川流域=52，万古川流域=12 － －
喬木村 小川川流域=6，加々須川流域=4 － 天竜川上流［市田・天竜峡］
豊丘村 虻川流域=5 － 天竜川上流［市田］
大鹿村 小渋川流域=15，鹿塩川流域=7，

青木川流域=7
－ －

木曽地域

下伊那地域

平坦地：R1=30
R1=40

長野地域

中野飯山地域

大北地域

上田地域

佐久地域

松本地域

諏訪地域

上伊那地域

R1=40
R1=30
R1=40
R1=40

R1=30
R1=40
R1=40
R1=50

R1=30
R1=40

平坦地：R1=30
平坦地以外：R1=40

R1=30
R1=40
R1=30

R1=40

R1=40

R1=40

R1=40

R1=30
R1=40
平坦地：R1=30
R1=30
平坦地：R1=30
R1=40

R1=40
R1=40

R1=40
R1=30

平坦地：R1=30
R1=40

R1=25
R1=30
R1=40
平坦地：R1=25
平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40
平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40

平坦地：R1=30
平坦地以外：R1=40

平坦地：R1=25
平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40

R1=30
R1=25

R1=25

R1=30
R1=40
R1=40

R3=50
R3=50

平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40

R1=40
平坦地：R3=40
平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=30
R1=40
R1=40
平坦地：R1=30

R1=25
R1=30
R1=40
平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=40
平坦地：R1=25
R1=40

平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=30
R3=40
R1=25
R1=40

平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=30
R1=25

R1=30
平坦地：R1=25
R1=30
R1=25

平坦地：R1=25
平坦地：R3=40

雨量基準

平坦地：R1=25
平坦地以外：R1=30
R1=30
R1=25
R1=25
R1=30
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府県版警報・注意報基準一覧表の解説 

（1）警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報と

は、災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は気象要

素が本表の基準に達すると予想される当該市町村等に対して発表する。 

（2）波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注意報、

記録的短時間大雨情報の ( ) 内は基準として用いる気象要素を示す。なお、府県予報

区、一次細分区域及び市町村等をまとめた地域で取り扱いが異なる場合は、個々の欄

に付記している。 

（3）大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、

風雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省

略した。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を

省略した。なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行

っていない。 

（4）表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名

で基準値を記述する場合がある。 

（5）表中において、対象の市町村等をまとめた地域等で現象が発現しない警報・注意報に

ついてはその欄を斜線で、また現象による災害がきわめて稀であり、災害との関係が

不明確であるため具体的な基準を定めていない警報・注意報（洪水を除く。）について

はその欄を空白でそれぞれ示している。 

（6）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の

基準を適用することが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措

置として基準のみにとらわれない警報・注意報の運用を行うことがある。また、この

ような状態がある程度長期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報に

ついて、対象地域を必要最小限の範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低

い基準で運用することがある。 

【大雨及び洪水警報・注意報基準表（別表１～４）の解説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府県版警報・注意報基準一覧表の解説 

（1）警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報と

は、災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は気象要

素が本表の基準に達すると予想される当該市町村等に対して発表する。 

（2）波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注意報

名の欄の ( ) 内は基準として用いる気象要素を示す。なお、府県予報区、一次細分区

域および市町村等をまとめた地域で取り扱いが異なる場合は、個々の欄に付記してい

る。 

（3）大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、

および風雪注意報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。また、乾燥

注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上

記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

 

（4）表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名

で基準値を記述する場合がある。 

（5）表中において、対象の市町村等をまとめた地域等で現象が発現しない警報・注意報に

ついてはその欄を斜線で、また現象による災害がきわめて稀であり、災害との関係が

不明確であるため具体的な基準を定めていない警報・注意報についてはその欄を空白

でそれぞれ示している。 

（6）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の

基準を適用することが適切でない状態となることがある。このような状態がある程度

長期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必

要最小限の範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用すること

がある。 

 

【大雨及び洪水警報・注意報基準表（別表１～４）の解説】 
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（1）大雨及び洪水警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数

基準、複合基準のうち基準を設定していないもの、洪水警報・注意報の基準となる洪水

予報指定河川がない場合、高潮警報・注意報で現象が発現せず基準を設定していない市

町村等についてはその欄を“－”で示している。 

（2）大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸

水害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基

準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

（3）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準値は 1km 四方毎に設定しているが、別表１及び

３の土壌雨量指数基準には、市町村等の域内における基準値の最低値を示している。1km 

四方毎の基準値については、資料 

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）を参照のこと。 

（4）洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 30 以上｣を意味する。 

（5）洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、

別表 2及び 4の流域雨量指数基準には主要な河川における代表地点の基準値を示してい

る。 

欄が空白の場合は、当該市町村等において主要な河川は存在しないことを表している。

主要な河川以外の河川も含めた流域全体の基準値は、資料

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。 

 （6）洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域 

雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。その他の地点の基準値は、資料 

  （http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。 

 （7）洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川[△△]」は、洪水警報におい 

ては「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒 

情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪 

水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている 

場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）大雨及び洪水警報・注意報の雨量基準、土壌雨量指数基準、流域雨量指数基準、複合

基準のうち基準が設定されていないものについてはその欄を“－”で示している。 

 

 

（2）大雨及び洪水の欄中においては、「平坦地、平坦地以外」等の地域名で基準値を記述

する場合がある。「平坦地、平坦地以外」等の地域は、別図「長野県の平坦地、平坦地

以外地図」を参照。 

（3）大雨及び洪水の欄中、R1、R3 はそれぞれ 1、3 時間雨量を示す。例えば、｢R1=70｣で

あれば、｢1 時間雨量 70mm 以上｣を意味する。 

（4）大雨警報については、雨量基準に到達することが予想される場合は「大雨警報（浸水

害）」、土壌雨量指数基準に到達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基

準に到達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

（5）土壌雨量指数基準値は 1km 四方毎に設定しているが、別表１及び３の土壌雨量指数基

準には、市町村等の域内における基準値の最低値を示している。1km 四方毎の基準値に

ついては、資料 

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）を参照のこと。 

（6）洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 30 以上｣を意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図 長野県の平坦地、平坦地以外地図 
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     平 坦 地：概ね傾斜が 30 パーミル以下で都市化率が 25％以上の地域 

     平坦地以外：上記以外の地域 
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２ 水防法に基づくもの 

(1) 洪水予報 

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は長野県知事が定めた河川について、国土

交通大臣又は長野県知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量を示して発表す

る警報及び注意報をいう。 

種類 情報名 発 表 基 準 

洪水 

警報 

氾濫発生情報 洪水予区間内で氾濫が発生したとき。 

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位に達したとき。 

氾濫警戒情報 

基準地点の位が一定時間後に氾濫危険水位に達すること

が見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、更に

水位の上昇が見込まれるとき。 

洪水 

注意報 
氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、更に水位の上昇

が見込まれるとき。 

 

(2) 避難判断水位到達情報及び氾濫危険水位到達情報 

水防法に基づき、国土交通大臣又は知事がその指定した河川について、水位又は流量を

示して発表する水位情報をいう。 

区 分 発 表 基 準 

避難判断水位到

達情報 
対象水位観測所の水位が避難判断水位に到達したとき。 

氾濫危険水位到

達情報 
対象水位観測所の水位が氾濫危険水位に到達したとき。 

 

(3) 水防警報 

水防法に基づき、国土交通大臣又は知事がその指定した河川について、水防活動のため

に発表する警報をいう。 

区 分 発 表 基 準 

水 防 警 報 
水位が氾濫注意水位に達し、上昇のおそれがあり、水防活動の必要が予

測されたとき。（通知内容は別節「水防活動計画」参照のこと。） 

 

４ その他の情報 

(1)大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

                警報の危険度分布等の概要 

種  類 概  要 

土砂災害警戒判定メ

ッシュ情報 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

5km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。2時間先ま

での雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時10分毎に

更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が

発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認する

ことができる。 

大雨警報（浸水害）の

危険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で1km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間

先までの雨量分布及び表面雨量指数の予測を用いて常時10分

毎に更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、

どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

 

 

 

２ 水防法に基づくもの 

(1) 洪水予報 

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は知事が定めた河川について、区間を決め

てその状況を水位又は流量を示して発表する警報及び注意報をいう。 

 

種類 
洪水予報の標題 

(洪水危険度レベ
発 表 基 準 

洪水 

警報 

はん濫発生情報 洪水予区間内ではん濫が発生したとき。 

はん濫危険情報 基準地点の水位がはん濫危険水位に達したとき。 

はん濫警戒情報 

基準地点の位が一定時間後にはん濫危険水位に達するこ

とが見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、更

に水位の上昇が見込まれるとき。 

洪水 

注意報 
はん濫注意情報 

基準地点の水位がはん濫注意水位に達し、更に水位の上

昇が見込まれるとき。 

 

(2) 避難判断水位到達情報 

水防法に基づき、重要河川についてその状況を水位又は流量を示して発表する警報及び

注意報をいう。 

区 分 発 表 基 準 

避難判断水位到

達情報 

はん濫注意水位を超える水位で、洪水による災害の発生を特に警戒すべ

き水位に達したとき。 

 

 

 

(3) 水防警報 

水防法に基づき、水防活動のために発する警報をいう。 

 

区 分 発 表 基 準 

水 防 警 報 
水位がはん濫注意水位に達し、上昇のおそれがあり、水防活動の必要が

予測されたとき。（通知内容は別節「水防活動計画」参照のこと。） 

 

４ その他の情報 

(1) 土砂災害警戒情報 

長野県と長野地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に、大雨による土

砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の

自主避難の参考となるよう市町村ごとに発表する情報をいう。ただし、別表６にある５

市については分割する。 

 

(2) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測

(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)

したときに、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記して、府県気象情報の一種とし

て発表する。 

区 分 発 表 基 準 

土 砂 災 害 

警 戒 情 報 

２時間先までの予測雨量から求めた60分積算雨量と土壌雨量指数の関

数曲線値が、土砂災害発生危険基準線を超えると予測した場合。 
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洪水警報の危険度分

布 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地

図上で概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先ま

での雨量分布及び流域雨量指数の予測を用いて常時10分毎に

更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度

が高まるかを面的に確認することができる。 

 

流域雨量指数の予測

値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域で

の降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高ま

るかを示した情報。6時間先までの雨量分布の予測（降水短時

間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ

下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水

警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列

で表示したものを、常時10分毎に更新している。 

 

 

（２）警報級の可能性 

    警報級の現象の可能性にかけて、今日から明日にかけては時間を区切って、明後日

から５日先にかけては日単位で、長野県北部・中部・南部など、地域ごとに細分した

単位に発表される。可能性が高いことを表す[高]、可能性が高くはないが一定程度認

められることを表す[中]の２段階の確度がある。 

 

（３）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、

特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予測、防災上の注意を解説する場合

等に発表される。雨を要因とする特別警報を発表したときには、その後速やかに、そ

の内容を補足するため「記録的な大雨に関する長野県気象情報」、「記録的な大雨に関

する関東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気

象情報で発表される。 

 

（４）土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まっ

た時、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町

村を特定して警戒を呼びかける情報で、長野県と長野地方気象台が共同で発表する。

ただし、別表６にある５市については分割して発表する。なお、これを補足する情報

として、実際に危険度が高まっている場所が土砂災害警戒判定メッシュ情報で発表さ

れる。 

 

（５）記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測

(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分

析)したときに、府県気象情報の一種として発表される。長野県の発表基準は1時間100

ミリ以上を観測又は解析したときである。この情報が発表されたときは、土砂災害や

低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降

っていることを意味しており、実際に災害発生の危険度が高まっている場所が警報の

「危険度分布」で発表される。 

 

（６）竜巻注意情報 

区 分 発 表 基 準 

記 録 的 短 時 間 

大 雨 情 報 
１時間雨量 100mm 

 

(3) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び

かける気象情報をいう。 

区 分 発 表 基 準 

竜 巻 注 意 情 報  

雷注意報が発表されている状況下において、竜巻等の激しい突風の

発生する可能性が高まった時に発表する。この情報の有効時間は、発

表から１時間である。 

 

(4) 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

気象情報の種類としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する情報な

どがある。また、対象とする予報区により全般、地方、府県気象情報がある。 

区 分 発 表 基 準 

全般気象情報、 

関東甲信地方気

象情報、 

長野県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を

喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予

想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 
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積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっている時に、県内の「北部・中部・南部」単位で発表される。なお、実

際に危険度が高まっている場所が竜巻発生確度ナウキャストで発表される。この情報の有

効期間は発表から概ね1時間である。 

 

警報等の発表及び解除 

警報等を発表及び解除する機関は次のとおりとする。 

なお、注意報及び警報はその種類にかかわらず、新たな注意報又は警報の発表が行わ

れたときには、自動的にきりかえられるものとする。ただし、竜巻注意情報の有効時間

は発表から概ね１時間である。 

警報等の種類 発表機関名 対象区域 

気象注意報 

気象警報 
長野地方気象台 

県全域 

（資料５－１参照） 

天竜川上流洪水予報 

 洪水注意報 

 洪水警報 

長野地方気象台 

国土交通省      共同 

天竜川上流河川事務所 

国土交通大臣が指定した河川 

（「洪水予報指定河川」という） 

（資料６参照） 

千曲川・犀川洪水予報 

 洪水注意報 

 洪水警報 

長野地方気象台 

国土交通省      共同 

千曲川河川事務所 

国土交通大臣が指定した河川 

（「洪水予報指定河川」という） 

（資料６参照） 

県管理河川洪水予報 

 洪水注意報 

 洪水警報 

長野地方気象台 

建設部河川課 

知事が指定した河川 

（「県の指定河川」という） 

（資料６参照） 

水防警報 

国土交通省千曲川河川事務所 

国土交通省天竜川上流河川事務

所 

国土交通大臣が指定した河川 

（「国の指定河川」という） 

（資料６参照） 

 

関係建設事務所 

地事が指定した河川 

（「県の指定河川」という） 

（資６参照） 

火災気象通報 長野地方気象台 県全域 

火災警報 市町村長 各市町村域 

避難判断水位到達情

報、氾濫危険水位到達

情報 

国土交通省千曲川河川事務所 

国土交通省天竜川上流河川事務

所 

関係建設事務所 

国土交通大臣、 

知事が指定した河川 

土砂災害警戒情報 
長野地方気象台 

建設部砂防課 
県全域 

記録的短時間大雨情報 長野地方気象台 県全域 

竜巻注意情報 長野地方気象台 県全域 

全般気象情報、 

関東甲信地方気象情報、 

長野県気象情報 

気象庁、 

気象庁、 

長野地方気象台 

全国、 

関東甲信地方、 

長野県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報等の発表及び解除 

警報等を発表及び解除する機関は次のとおりとする。 

なお、注意報及び警報はその種類にかかわらず、新たな注意報又は警報の発表が行わ

れたときには、自動的にきりかえられるものとする。ただし、竜巻注意情報の有効時間

は発表から１時間である。 

警報等の種類 発表機関名 対象区域 

気象注意報 

気象警報 
長野地方気象台 

県全域 

（資料５－１参照） 

天竜川上流洪水予報 

 洪水注意報 

 洪水警報 

長野地方気象台 

国土交通省      共同 

天竜川上流河川事務所 

国土交通大臣が指定した河川 

（「洪水予報指定河川」という） 

（資料６参照） 

千曲川・犀川洪水予報 

 洪水注意報 

 洪水警報 

長野地方気象台 

国土交通省      共同 

千曲川河川事務所 

国土交通大臣が指定した河川 

（「洪水予報指定河川」という） 

（資料６参照） 

県管理河川洪水予報 

 洪水注意報 

 洪水警報 

長野地方気象台 

建設部河川課 

知事が指定した河川 

（「県の指定河川」という） 

（資料６参照） 

水防警報 

国土交通省千曲川河川事務所 

国土交通省天竜川上流河川事務

所 

国土交通大臣が指定した河川 

（「国の指定河川」という） 

（資料６参照） 

 

関係建設事務所 

地事が指定した河川 

（「県の指定河川」という） 

（資６参照） 

火災気象通報 長野地気象台 県全域 

火災警報 市町村長 各市町村域 

避難判断水位到達情報 

国土交通省千曲川河川事務所 

国土交通省天竜川上流河川事務

所 

関係建設事務所 

国土交通大臣、 

知事が指定した河川 

土砂災害警戒情報 
長野地方気象台 

建設部砂防課 
県全域 

記録的短時間大雨情報 長野地方気象台 県全域 

竜巻注意情報 長野地方気象台 県全域 

全般気象情報、 

関東甲信地方気象情報、 

長野県気象情報 

気象庁、 

気象庁、 

長野地方気象台 

全国、 

関東甲信地方、 

長野県 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同 

共同 

共同 

共同 
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２ 水防警報等 

(1) 伝達系統 

ア 洪水予報指定河川に対する洪水注意報及び洪水警報 

(ア)  天竜川 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（注）   は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

      は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

      は、長野地方気象台から関係機関への防災情報提供システム等による伝達を示す。 

      は、電子メールによる伝達を示す。 

       は、その他による伝達を示す。 

 

 

(イ)  千曲川・犀川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）天竜川の注に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水防警報等 

(1) 伝達系統 

ア 洪水予報指定河川に対する洪水注意報及び洪水警報 

(ア)  天竜川 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（注）   は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

      は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

      は、長野地方気象台から関係機関への防災情報提供システム等による伝達を示す。 

      は、オンラインによる伝達を示す。 

      は、電子メールによる伝達を示す。 

 

 

(イ)  千曲川・犀川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）天竜川の注に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 防 本 部 

東日本電信電話株式会社または、 

西日本電信電話株式会社（警報のみ） 

長 野 地 方 気 象 台 

天竜川上流河川事務所 

関 係 機 関 

放 送 機 関 伊那・飯田建設事務所 

水 防 管 理 団 体 

危 機 管 理 部 

上伊那・南信州地域振興局 
 

ダム・水門等管理者 

諏 訪 建 設 事 務 所 

陸 上 自 衛 隊 

警 察 本 部 

関 係 警 察 署 

水 防 本 部 

東日本電信電話株式会社又は、 

西日本電信電話株式会社(警報のみ） 

長 野 地 方 気 象 台 

千 曲 川 河 川 事 務 所 

関 係 機 関 

放 送 機 関 

水 防 管 理 団 体 

危 機 管 理 部 

上小･長野･北信 
地 域 振 興 局 

ダム・水門等管理者 

陸 上 自 衛 隊 

警 察 本 部 

関 係 警 察 署 

上田・千曲・長野・中野 

・須坂・飯山建設事務所 

水 防 本 部 

長 野 地 方 気 象 台 

天竜川上流河川事務所 

関 係 機 関 

放 送 機 関 伊那・飯田建設事務所 

水 防 管 理 団 体 

 

危 機 管 理 部 

上伊那・南信州地域振興局 
 

ダム・水門等管理者 

諏 訪 建 設 事 務 所 

陸 上 自 衛 隊 

警 察 本 部 

関 係 警 察 署 

一 般 住 民 

水 防 本 部 

長 野 地 方 気 象 台 

千 曲 川 河 川 事 務 所  

関 係 機 関 

放 送 機 関 

水 防 管 理 団 体 

 

危 機 管 理 部 

上小･長野･北信 
地 域 振 興 局 

ダム・水門等管理者 

陸 上 自 衛 隊 

警 察 本 部 

関 係 警 察 署 

上田・千曲・長野   
須坂・北信建設事務所 

一 般 住 民 
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(ウ)  県管理河川（千曲川上流、裾花川、奈良井川、諏訪湖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）   は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

      は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

      は、長野地方気象台から関係機関への防災情報提供システム等による伝達を示す。 

      は、電子メールによる伝達を示す。    

      は、その他による伝達を示す。 

         千曲川上流は、佐久・上小地域振興局、南佐久・佐久・上田建設事務所 

         裾花川は、長野地域振興局、長野建設事務所 

奈良井川は、松本地域振興局、松本建設事務所 

 諏訪湖は、諏訪地域振興局、諏訪建設事務所、釜口水門管理事務所 

 

 

(ウ)  県管理河川（千曲川上流、裾花川、奈良井川、諏訪湖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）   は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

      は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

      は、長野地方気象台から関係機関への防災情報提供システム等による伝達を示す。 

      は、オンラインによる伝達を示す。 

 

         千曲川上流は、佐久・上小地域振興局、南佐久・佐久・上田建設事務所 

         裾花川は、長野地域振興局、長野建設事務所 

奈良井川は、松本地域振興局、松本建設事務所 

 諏訪湖は、諏訪地域振興局、諏訪建設事務所、釜口水門管理事務所 

 

 

 

東日本電信電話㈱または、 

西日本電信電話㈱（警報のみ） 

長 野 地 方 気 象 台 

水 防 本 部 

千曲川河川事務所又は 

天竜川上流河川事務所 

放 送 機 関 

水 防 管 理 団 体 

県危機管理防災課 

関係地域振興局 

ダム・水門等管理者 

陸 上 自 衛 隊 

警 察 本 部 

関係警察署 関係建設事務所 

長 野 地 方 気 象 台 

水 防 本 部 

千曲川河川事務所又は 

天竜川上流河川事務所 

放 送 機 関 

水 防 管 理 団 体 

県危機管理防災課 

関係地域振興局 

ダム・水門等管理者 

陸 上 自 衛 隊 

警 察 本 部 

関係警察署 関係建設事務所 

一 般 住 民 
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災害情報の収集・連絡活動 

 
新   旧 

 

 
第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

５ 通信手段の確保 

(2)【市町村が実施する事項】 

ア 市町村防災行政無線及び県防災行政無線の活用を図るものとする。 

イ 可搬型移動無線、衛星携帯電話等移動無線機器の活用を図るものとする。 

ウ 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策用

移動電源車の貸出要請を行う。 

 

(2) 人的及び住家の被害状況報告     様式２号 

   避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示（緊急）等避難状況報告 

  様式２－１号  

 

 

 

 

 

 

 

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録や外国人登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など外国人登録の対

象外の者は直接または必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）又は県危機管理防災課

（災害対策本部）に連絡するものとする。 

 

 

  
第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

５ 通信手段の確保 

 (2)【市町村が実施する事項】 

ア 市町村防災行政無線及び県防災行政無線の活用を図るものとする。 

イ 可搬型移動無線、衛星携帯電話等移動無線機器の活用を図るものとする。 

 

 

 

(2) 人的及び住家の被害状況報告     様式２号 

   避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示（緊急）等避難状況報告 

  様式２－１号  

 

 

 

 

 

 

 

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録や外国人登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など外国人登録の対

象外の者は外務省）又は県危機管理防災課（災害対策本部）に連絡するものとする。 

 

 

 

 

市 町 村 
地 域 振 興 局 

総 務 管 理 課 

内 閣 府 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

自 衛 隊 

関係機 関 

消 防 庁 

 
市 町 村 

地 域 振 興 局 

総 務 管 理 課 

内 閣 府 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

自 衛 隊 

関係機 関 

消 防 庁 
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非常参集職員の活動 

 
新   旧 

 

 
第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１【県が実施する対策】（全部局） 

（活動開始基準の◎は事象発生と同時に活動を開始する基準） 

活動体制 活動内容 活動期間 活動開始基準 

警戒一次
体 制 

〇災害発生前の体制で、情
報収集・伝達を行う。（警
戒二次体制以降に継続す
るための事前対策） 

〇危機管理部長が必要と認
めた場合、増員を行う。 

右の基準に該当した
時から、注意報等が解
除された時、又は危機
管理部長が配備の必
要がないと認めた時
及び他の体制に移行
したまで。 

◎県下に震度３の地震が発生した時 
◎県下に震度３未満の東南海・南海地震が
発生した時（単独で発生した時も同様 

◎大雨・洪水注意報、暴風雪・大雪警報、
暴風・大雨・洪水警報発表時 

◎火口周辺警報(噴火警戒レベル２、火口
周辺規制)発表時 <レベル未導入の火
山においては火口周辺警報（火口周辺危
険）発表時> 

○県内の市町村で住民に対し避難準備・高
齢者等避難開始が発表された場合（危機
管理部は班体制） 

○災害が発生するおそれのある時で危機
管理部長が必要と認めた時 

警戒二次
体 制 

〇災害発生前の体制で、各
部局連絡網の確認、情報
収集等を行う。 

〇災害関係課等の職員で情
報収集活動が円滑に行い
うる体制とする。 

右の基準に該当した
時から、危機管理部長
が配備の必要がない
と認めた時又は他の
体制に移行した時ま
で。 

◎県下に震度４の地震が発生した時 
◎火口周辺警報(噴火警戒レベル３、入山
規制)発表時 <レベル未導入の火山にお
いては火口周辺警報（入山危険）発表時
> 

○県内の市町村で住民に対し避難勧告又
は避難指示（緊急）が発令された場合 

○以下のいずれかの状況下で危機管理部
長が必要と認めた時 

 ・暴風・大雨・洪水警報発表時 
 ・土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨

情報発表時 
 ・災害が発生した時 
 ・重大な災害が発生するおそれのある時 
 ・その他必要と認めた時 

非常体制 〇災害発生直前又は発生後
の体制で、警戒二次体制
を強化し、情報収集を行
い、応急体制の準備を整
える。 

〇事態の推移に伴い速やか
に災害対策本部を設置
し、情報、水防、輸送、
医療、救護等の応急対策
活動が円滑に行いうる体
制とする。 

右の基準に該当した
時から、知事が配備の
必要がない認めた時
又は他の体制に移行
した時まで。 

◎県下に震度５弱及び５強の地震が発生
した時 

◎大雨、暴風、暴風雪、大雪特別警報発表
時 

○長野地方気象台より大雨、暴風、暴風雪、
大雪特別警報の発表に関する情報の事
前提供があった時 

◎噴火警報(噴火警戒レベル４、避難準備) 
◎南海トラフ地震に関連する情報（臨時）
が発表された場合 

○以下のいずれかの状況下で知事が必要
と認めた時 

 ・暴風・大雨・洪水警報発表時 
 ・土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨

情報発表時 
 ・災害が発生した時 
 ・激甚な災害が発生するおそれのある時 
 ・南海トラフ巨大地震発生時 

緊急体制 ○災害発生後の体制で、非
常体制を強化し、広域的
又は大規模災害に対処す

右の基準に該当した
時から、知が配備の必
要がないと認めた時

◎県下に震度６弱の地震が発生した時 
◎噴火警報(噴火警戒レベル５、避難)発表
時 <レベル未導入の火山においては噴

  
第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１【県が実施する対策】（全部局） 

（活動開始基準の◎は事象発生と同時に活動を開始する基準） 

活動体制 活動内容 活動期間 活動開始基準 

警戒一次
体 制 

〇災害発生前の体制で、情
報収集・伝達を行う。（警
戒二次体制以降に継続す
るための事前対策） 

〇危機管理部長が必要と認
めた場合、増員を行う。 

右の基準に該当した
時から、注意報等が解
除された時、又は危機
管理部長が配備の必
要がないと認めた時
及び他の体制に移行
したまで。 

◎県下に震度３の地震が発生した時 
◎県下に震度３未満の東南海・南海地震が
発生した時（単独で発生した時も同様 

◎大雨・洪水注意報、暴風雪・大雪警報、
暴風・大雨・洪水警報発表時 

◎火口周辺警報(噴火警戒レベル２、火口
周辺規制)発表時 <レベル未導入の火
山においては火口周辺警報（火口周辺危
険）発表時> 

○県内の市町村で住民に対し避難準備・高
齢者等避難開始が発表された場合（危機
管理部は班体制） 

○災害が発生するおそれのある時で危機
管理部長が必要と認めた時 

警戒二次
体 制 

〇災害発生前の体制で、各
部局連絡網の確認、情報
収集等を行う。 

〇災害関係課等の職員で情
報収集活動が円滑に行い
うる体制とする。 

右の基準に該当した
時から、危機管理部長
が配備の必要がない
と認めた時又は他の
体制に移行した時ま
で。 

◎県下に震度４の地震が発生した時 
◎火口周辺警報(噴火警戒レベル３、入山
規制)発表時 <レベル未導入の火山にお
いては火口周辺警報（入山危険）発表時
> 

○県内の市町村で住民に対し避難勧告又
は避難指示（緊急）が発令された場合 

○以下のいずれかの状況下で危機管理部
長が必要と認めた時 

 ・暴風・大雨・洪水警報発表時 
 ・土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨

情報発表時 
 ・災害が発生した時 
 ・重大な災害が発生するおそれのある時 
 ・その他必要と認めた時 

非常体制 〇災害発生直前又は発生後
の体制で、警戒二次体制
を強化し、情報収集を行
い、応急体制の準備を整
える。 

〇事態の推移に伴い速やか
に災害対策本部を設置
し、情報、水防、輸送、
医療、救護等の応急対策
活動が円滑に行いうる体
制とする。 

右の基準に該当した
時から、知事が配備の
必要がない認めた時
又は他の体制に移行
した時まで。 

◎県下に震度５弱及び５強の地震が発生
した時 

◎大雨、暴風、暴風雪、大雪特別警報発表
時 

○長野地方気象台より大雨、暴風、暴風雪、
大雪特別警報の発表に関する情報の事
前提供があった時 

◎噴火警報(噴火警戒レベル４、避難準備) 
 
 
○以下のいずれかの状況下で知事が必要
と認めた時 

 ・暴風・大雨・洪水警報発表時 
 ・土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨

情報発表時 
 ・災害が発生した時 
 ・激甚な災害が発生するおそれのある時 
 ・南海トラフ巨大地震発生時 

緊急体制 ○災害発生後の体制で、非
常体制を強化し、広域的
又は大規模災害に対処す

右の基準に該当した
時から、知が配備の必
要がないと認めた時

◎県下に震度６弱の地震が発生した時 
◎噴火警報(噴火警戒レベル５、避難)発表
時 <レベル未導入の火山においては噴
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る体制をとる。 又は他の体制に移行
した時まで 

火警報（居住地域厳重警戒）発表時> 
○大規模な災害が発生した場合、県下全域
にわたり大規模な災害が発生するおそ
れがある場合等で知事が必要と認めた
時 

 
全体体制 ○県の組織及び機能のすべ

てをあげて対処する体制
とし、その所要人員は各
所属職員全員とする。 

○災害の推移により、必要
な人員による体制を構築
する｡ 

右の基準に該当した
時から、知事が配備の
必要がないと認めた
時又は他の体制移行
した時まで。 

◎県下に震度６強及び７の地震が発生し
た時 

◎東海地震が発生した場合 
◎東海地震注意情報が発表された場合 
◎東海地震予知情報が発表された場合 
○県下全域にわたり大規模な災害が発生
した場合で、知事が必要と認めた時 

○ 東南海・南海地震については、過去の発生の事例から、両地震が同時に発生する

場合のほか、数時間から数日の時間差をおいて連続発生することが考えられるため、

本県で観測された震度が３未満の場合でも「警戒一次体制」をとることとし、国等

への情報収集の結果、必要があると認められるときは、非常体制以降の体制とする。 

 

 (6) 被災市町村への職員派遣 

ア 市町村において災害対策本部が設置された場合、市町村が被災状況等の報告が

できなくなった場合等に、当該市町村を所管する地域振興局長は、応急対策の実

施等に必要があると認めたときは、県職員を情報連絡員として市町村災害対策本

部に派遣し、情報収集を行わせるものとする。 

  なお、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努め

るものとする。 

 

る体制をとる。 又は他の体制に移行
した時まで 

火警報（居住地域厳重警戒）発表時> 
○大規模な災害が発生した場合、県下全域
にわたり大規模な災害が発生するおそ
れがある場合等で知事が必要と認めた
時 

 
全体体制 ○県の組織及び機能のすべ

てをあげて対処する体制
とし、その所要人員は各
所属職員全員とする。 

○災害の推移により、必要
な人員による体制を構築
する｡ 

右の基準に該当した
時から、知事が配備の
必要がないと認めた
時又は他の体制移行
した時まで。 

◎県下に震度６強及び７の地震が発生し
た時 

◎東海地震が発生した場合 
◎東海地震注意情報が発表された場合 
◎東海地震予知情報が発表された場合 
○県下全域にわたり大規模な災害が発生
した場合で、知事が必要と認めた時 

○ 東南海・南海地震については、過去の発生の事例から、両地震が同時に発生する

場合のほか、数時間から数日の時間差をおいて連続発生することが考えられるため、

本県で観測された震度が３未満の場合でも「警戒一次体制」をとることとし、国等

への情報収集の結果、必要があると認められるときは、非常体制以降の体制とする。 

 

 

(6) 被災市町村への職員派遣 

ア 市町村において災害対策本部が設置された場合、市町村が被災状況等の報告が

できなくなった場合等に、当該市町村を所管する地域振興局長は、応急対策の実

施等に必要があると認めたときは、県職員を情報連絡員として市町村災害対策本

部に派遣し、情報収集を行わせるものとする。 
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本部長 
 

副本部長 
  

本部員 
 

危機管理監 
   

本部室 （総括調整担当、活動調整担当、物資調整

担当、情報収集・分析担当、広域応援・

救助担当、情報発信担当、庶務担当） 

       

           

           
中央連絡部 （中央連絡班） 

       
     

企画振興部 （総合政策班、情報政策班、広報県民班、

交通政策班、市町村班、地域振興班） 
     

     
総務部 （秘書班、人事班、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・行政経営

班、職員班、財政班、財産活用班、税務

班、情報公開・法務班、県立大学設立準

備班、総務事務班、職員ｷｬﾘｱ開発班） 
 

     

     
県民文化部 （文化政策班、県民協働班、くらし安全・

消費生活班、人権男女・共同参画班、国

際班、次世代ｻﾎﾟｰﾄ班、こども・家庭班、

私学・高等教育班） 
 

     

     
健康福祉部 （健康福祉政策班、医療推進班、地域福祉

班、健康増進班、保健・疾病対策班、介

護支援班、障がい者支援班、食品・生活

衛生班、薬事管理班） 

（災害医療本部） 

     

  

 
     

環境部 （環境政策班、環境ｴﾈﾙｷﾞｰ班、水大気環境

班、生活排水班、自然保護班、資源循環

推進班） 

     

     
産業労働部 （産業政策班、産業立地・経営支援班、も

のづくり振興班、人材育成班、労働雇用

班） 

     

     
観光部 （山岳高原観光班、観光誘客班） 

      
     

農政部 （農業政策班、農業技術班、園芸畜産班、

農地整備班、農村振興班） 
 

     

     
林務部 （森林政策班、信州の木活用班、森林づく

り推進班） 
 

     

     
建設部 （建設政策班、道路管理班、道路建設班、

水防班、砂防班、都市・まちづくり班、

建築住宅班、施設班） 
 

     

     
会計部 （会計班、契約・検査班） 

      
     

企業部 （経営推進班、電気班、水道班） 
      

     
教育部 （教育政策班、義務教育班、高校教育班、

特別支援教育班、教学指導班、心の支援

班、文化財生涯学習班、保健厚生班、ス

ポーツ班） 

     

     
警察部 （実施班、犯罪予防班、交通規制班） 

      
     

地方部 （総務班、環境班、保健福祉班、農政班、

林務班、商工班、観光班、建築班、土木

班、教育班、警察班） 

     

      
     

現地本部 （状況により災害現地に設置する。）      

  

 

本部長 
 

副本部長 
  

本部員 
 

危機管理監 
   

本部室 （総括調整担当、活動調整担当、物資調整

担当、情報収集・分析担当、広域応援・

救助担当、情報発信担当、庶務担当） 

       

           

           
中央連絡部 （中央連絡班） 

       
     

企画振興部 （総合政策班、情報政策班、広報県民班、

交通政策班、市町村班、地域振興班） 
     

     
総務部 （秘書班、人事班、職員班、財政班、財産

活用班、税務班、情報公開・法務班、県

立大学設立準備班、行政改革班、総務事

務班、職員ｷｬﾘｱ開発班） 
 

     

     
県民文化部 （文化政策班、県民協働班、くらし安全・

消費生活班、人権男女・共同参画班、国

際班、次世代ｻﾎﾟｰﾄ班、こども・家庭班、

私学・高等教育班） 
 

     

     
健康福祉部 （健康福祉政策班、医療推進班、地域福祉

班、健康増進班、保健・疾病対策班、介

護支援班、障がい者支援班、食品・生活

衛生班、薬事管理班） 

（災害医療本部） 

     

  

 
     

環境部 （環境政策班、環境ｴﾈﾙｷﾞｰ班、水大気環境

班、生活排水班、自然保護班、資源循環

推進班） 

     

     
産業労働部 （産業政策班、産業立地・経営支援班、も

のづくり振興班、人材育成班、労働雇用

班） 

     

     
観光部 （山岳高原観光班、観光誘客班） 

      
     

農政部 （農業政策班、農業技術班、園芸畜産班、

農地整備班、農村振興班） 
 

     

     
林務部 （森林政策班、信州の木活用班、森林づく

り推進班） 
 

     

     
建設部 （建設政策班、道路管理班、道路建設班、

水防班、砂防班、都市・まちづくり班、

建築住宅班、施設班） 
 

     

     
会計部 （会計班、契約・検査班） 

      
     

企業部 （経営推進班、電気班、水道班） 
      

     
教育部 （教育政策班、義務教育班、高校教育班、

特別支援教育班、教学指導班、心の支援

班、文化財生涯学習班、保健厚生班、ス

ポーツ班） 

     

     
警察部 （実施班、犯罪予防班、交通規制班） 

      
     

地方部 （総務班、環境班、保健福祉班、農政班、

林務班、商工班、観光班、建築班、土木

班、教育班、警察班） 

     

      
     

現地本部 （状況により災害現地に設置する。）      

 

 

(知事)(副知事)(危機管理監)(室長、部長) 

公営企業管理者 

教育長 

警察本部長 

危機管理部長 

企画振興部長 

総務部長 

県民文化部長 

健康福祉部長 

環境部長 

産業労働部長 

観光部長 

農政部長 

林務部長 

建設部長 

会計管理者 

東京事務所長 

 
           (室付、部付) 

ﾘﾆｱ推進担当部長 
ICT推進担当部長 
こども若者担当部長 
県立大学推進担当部長 
雇用就業支援担当部長 
信州ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略担当部長 
企業局長 
教育次長 
警務部長 
生活安全部長 
地域部長 
刑事部長 
交通部長 
警備部長 

 

 

 

 
長野地域センター 

長野地方気象台 

信越総合通信局 

長野国道事務所 

飯田国道事務所 

千曲川河川事務所 

天竜川上流河川事務所 

陸上自衛隊第13普通科連隊 

ＪＲ東日本㈱（長野支社） 

ＪＲ東海㈱（東海鉄道事業本部） 

㈱ＮＴＴ東日本（長野支店） 

日本赤十字社（長野県支部） 

国立病院機構（関東信越ﾌﾞﾛｯｸ） 

日本放送協会（長野放送局） 

信越放送㈱ 

㈱長野放送 

㈱テレビ信州 

長野朝日放送㈱ 

中部電力㈱（長野支店） 

(社福)長野県社会福祉協議会 

その他の機関 

(知事)(副知事)(危機管理監)(室長、部長) 

公営企業管理者 

教育長 

警察本部長 

危機管理部長 

企画振興部長 

総務部長 

県民文化部長 

健康福祉部長 

環境部長 

産業労働部長 

観光部長 

農政部長 

林務部長 

建設部長 

会計管理者 

東京事務所長 

 
           (室付、部付) 

ﾘﾆｱ推進担当部長 
ICT推進担当部長 
こども若者担当部長 
県立大学推進担当部長 
雇用就業支援担当部長 
信州ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略担当部長 
企業局長 
教育次長 
警務部長 
生活安全部長 
地域部長 
刑事部長 
交通部長 
警備部長 

 

 

 

 
長野地域センター 

長野地方気象台 

信越総合通信局 

長野国道事務所 

飯田国道事務所 

千曲川河川事務所 

天竜川上流河川事務所 

陸上自衛隊第13普通科連隊 

ＪＲ東日本㈱（長野支社） 

ＪＲ東海㈱（東海鉄道事業本部） 

㈱ＮＴＴ東日本（長野支店） 

日本赤十字社（長野県支部） 

国立病院機構（関東信越ﾌﾞﾛｯｸ） 

日本放送協会（長野放送局） 

信越放送㈱ 

㈱長野放送 

㈱テレビ信州 

長野朝日放送㈱ 

中部電力㈱（長野支店） 

(社福)長野県社会福祉協議会 

その他の機関 
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 長野県災害対策本部組織及び事務分掌 
室・部 

(室長、部長等) 
班、担当 

(班 長、リーダー) 
分  掌  事  務 

本部室 
室長 
危機管理部長 

総括調整担当 
(危機管理防災課長) 

① 災害対策本部の運営・調整に関すること。 
② 災害対策本部の設置及び廃止の検討に関すること。 
③ 災害応急対策の方針に係る企画及び立案に関すること。 
④ 災害応急対策に係る全体調整及び進行管理に関すること。
⑤ 市町村等からの応急対応要請の総合調整に関すること。 
⑥ 防災関係機関との合同会議の開催に関すること。 
⑦ 自衛隊、指定行政機関、指定地方行政機関、他都道府県及び

応援協定締結事業者等への応援要請（他部の所管に属する事
項を除く。）の要否の決定に関すること。 

⑧ 災害対策基本法第 60 条第 5 項の規定による避難勧告及び避
難指示（緊急）に関すること。 

⑨ 災害警戒及び注意喚起の発信に関すること。 
⑩ 事務分掌外事案に係る対応の調整に関すること。 
⑪ 各部への応援要員の配置、調整に関すること。 
⑫ 被災市町村への被害状況等収集要員の派遣の要否の決定に

関すること。 
⑬ 災害救助法の適用及び救助事務の取りまとめ等に関するこ

と。 
⑭ 避難所運営等に係る県内市町村職員の応援派遣の協力に関

すること。 
⑮ 避難所に関するニーズその他の情報の収集、整理及び記録に

関すること。 
⑯ 避難者の受入れに関する市町村斡旋の連絡調整に関するこ

と。 
⑰ 各種特例措置実施に係る住民への情報提供に関すること。
⑱ 各種支援策に係る住民への周知に関すること。 
⑲ 災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に関するこ

と。 
⑳ 被災者生活再建支援法に関すること。 

活動調整担当 
(危機対策幹) 

① 自衛隊、警察、緊急消防援助隊等との総合調整に係ること。
② 各機関のヘリコプターの運航調整に関すること。 
③ ヘリコプター運航調整会議に関すること。 

物資調整担当 
(危機管理防災課危機管理
係長) 
※物資輸送関係機関を含
む 

① 食料品、生活必需品等の輸送に関すること。 
② 食料品、生活必需品等の一次集積、保管、分類及び在庫管理

に関すること。 

③ 仮設トイレの設置に係る関係団体等との連携調整に関する
こと。 

④ 食料品、生活必需品等供給に係る被災地外市町村への供給調
整及び斡旋に関すること。 

⑤ 国、他都道府県への食料品、生活必需品等供給に係る応援要
請に関すること。 

⑥ 寒冷期対策としての生活必需品等の確保に関すること。 
⑦ 市町村からの食糧、生活必需品等の供給応援要請受付及び把

握に関すること。 
⑧ 自衛隊、日本赤十字社に対する食料品、生活必需品等の供給

の要請に関すること。 
⑨ 緊急輸送車両に関すること。 
⑩ 県備蓄物資の供給の決定及び指示に関すること。 
⑪ 受入食料、物資の供給に係る決定及び指示に関すること。

情報収集・分析担当 
(火山防災幹) 

① 災害応急対策に必要な情報の収集に関する企画及び進行管
理に関すること。 

② 災害対策本部各部及び各班が収集した情報の整理、分類及び
評価に関すること。 

③ 重要な情報の確認及び災害対策本部長への伝達に関するこ
と。 

④ 被害情報の総合的な取りまとめに関すること。 
⑤ 避難状況の取りまとめに関すること。 
⑥ 市町村、消防機関、警察等からの被害状況等に関する情報の

収集、整理及び記録に関すること。 
⑦ 気象・地震情報等の収集及び市町村等関係機関への伝達に関

すること。 
⑧ 防災行政無線に関すること。 
⑨ 市町村への情報提供（一斉 FAX）に関すること。 
⑩ 県警との被害状況に関する情報の相互提供及び確認に関す

  長野県災害対策本部組織及び事務分掌 
室・部 

(室長、部長等) 
班、担当 

(班 長、リーダー) 
分  掌  事  務 

本部室 
室長 
危機管理部長 

総括調整担当 
(危機管理防災課長) 

① 災害対策本部の運営・調整に関すること。 
② 災害対策本部の設置及び廃止の検討に関すること。 
③ 災害応急対策の方針に係る企画及び立案に関すること。 
④ 災害応急対策に係る全体調整及び進行管理に関すること。
⑤ 市町村等からの応急対応要請の総合調整に関すること。 
⑥ 防災関係機関との合同会議の開催に関すること。 
⑦ 自衛隊、指定行政機関、指定地方行政機関、他都道府県及び

応援協定締結事業者等への応援要請（他部の所管に属する事
項を除く。）の要否の決定に関すること。 

⑧ 災害対策基本法第 60 条第 5 項の規定による避難勧告及び避
難指示（緊急）に関すること。 

⑨ 災害警戒及び注意喚起の発信に関すること。 
⑩ 事務分掌外事案に係る対応の調整に関すること。 
⑪ 各部への応援要員の配置、調整に関すること。 
⑫ 被災市町村への被害状況等収集要員の派遣の要否の決定に

関すること。 
⑬ 災害救助法の適用及び救助事務の取りまとめ等に関するこ

と。 
⑭ 避難所運営等に係る県内市町村職員の応援派遣の協力に関

すること。 
⑮ 避難所に関するニーズその他の情報の収集、整理及び記録に

関すること。 
⑯ 避難者の受入れに関する市町村斡旋の連絡調整に関するこ

と。 
⑰ 各種特例措置実施に係る住民への情報提供に関すること。
⑱ 各種支援策に係る住民への周知に関すること。 
⑲ 災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に関するこ

と。 
⑳ 被災者生活再建支援法に関すること。 

活動調整担当 
(危機対策幹) 

① 自衛隊、警察、緊急消防援助隊等との総合調整に係ること。
② 各機関のヘリコプターの運航調整に関すること。 
③ ヘリコプター運航調整会議に関すること。 

物資調整担当 
(危機管理防災課危機管理
係長) 
※物資輸送関係機関を含
む 

① 食料品、生活必需品等の輸送に関すること。 
② 食料品、生活必需品等の一次集積、保管、分類及び在庫管理

に関すること。 

③ 仮設トイレの設置に係る関係団体等との連携調整に関する
こと。 

④ 食料品、生活必需品等供給に係る被災地外市町村への供給調
整及び斡旋に関すること。 

⑤ 国、他都道府県への食料品、生活必需品等供給に係る応援要
請に関すること。 

⑥ 寒冷期対策としての生活必需品等の確保に関すること。 
⑦ 市町村からの食糧、生活必需品等の供給応援要請受付及び把

握に関すること。 
⑧ 自衛隊、日本赤十字社に対する食料品、生活必需品等の供給

の要請に関すること。 
⑨ 緊急輸送車両に関すること。 
⑩ 県備蓄物資の供給の決定及び指示に関すること。 
⑪ 受入食料、物資の供給に係る決定及び指示に関すること。

情報収集・分析担当 
(火山防災幹) 

① 災害応急対策に必要な情報の収集に関する企画及び進行管
理に関すること。 

② 災害対策本部各部及び各班が収集した情報の整理、分類及び
評価に関すること。 

③ 重要な情報の確認及び災害対策本部長への伝達に関するこ
と。 

④ 被害情報の総合的な取りまとめに関すること。 
⑤ 避難状況の取りまとめに関すること。 
⑥ 市町村、消防機関、警察等からの被害状況等に関する情報の

収集、整理及び記録に関すること。 
⑦ 気象・地震情報等の収集及び市町村等関係機関への伝達に関

すること。 
⑧ 防災行政無線に関すること。 
⑨ 市町村への情報提供（一斉 FAX）に関すること。 
⑩ 県警との被害状況に関する情報の相互提供及び確認に関す
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非常参集職員の活動 
ること。 

⑪ 災害即報の消防庁への報告に関すること。 
⑫ 災害用通信・情報収集設備の機能確保に関すること。 
⑬ 災害対策本部室の映像機器等運用に関すること。 
⑭ 通信事業者等外部団体との通信に係る連携に関すること。 
⑮ 被害状況等の関係省庁及び防災関係機関への提供に関する

こと。 
⑯ 報道機関からの照会に対する対応に関すること。 
⑰ 初動期における避難者数、避難所開設状況等の避難に関する

情報の収集、整理及び記録並びに災害対策本部関係各部への
伝達に関すること。 

⑱ 地図情報の総括に関すること。 
広域応援・救助担当 
(消防課長） 

① 救助部隊（陸上・航空）の活動調整に関すること。 
② 消防防災ヘリコプターの運航に関すること。 
③ ヘリコプター等による偵察情報等の収集、整理及び記録に関

すること。 
④ 救助・捜索状況に関する情報の収集、整理及び記録に関する

こと。 
⑤ 緊急消防援助隊、被災地外消防本部、消防防災航空隊への応

援要請の要否の決定に関すること。 
⑥ 緊急消防援助隊、被災地外消防本部、消防防災航空隊の活動

調整（他部の所管に属する事項を除く。）に関すること。 
情報発信担当 
(広報県民課長) 

① 報道機関への被害状況等に関する公表資料の作成及びその
提供に関すること。 

② 知事による県民への呼びかけ及び対応方針説明に関するこ
と。 

③ 県の災害対応に関する情報提供及び呼びかけに関すること。 
④ 報道機関への緊急報道要請に関すること。 
⑤ 報道機関からの照会に対する対応に関すること。 
⑥ 県ホームページを活用した各種情報提供に関すること。 
⑦ ソーシャルメディアを活用した各種情報提供に関すること。 
⑧ プレスリリースに関すること。 
⑨ 安否情報の提供に関すること。 
⑩ 食糧、生活必需品等及び義援物資等に係るニーズの報道提供

に関すること。 
⑪ 被災者等からの相談、苦情、要望等の受付に関すること。 
⑫ 写真等による情報の収集及び記録対応に関すること。 
⑬ 災害の記録及び資料の収集に関すること。 

庶務担当 
(消防課企画幹) 

① 災害対策本部員会議の開催に関すること。 
② 災害対策本部員会議議事録作成関すること。 
③ 関係機関連絡員室の設置に関すること。 
④ 災害対策本部、地方部等の人員調整に関すること。 
⑤ 地方部等の運営支援に関すること。 
⑥ 本部職員等の保健衛生、食料、寝具等の確保に関すること。 
⑦ 本部業務に必要な場所及び会議室用備品の確保に関するこ

と。 
⑧ 内閣総理大臣に対する指定行政機関からの職員斡旋要請に

関すること。 
⑨ 国、他都道府県等からの支援職員の受入調整（他各部の所管

に属する事項を除く。）に関すること。 
⑩ 国及び他都道府県の災害応援職員の受入れ、身分取扱い及び

宿舎確保に関すること。 
⑪ 市町村災害対策本部等に係る県内市町村職員の応援派遣の

協力に関すること。 
⑫ 自衛隊派遣部隊の受入体制の確保に関すること。 
⑬ 緊急通行車両の確認手続及び車両証の交付に関すること。 
⑭ 災害対策本部の経理に関すること。 
⑮ 自衛隊活動経費に係る調整に関すること。 
⑯ 他都道府県等行政機関からの災害見舞金の受入れ及び管理

に関すること。 
⑰ 国、他都道府県等からの支援職員、支援物資の全体把握に関

すること。 
⑱ 公用令書による公用負担に関すること。 
⑲ 義援金の配分委員会の設置及び配分額の決定に関すること。 
⑳ 義援物資の受付受入窓口の開設に関すること。 
㉑ 義援物資受付受入れの周知に関すること。 
㉒ 義援物資受領証の発行に関すること。 
㉓ 義援物資の公表に関すること。 
㉔ 被災地の視察、慰問、激励等に関すること。 
㉕ 国現地対策本部との連絡調整に関すること。 
㉖ 国への要望に関すること。 
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情報の収集、整理及び記録並びに災害対策本部関係各部への
伝達に関すること。 

⑱ 地図情報の総括に関すること。 
広域応援・救助担当 
(消防課長） 

① 救助部隊（陸上・航空）の活動調整に関すること。 
② 消防防災ヘリコプターの運航に関すること。 
③ ヘリコプター等による偵察情報等の収集、整理及び記録に関

すること。 
④ 救助・捜索状況に関する情報の収集、整理及び記録に関する
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⑤ 緊急消防援助隊、被災地外消防本部、消防防災航空隊への応

援要請の要否の決定に関すること。 
⑥ 緊急消防援助隊、被災地外消防本部、消防防災航空隊の活動

調整（他部の所管に属する事項を除く。）に関すること。 
情報発信担当 
(広報県民課長) 

① 報道機関への被害状況等に関する公表資料の作成及びその
提供に関すること。 

② 知事による県民への呼びかけ及び対応方針説明に関するこ
と。 

③ 県の災害対応に関する情報提供及び呼びかけに関すること。 
④ 報道機関への緊急報道要請に関すること。 
⑤ 報道機関からの照会に対する対応に関すること。 
⑥ 県ホームページを活用した各種情報提供に関すること。 
⑦ ソーシャルメディアを活用した各種情報提供に関すること。 
⑧ プレスリリースに関すること。 
⑨ 安否情報の提供に関すること。 
⑩ 食糧、生活必需品等及び義援物資等に係るニーズの報道提供
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⑫ 写真等による情報の収集及び記録対応に関すること。 
⑬ 災害の記録及び資料の収集に関すること。 

庶務担当 
(消防課企画幹) 

① 災害対策本部員会議の開催に関すること。 
② 災害対策本部員会議議事録作成関すること。 
③ 関係機関連絡員室の設置に関すること。 
④ 災害対策本部、地方部等の人員調整に関すること。 
⑤ 地方部等の運営支援に関すること。 
⑥ 本部職員等の保健衛生、食料、寝具等の確保に関すること。 
⑦ 本部業務に必要な場所及び会議室用備品の確保に関するこ

と。 
⑧ 内閣総理大臣に対する指定行政機関からの職員斡旋要請に

関すること。 
⑨ 国、他都道府県等からの支援職員の受入調整（他各部の所管

に属する事項を除く。）に関すること。 
⑩ 国及び他都道府県の災害応援職員の受入れ、身分取扱い及び

宿舎確保に関すること。 
⑪ 市町村災害対策本部等に係る県内市町村職員の応援派遣の

協力に関すること。 
⑫ 自衛隊派遣部隊の受入体制の確保に関すること。 
⑬ 緊急通行車両の確認手続及び車両証の交付に関すること。 
⑭ 災害対策本部の経理に関すること。 
⑮ 自衛隊活動経費に係る調整に関すること。 
⑯ 他都道府県等行政機関からの災害見舞金の受入れ及び管理

に関すること。 
⑰ 国、他都道府県等からの支援職員、支援物資の全体把握に関

すること。 
⑱ 公用令書による公用負担に関すること。 
⑲ 義援金の配分委員会の設置及び配分額の決定に関すること。 
⑳ 義援物資の受付受入窓口の開設に関すること。 
㉑ 義援物資受付受入れの周知に関すること。 
㉒ 義援物資受領証の発行に関すること。 
㉓ 義援物資の公表に関すること。 
㉔ 被災地の視察、慰問、激励等に関すること。 
㉕ 国現地対策本部との連絡調整に関すること。 
㉖ 国への要望に関すること。 
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非常参集職員の活動 
㉗ 礼状の作成及び送付に関すること。 

 
 

 ＮＧＯ・ＮＰＯ代表等 ① 被災地のニーズや支援情報の集約に関すること。 
② 支援者間の連携促進と支援活動の調整に関すること。 

企画振興部 
部長 
企画振興部長 
部付 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

総合政策班 
(総合政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 

情報政策班 
(情報政策課長) 

① 行政情報ネットワークに関すること。 
② 総合行政情報ネットワーク（LGWAN）に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 

広報県民班 
(広報県民課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

交通政策班 
(交通政策課長) 

① 松本空港利用者の安全対策に関すること。 
② 松本空港の応急対策に関すること。 
③ 交通機関に係る災害情報の収集に関すること。 

市町村班 
(市町村課長) 

① 被災市町村の行政及び財政の連絡調整に関すること。 
② 被災市町村に対する財政支援措置対応に関すること。 

地域振興班 
(地域振興課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

総務部 
部長 
総務部長 
部付 

県立大学設立担当部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

秘書班 
(秘書課長) 

① 幹部職員との連絡調整に関すること。 

人事班 
(人事課長) 

① 派遣職員の選定等の調整に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・行政経営班(ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・行政経営課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

職員班 
(職員課長) 

① 本部職員の活動支援に関すること。 
② 職員住宅の応急対策等に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 
④ 職員の惨事ストレス対策に関すること。 
⑤ 本部長の命ずる応急対策に関すると。 

財政班 
(財政課長) 

① 災害経費の予算措置に関すること。 

財産活用班 
(財産活用課長) 

① 県庁舎の応急対策等に関すること。 
② 有線電話に関すること。 
③ 会議室の使用停止（災害対応への優先使用）に関すること 
④ 本部活動に必要な資機材及び車両等の確保に関すること。 

税務班 
(税務課長) 

① 県税に係る期限延長、執行猶予、減免等の特例措置の実施に
関すること。 

② 被災者の県税の減免・徴収猶予に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 

情報公開･法務班 
(情報公開･法務課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

県立大学設立準備班 
(県立大学設立準備課長) 

① 県短期大学の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

行政改革班 
(行政改革課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

総務事務班 
(総務事務課長) 

① 部内等の応援に関すること。 
 

職員キャリア開発班 
（職員ｷｬﾘｱ開発ｾﾝﾀｰ所長） 

① 部内等の応援に関すること。 
 

県民文化部 
部長 
県民文化部長 
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

文化政策班 
(文化政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び対策本部との調整に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 文化会館等の応急対策等に関すること。 

県民協働班 
(県民協働課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

くらし安全・消費生活班 
(くらし安全・消費生活課
長) 

① 食料・生活物資の調達に関すること。 

② 物価の安定、物資の安定供給のための措置に関すること。 

人権･男女共同参画班 
(人権･男女共同参画課長) 

① 所管施設の応急対策に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

国際班 
(国際課長) 

① 外国籍県民等への災害情報の広報に関すること。 
② 外国籍県民等支援団体との連絡調整に関すること。 

次世代サポート班 
(次世代サポート課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

こども･家庭班 ① 児童福祉司、児童心理司の派遣に関すること。 

㉗ 礼状の作成及び送付に関すること。 
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③ 部内等の応援に関すること。 

広報県民班 
(広報県民課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

交通政策班 
(交通政策課長) 

① 松本空港利用者の安全対策に関すること。 
② 松本空港の応急対策に関すること。 
③ 交通機関に係る災害情報の収集に関すること。 

市町村班 
(市町村課長) 

① 被災市町村の行政及び財政の連絡調整に関すること。 
② 被災市町村に対する財政支援措置対応に関すること。 

地域振興班 
(地域振興課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

総務部 
部長 
総務部長 
部付 

県立大学設立担当部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

秘書班 
(秘書課長) 

① 幹部職員との連絡調整に関すること。 

人事班 
(人事課長) 

① 派遣職員の選定等の調整に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 

職員班 
(職員課長) 

① 本部職員の活動支援に関すること。 
② 職員住宅の応急対策等に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 
④ 職員の惨事ストレス対策に関すること。 
⑤ 本部長の命ずる応急対策に関すると。 

財政班 
(財政課長) 

① 災害経費の予算措置に関すること。 

財産活用班 
(財産活用課長) 

① 県庁舎の応急対策等に関すること。 
② 有線電話に関すること。 
③ 会議室の使用停止（災害対応への優先使用）に関すること 
④ 本部活動に必要な資機材及び車両等の確保に関すること。 

税務班 
(税務課長) 

① 県税に係る期限延長、執行猶予、減免等の特例措置の実施に
関すること。 

② 被災者の県税の減免・徴収猶予に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 

情報公開･法務班 
(情報公開･法務課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

県立大学設立準備班 
(県立大学設立準備課長) 

① 県短期大学の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

行政改革班 
(行政改革課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

総務事務班 
(総務事務課長) 

① 部内等の応援に関すること。 
 

職員キャリア開発班 
（職員ｷｬﾘｱ開発ｾﾝﾀｰ所長） 

① 部内等の応援に関すること。 
 

県民文化部 
部長 
県民文化部長 
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

文化政策班 
(文化政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び対策本部との調整に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 文化会館等の応急対策等に関すること。 

県民協働班 
(県民協働課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

くらし安全・消費生活班 
(くらし安全・消費生活課
長) 

① 食料・生活物資の調達に関すること。 

② 物価の安定、物資の安定供給のための措置に関すること。 

人権･男女共同参画班 
(人権･男女共同参画課長) 

① 所管施設の応急対策に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

国際班 
(国際課長) 

① 外国籍県民等への災害情報の広報に関すること。 
② 外国籍県民等支援団体との連絡調整に関すること。 

次世代サポート班 
(次世代サポート課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

こども･家庭班 
(こども･家庭課長) 

① 児童福祉司、児童心理司の派遣に関すること。 
② 要配慮者（乳幼児、妊産婦）に係る市町村等への助言に関す

ること。 
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非常参集職員の活動 
(こども･家庭課長) ② 要配慮者（乳幼児、妊産婦）に係る市町村等への助言に関す

ること。 
③ 所管する現地機関及び保育所、児童福祉施設、婦人保護施設

の応急対策等に関すること。 
私学･高等教育班 
(私学･高等教育課長) 
 

① 私立学校の応急対策等に関すること。 
② 専修学校、各種学校の応急対策等に関すること。 
③ 臨時休校、一斉下校等の状況把握及び報道機関への情報提供

に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

健康福祉部 
 
部長 
健康福祉部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

健康福祉政策班 
(健康福祉政策課長) 

① 部内の全体調整及び進行管理に関すること。 
② 部に係る災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること。 
③ 所管する現地機関及び県立病院機構の応急対策等に関する

こと。 
医療推進班 
(医療推進課長) 

① 災害医療本部の設置及び運営に関すること。 
② 医療救護の広域応援の調整に関すること。 
③ 医療機関の被災状況調査に関すること。 
④ 受入れ可能医療機関の把握に関すること。 
⑤ 医療救護所の設置に関すること。 
⑥ 医療救護班・DMATの派遣に関すること。 
⑦ 保健師等の派遣に関すること。 
⑧ 人工透析患者等の医療の供給に関すること。 
⑨ 医療機関からの要請に対する傷病者の緊急搬送に関するこ

と。 
⑩ ドクターヘリの運航に関すること。 
⑪ 遺体の検案及びこれに係る必要な措置に関すること。 
⑫ 所管する現地機関の応急対策等に関すること。 

地域福祉班 
(地域福祉課長) 

① 要配慮者の対応（災害時住民支え合いマップ）に関すること。 
② ボランティアの受入等に関すること。 
③ （福）長野県社会福祉議会との調整に関すること。 
④ 所管する現地機関及び社会福祉総合センター並びに所管す

る社会福祉施設(救護施設、授産施設)の応急対策に関するこ
と。 

健康増進班 
(健康増進課長) 

① 管理栄養士の派遣に関すること。 
② 要配慮者（高齢者）に係る市町村等への助言に関すること。 
  

保健･疾病対策班 
(保健･疾病対策課長) 

① 感染症の発生防止及びまん延防止に関すること。 
② 歯科医師の派遣に関すること。 
③ 心のケア対策に関すること。 
④ 要配慮者（難病患者、精神障がい者）に係る市町村等への助

言に関すること。 

⑤ 所管する現地機関の応急対策に関すること。 

介護支援班 
(介護支援課長) 

① 介護職員等の派遣に関すること。 

② 所管する高齢者福祉施設の応急対応等に関すること。 

障がい者支援班 
(障がい者支援課長) 

① 手話通訳者の派遣に関すること。 
② 要配慮者（障がい者）に係る市町村等への助言に関すること。 
③ 所管する現地機関及び障がい者福祉施設の応急対策等に関

すること。 
 

食品･生活衛生班 
(食品･生活衛生課長) 

① 食品衛生に関すること。 
② 被災食品営業施設に関すること。 
③ 広域火葬の応援・協力の要請に関すること。 
④ 遺体の搬送協力の調整に関すること。 
⑤ 棺、ドライアイス等の手配要請に係る支援に関すること。 
⑥ 特定動物の管理に関すること。 
⑦ 逃走動物の捕獲・収容に関すること。 
⑧ 被災動物の救援に関すること。 
⑨ 所管する現地機関の応急対策等に関すること。 

薬事管理班 
(薬事管理課長) 

① 備蓄医薬品・衛生材料の供給に関すること。 
② 医療ガスの供給に関ること 
③ 毒物劇物の情報提供に関すること。 
④ 薬剤師班の派遣に関すること。 

災害医療班 
〔災害医療本部〕 
(健康福祉部長) 

① 本部組織の健康福祉部の分掌事務のうち、「第6(7)節、救助
救急・医療活動」及び「第16(17)節、保健衛生・感染症予防
活動」の実施に係ること。 

環境部 
部長 
環境部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

環境政策班 ① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 

③ 所管する現地機関及び保育所、児童福祉施設、婦人保護施設
の応急対策等に関すること。 

私学･高等教育班 
(私学･高等教育課長) 
 

① 私立学校の応急対策等に関すること。 
② 専修学校、各種学校の応急対策等に関すること。 
③ 臨時休校、一斉下校等の状況把握及び報道機関への情報提供

に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

健康福祉部 
 
部長 
健康福祉部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

健康福祉政策班 
(健康福祉政策課長) 

① 部内の全体調整及び進行管理に関すること。 
② 部に係る災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること。 
③ 所管する現地機関及び県立病院機構の応急対策等に関する

こと。 
医療推進班 
(医療推進課長) 

① 災害医療本部の設置及び運営に関すること。 
② 医療救護の広域応援の調整に関すること。 
③ 医療機関の被災状況調査に関すること。 
④ 受入れ可能医療機関の把握に関すること。 
⑤ 医療救護所の設置に関すること。 
⑥ 医療救護班・DMATの派遣に関すること。 
⑦ 保健師等の派遣に関すること。 
⑧ 人工透析患者等の医療の供給に関すること。 
⑨ 医療機関からの要請に対する傷病者の緊急搬送に関するこ

と。 
⑩ ドクターヘリの運航に関すること。 
⑪ 遺体の検案及びこれに係る必要な措置に関すること。 
⑫ 所管する現地機関の応急対策等に関すること。 

地域福祉班 
(地域福祉課長) 

① 要配慮者の対応（災害時住民支え合いマップ）に関すること。 
② ボランティアの受入等に関すること。 
③ （福）長野県社会福祉議会との調整に関すること。 
④ 所管する現地機関及び社会福祉総合センター並びに所管す

る社会福祉施設(救護施設、授産施設)の応急対策に関するこ
と。 

健康増進班 
(健康増進課長) 

① 管理栄養士の派遣に関すること。 
② 要配慮者（高齢者）に係る市町村等への助言に関すること。 
  

保健･疾病対策班 
(保健･疾病対策課長) 

① 感染症の発生防止及びまん延防止に関すること。 
② 歯科医師の派遣に関すること。 
③ 心のケア対策に関すること。 
④ 要配慮者（難病患者、精神障がい者）に係る市町村等への助

言に関すること。 

⑤ 所管する現地機関の応急対策に関すること。 

介護支援班 
(介護支援課長) 

① 介護職員等の派遣に関すること。 

② 所管する高齢者福祉施設の応急対応等に関すること。 

障がい者支援班 
(障がい者支援課長) 

① 手話通訳者の派遣に関すること。 
② 要配慮者（障がい者）に係る市町村等への助言に関すること。 
③ 所管する現地機関及び障がい者福祉施設の応急対策等に関

すること。 
 

食品･生活衛生班 
(食品･生活衛生課長) 

① 食品衛生に関すること。 
② 被災食品営業施設に関すること。 
③ 広域火葬の応援・協力の要請に関すること。 
④ 遺体の搬送協力の調整に関すること。 
⑤ 棺、ドライアイス等の手配要請に係る支援に関すること。 
⑥ 特定動物の管理に関すること。 
⑦ 逃走動物の捕獲・収容に関すること。 
⑧ 被災動物の救援に関すること。 
⑨ 所管する現地機関の応急対策等に関すること。 

薬事管理班 
(薬事管理課長) 

① 備蓄医薬品・衛生材料の供給に関すること。 
② 医療ガスの供給に関ること 
③ 毒物劇物の情報提供に関すること。 
④ 薬剤師班の派遣に関すること。 

災害医療班 
〔災害医療本部〕 
(健康福祉部長) 

① 本部組織の健康福祉部の分掌事務のうち、「第6(7)節、救助
救急・医療活動」及び「第16(17)節、保健衛生・感染症予防
活動」の実施に係ること。 

環境部 
部長 
環境部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

環境政策班 
(環境政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
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非常参集職員の活動 
(環境政策課長) ② 部内の連絡調整に関すること。 
環境エネルギー班 
(環境エネルギー課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

水大気環境班 
(水大気環境課長) 

① 公共用水域等の水質汚濁に関すること。 
② 応急給水の要請に関すること。 
③ 水道応急復旧の要請に関すること。 
④ 大気汚染に関すること。 

生活排水班 
(生活排水課長) 

① 下水道、農業集落排水施設、浄化槽の応急対策等に関するこ
と。 
 

自然保護班 
(自然保護課長) 

① 自然環境保全・利用施設の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

資源循環推進班 
(資源循環推進課長) 

① 廃棄物処理施設の被害状況調査に関すること。 
② 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること。 
③ ごみ処理・し尿処理の広域調整に関すること。 

産業労働部 
部長 
産業労働部長 
部付 
雇用就業支援担当部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

産業政策班 
(産業政策課長) 

① 部内の連絡調整に関すること。 
② 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
③ 生活必需品等物資の供給に係る協定締結団体への要請に関

すること。 
④ 二次被害防止のための指示及び要請に関すること。 
⑤ 関係団体等への支援及び協力の要請に関すること。 

産業立地･経営支援班 
(産業立地･経営支援課長) 

① 事業者（商業関係）に対する応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

ものづくり振興班 
(ものづくり振興課長) 

① 高圧ガス、火薬類の災害防止に関すること。 
② 事業者（保安関係）の応急対策等に関すること。 
③ ＬＰガスに係る物資の調達に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

人材育成班 
(人材育成課長) 

① 工科短期大学校及び技術専門校の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

労働雇用班 
(労働雇用課長) 

① 勤労者福祉センターの応急対策等に関すること。 
② 被災者等からの労働相談に関すること。 
③ 雇用特別相談所の開設及び運営支援に係る関係団体等との

連携調整に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

観光部 
部長 
観光部長 
部付 
信州ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略担当部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

山岳高原観光班 
(山岳高原観光課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 避難所運営に係るホテル、旅館等との連携協力に関するこ

と。 
④ 観光客(外国人旅行者含む)の避難所受入に関すること。 
⑤ 観光業者に対する応急対策等に関すること。 

観光誘客班 
(観光誘客課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

農政部 
部長 
農政部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

農業政策班 
(農業政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 公用令書による公用負担に関すること。 
④ 国の機関に対する食料供給に係る応援要請に関すること。 
⑤ 農業共同利用施設等の応急対策等に関すること。 
⑥ 食料品等供給に係る協定締結団体への要請に関すること。 
⑦ 被災した農畜産業者に対する支援対応に関すること。 
⑧ 二次災害防止のための農業協同組合、農業者等への指導又は

指示に関すること。 
⑨ 応急対策の実施又は農業協同組合、農業者等による応急対策

の実施係る指導に関すること。 
⑩ 復旧用農業資機材、農薬、種苗等の供給確保に係る関係機関

への協力要請に関すること。 
⑪ 農作物及び農業用施設の被害状況の把握及び関係機関への

情報提供に関すること。 
農業技術班 
(農業技術課長) 

① 主要食糧の調達に関すること。 
② 農作物の応急対策等に関すること。 

園芸畜産班 
(園芸畜産課長) 

① 園芸特産関係の応急対策等に関すること。 
② 畜産関係の応急対策等に関すること。 

農地整備班 
(農地整備課長) 

① 農地、農業用施設の応急対策等に関すること。 
 

農村振興班 
(農村振興課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

環境エネルギー班 
(環境エネルギー課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

水大気環境班 
(水大気環境課長) 

① 公共用水域等の水質汚濁に関すること。 
② 応急給水の要請に関すること。 
③ 水道応急復旧の要請に関すること。 
④ 大気汚染に関すること。 

生活排水班 
(生活排水課長) 

① 下水道、農業集落排水施設、浄化槽の応急対策等に関するこ
と。 
 

自然保護班 
(自然保護課長) 

① 自然環境保全・利用施設の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

資源循環推進班 
(資源循環推進課長) 

① 廃棄物処理施設の被害状況調査に関すること。 
② 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること。 
③ ごみ処理・し尿処理の広域調整に関すること。 

産業労働部 
部長 
産業労働部長 
部付 
雇用就業支援担当部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

産業政策班 
(産業政策課長) 

① 部内の連絡調整に関すること。 
② 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
③ 生活必需品等物資の供給に係る協定締結団体への要請に関

すること。 
④ 二次被害防止のための指示及び要請に関すること。 
⑤ 関係団体等への支援及び協力の要請に関すること。 

産業立地･経営支援班 
(産業立地･経営支援課長) 

① 事業者（商業関係）に対する応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

ものづくり振興班 
(ものづくり振興課長) 

① 高圧ガス、火薬類の災害防止に関すること。 
② 事業者（保安関係）の応急対策等に関すること。 
③ ＬＰガスに係る物資の調達に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

人材育成班 
(人材育成課長) 

① 工科短期大学校及び技術専門校の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

労働雇用班 
(労働雇用課長) 

① 勤労者福祉センターの応急対策等に関すること。 
② 被災者等からの労働相談に関すること。 
③ 雇用特別相談所の開設及び運営支援に係る関係団体等との

連携調整に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

観光部 
部長 
観光部長 
部付 
信州ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略担当部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

山岳高原観光班 
(山岳高原観光課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 避難所運営に係るホテル、旅館等との連携協力に関するこ

と。 
④ 観光客(外国人旅行者含む)の避難所受入に関すること。 
⑤ 観光業者に対する応急対策等に関すること。 

観光誘客班 
(観光誘客課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

農政部 
部長 
農政部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

農業政策班 
(農業政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 公用令書による公用負担に関すること。 
④ 国の機関に対する食料供給に係る応援要請に関すること。 
⑤ 農業共同利用施設等の応急対策等に関すること。 
⑥ 食料品等供給に係る協定締結団体への要請に関すること。 
⑦ 被災した農畜産業者に対する支援対応に関すること。 
⑧ 二次災害防止のための農業協同組合、農業者等への指導又は

指示に関すること。 
⑨ 応急対策の実施又は農業協同組合、農業者等による応急対策

の実施係る指導に関すること。 
⑩ 復旧用農業資機材、農薬、種苗等の供給確保に係る関係機関

への協力要請に関すること。 
⑪ 農作物及び農業用施設の被害状況の把握及び関係機関への

情報提供に関すること。 
農業技術班 
(農業技術課長) 

① 主要食糧の調達に関すること。 
② 農作物の応急対策等に関すること。 

園芸畜産班 
(園芸畜産課長) 

① 園芸特産関係の応急対策等に関すること。 
② 畜産関係の応急対策等に関すること。 

農地整備班 
(農地整備課長) 

① 農地、農業用施設の応急対策等に関すること。 
 

農村振興班 
(農村振興課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

林務部 ○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
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非常参集職員の活動 
林務部 
部長 
林務部長 

○連絡調整員 
 

① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

森林政策班 
(森林政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 公用令書による公用負担に関すること。 

信州の木活用班 
(信州の木活用課長) 

① 林道及び林業関連施設の応急対策等に関すること。 
② 木材の調達に関すること。 

森林づくり推進班 
(森林づくり推進課長) 

① 林地及び治山施設の応急対策等に関すること。 
② 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関すること。 

 
建設部 
部長 
建設部長 
部付 
ﾘﾆｱ整備推進局長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

建設政策班 
(建設政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 協定に基づく協会等機関への応援要請について。 
④ 土木資材の確保に関すること。 
⑤ 公用令書による公用負担に関すること。 
⑥ 障害物処理計画の策定及び策定に係る国等関係機関との協

議に関すること。 
⑦ 各施設の被害状況に関する情報の収集、整理及び記録並びに

関係機関への提供に関すること。 
道路管理班 
(道路管理課長) 

① 道路の応急対策等に関すること。 
② 道路の保全に関すること。 
③ 道路情報の収集及び提供に関すること。 
④ 通行の規制及び迂回路に関すること。 
⑤ 道路障害物の除去（啓開）に関すること。 
⑥ 水防活動の応援に関すること。 

道路建設班 
(道路建設課長) 

① 道路の応急対策等に関すること。 
② 水防活動の応援に関すること。 

水防班 
(河川課長) 

① 部の災害情報等のとりまとめに関すること。 
② 水防活動に関すること。 
③ 河川管理施設の応急対策等に関すること。 
④ 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関すること。 
⑤ 危険箇所に係る立入禁止区域の設定等の安全管理に関する

こと。 
砂防班 
(砂防課長) 

① 砂防、地すべり、崖崩れ、雪崩に係る災害情報に関すること。 
② 土砂災害発生箇所の応急対策等に関すること。 
③ 砂防施設危険箇所に係る立入禁止区域の設定等の安全管理

に関すること。 
④ 水防活動の応援に関すること。 

都市･まちづくり班 
(都市･まちづくり課長) 

① 都市施設の応急対策等に関すること。 
② 都市公園・駐車場に関すること。 
③ 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関すること。 
④ 被災宅地の危険度判定に関すること。 
⑤ 被災宅地危険度判定の実施に係る連携調整に関すること。 
⑥ 水防活動の応援に関すること。 

建築住宅班 
(建築住宅課長) 

① 県営住宅入居者の避難誘導に関すること。 
② 県営住宅の被害状況調査に関すること。 
③ 被災県営住宅の応急対策に関すること。 
④ 災害公営住宅の建設に関すること。 
⑤ 被災者の県営住宅優先入居に関すること。 
⑥ 公営住宅の被災者への提供に係る調整に関すること。 
⑦ 住宅相談の実施及びそれに係る関係団体との連絡調整に関

すること。 
⑧ 民間賃貸住宅紹介及び斡旋に係る関係団体等との連携調整

に関すること。 
⑨ 被災住宅に係る住宅復興融資に関すること。 
⑩ 被災建築物の情報収集に関すること。 
⑪ 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 
⑫ 被災者用住宅の確保に関すること。 
⑬ 応急仮設住宅の建設に関すること。 
⑭ 応急復旧用の住宅建設資材の斡旋に係る関係団体等との連

携調整に関すること。 
⑮ 水防活動の応援に関すること。 
  

施設班 
(施設課長) 

① 建設中の県有施設に係る被害状況調査に関すること。 
② 各施設の点検及びパトロールの支援に関すること。 
③ 被災県有施設の応急対策に係る技術支援に関すること。 
④ 水防活動の応援に関すること。 

ﾘﾆｱ整備推進班 ① 部内等の応援に関すること 

部長 
林務部長 

 ② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 
森林政策班 
(森林政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 公用令書による公用負担に関すること。 

信州の木活用班 
(信州の木活用課長) 

① 林道及び林業関連施設の応急対策等に関すること。 
② 木材の調達に関すること。 

森林づくり推進班 
(森林づくり推進課長) 

① 林地及び治山施設の応急対策等に関すること。 
② 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関すること。 

 
建設部 
部長 
建設部長 
部付 
ﾘﾆｱ整備推進局長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

建設政策班 
(建設政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 協定に基づく協会等機関への応援要請について。 
④ 土木資材の確保に関すること。 
⑤ 公用令書による公用負担に関すること。 
⑥ 障害物処理計画の策定及び策定に係る国等関係機関との協

議に関すること。 
⑦ 各施設の被害状況に関する情報の収集、整理及び記録並びに

関係機関への提供に関すること。 
道路管理班 
(道路管理課長) 

① 道路の応急対策等に関すること。 
② 道路の保全に関すること。 
③ 道路情報の収集及び提供に関すること。 
④ 通行の規制及び迂回路に関すること。 
⑤ 道路障害物の除去（啓開）に関すること。 
⑥ 水防活動の応援に関すること。 

道路建設班 
(道路建設課長) 

① 道路の応急対策等に関すること。 
② 水防活動の応援に関すること。 

水防班 
(河川課長) 

① 部の災害情報等のとりまとめに関すること。 
② 水防活動に関すること。 
③ 河川管理施設の応急対策等に関すること。 
④ 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関すること。 
⑤ 危険箇所に係る立入禁止区域の設定等の安全管理に関する

こと。 
砂防班 
(砂防課長) 

① 砂防、地すべり、崖崩れ、雪崩に係る災害情報に関すること。 
② 土砂災害発生箇所の応急対策等に関すること。 
③ 砂防施設危険箇所に係る立入禁止区域の設定等の安全管理

に関すること。 
④ 水防活動の応援に関すること。 

都市･まちづくり班 
(都市･まちづくり課長) 

① 都市施設の応急対策等に関すること。 
② 都市公園・駐車場に関すること。 
③ 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関すること。 
④ 被災宅地の危険度判定に関すること。 
⑤ 被災宅地危険度判定の実施に係る連携調整に関すること。 
⑥ 水防活動の応援に関すること。 

建築住宅班 
(建築住宅課長) 

① 県営住宅入居者の避難誘導に関すること。 
② 県営住宅の被害状況調査に関すること。 
③ 被災県営住宅の応急対策に関すること。 
④ 災害公営住宅の建設に関すること。 
⑤ 被災者の県営住宅優先入居に関すること。 
⑥ 公営住宅の被災者への提供に係る調整に関すること。 
⑦ 住宅相談の実施及びそれに係る関係団体との連絡調整に関

すること。 
⑧ 民間賃貸住宅紹介及び斡旋に係る関係団体等との連携調整

に関すること。 
⑨ 被災住宅に係る住宅復興融資に関すること。 
⑩ 被災建築物の情報収集に関すること。 
⑪ 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 
⑫ 被災者用住宅の確保に関すること。 
⑬ 応急仮設住宅の建設に関すること。 
⑭ 応急復旧用の住宅建設資材の斡旋に係る関係団体等との連

携調整に関すること。 
⑮ 水防活動の応援に関すること。 
  

施設班 
(施設課長) 

① 建設中の県有施設に係る被害状況調査に関すること。 
② 各施設の点検及びパトロールの支援に関すること。 
③ 被災県有施設の応急対策に係る技術支援に関すること。 
④ 水防活動の応援に関すること。 

ﾘﾆｱ整備推進班 ① 部内等の応援に関すること 
② 水防活動の応援に関すること。 
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非常参集職員の活動 
② 水防活動の応援に関すること。 

会計部 
 
部長 
会計管理者 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

会計班 
(会計課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 応急対策経費の出納に関すること。 
④ 災害時の出納の処理方法に関すること。 
⑤ 災害救助基金の出納に関すること。 
⑥ 県内の災害に係る義援金の募集に関すること。 

契約･検査班 
(契約･検査課長) 

① 本部の応急対策に係る物品の購入に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

 
 

企業部 
 

 
 

○連絡調整員 
 

① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

経営推進班 
(経営推進課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 部の応急対策経費・物品の出納に関すること。 

電気班 
(電気事業課長) 

① 企業局発電施設の応急対策等に関すること。 

水道班 
(水道事業課長） 

① 県営水道施設の応急対策等に関すること。 
② 給水区域の飲料水供給およびそれ以外の区域への応援に 

関すること。 
教育部 
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

教育政策班 
(教育政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 臨時休校、一斉下校等の状況把握及び報道機関への情報提供

に関すること。 
④ 教育施設における避難所開設の協力に関すること。 
⑤ 教育活動の再開に係る検討に関すること。 
⑥ 教職員の派遣に関すること。 
⑦ 児童及び生徒の被害状況の把握に関すること。 
⑧ 校舎待機児童及び生徒の状況把握に関すること。 
⑨ 児童及び生徒に対する心のケアに関すること。 
⑩ 文化財等の被害状況の把握に関すること。 

義務教育班 
(義務教育課長） 

① 公立幼稚園、小・中学校の災害情報収集・連絡活動に関する
こと。 

② 児童生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 公立幼稚園、小・中学校の応急対策に関すること。 
④ 児童生徒等の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 授業継続のための措置に関すること。 
⑥ 避難児童生徒等の応急教育に関すること。 
⑦ 被災した児童生徒への就学援助に関すること。 

高校教育班 
(高校教育課長) 

① 公立高等学校の災害情報収集・連絡活動に関すること。 
② 生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 公立高等学校の応急対策に関すること。 
④ 生徒の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 授業継続のための措置に関すること。 
⑥ 避難生徒の応急教育に関すること。 
⑦ 被災した生徒への授業料免除、就学援助に関すること。 
⑧ 避難所の開設・管理運営への協力に関すること。 

特別支援教育班 
(特別支援教育課長） 

① 特別支援学校の災害情報収集・連絡活動に関すること。 
② 児童生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 特別支援学校の応急対策に関すること。 
④ 児童生徒の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 住民等の避難収容活動に関すること。 
⑥ 授業継続のための措置に関すること。 
⑦ 避難児童生徒等の応急教育に関すること。 
⑧ 被災した児童生徒への就学援助に関すること。 
⑨ 被災した児童生徒の学用品の供給に関すること。 
⑩ 避難所の開設・管理運営への協力に関すること。 

教学指導班 
(教学指導課長) 

① 総合教育センターの応急対策等に関すること。 
② 被災した児童生徒の学用品の供給に関すること。 

心の支援班 
(心の支援課長) 

① 被災した児童生徒等の心のケアに関すること。 

文化財生涯学習班 
(文化財･生涯学習課長) 

① 社会教育施設等の応急対策等に関すること。 
② 文化財の応急対策に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 

保健厚生班 
(保健厚生課長) 

① 学校保健及び学校安全対策に関すること。 
② 学校給食の確保に関すること。 

会計部 
 
部長 
会計管理者 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

会計班 
(会計課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 応急対策経費の出納に関すること。 
④ 災害時の出納の処理方法に関すること。 
⑤ 災害救助基金の出納に関すること。 
⑥ 県内の災害に係る義援金の募集に関すること。 

契約･検査班 
(契約･検査課長) 

① 本部の応急対策に係る物品の購入に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

 
 

企業部 
 

 
 

○連絡調整員 
 

① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

経営推進班 
(経営推進課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 部の応急対策経費・物品の出納に関すること。 

電気班 
(電気事業課長) 

① 企業局発電施設の応急対策等に関すること。 

水道班 
(水道事業課長） 

① 県営水道施設の応急対策等に関すること。 
② 飲料水供給の応援に関すること。 

教育部 
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

教育政策班 
(教育政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 臨時休校、一斉下校等の状況把握及び報道機関への情報提供

に関すること。 
④ 教育施設における避難所開設の協力に関すること。 
⑤ 教育活動の再開に係る検討に関すること。 
⑥ 教職員の派遣に関すること。 
⑦ 児童及び生徒の被害状況の把握に関すること。 
⑧ 校舎待機児童及び生徒の状況把握に関すること。 
⑨ 児童及び生徒に対する心のケアに関すること。 
⑩ 文化財等の被害状況の把握に関すること。 

義務教育班 
(義務教育課長） 

① 公立幼稚園、小・中学校の災害情報収集・連絡活動に関する
こと。 

② 児童生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 公立幼稚園、小・中学校の応急対策に関すること。 
④ 児童生徒等の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 授業継続のための措置に関すること。 
⑥ 避難児童生徒等の応急教育に関すること。 
⑦ 被災した児童生徒への就学援助に関すること。 

高校教育班 
(高校教育課長) 

① 公立高等学校の災害情報収集・連絡活動に関すること。 
② 生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 公立高等学校の応急対策に関すること。 
④ 生徒の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 授業継続のための措置に関すること。 
⑥ 避難生徒の応急教育に関すること。 
⑦ 被災した生徒への授業料免除、就学援助に関すること。 
⑧ 避難所の開設・管理運営への協力に関すること。 

特別支援教育班 
(特別支援教育課長） 

① 特別支援学校の災害情報収集・連絡活動に関すること。 
② 児童生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 特別支援学校の応急対策に関すること。 
④ 児童生徒の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 住民等の避難収容活動に関すること。 
⑥ 授業継続のための措置に関すること。 
⑦ 避難児童生徒等の応急教育に関すること。 
⑧ 被災した児童生徒への就学援助に関すること。 
⑨ 被災した児童生徒の学用品の供給に関すること。 
⑩ 避難所の開設・管理運営への協力に関すること。 

教学指導班 
(教学指導課長) 

① 総合教育センターの応急対策等に関すること。 
② 被災した児童生徒の学用品の供給に関すること。 

心の支援班 
(心の支援課長) 

① 被災した児童生徒等の心のケアに関すること。 

文化財生涯学習班 
(文化財･生涯学習課長) 

① 社会教育施設等の応急対策等に関すること。 
② 文化財の応急対策に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 

保健厚生班 
(保健厚生課長) 

① 学校保健及び学校安全対策に関すること。 
② 学校給食の確保に関すること。 
③ 職員住宅等の被害情報収集、応急対策に関すること。 

スポーツ班 ① 体育施設の応急対策等に関すること。 

部長 
公営企業管理者 
部付 
企業局長 

部長 
教育長 
部付 
教育次長 

部長 
公営企業管理者 
部付 
企業局長 

部長 
教育長 
部付 
教育次長 
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非常参集職員の活動 
③ 職員住宅等の被害情報収集、応急対策に関すること。 

スポーツ班 
(スポーツ課長) 

① 体育施設の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

警察部 
 
○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
実施班 
(警備第二課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 災害警備の実施に関すること。 

犯罪予防班 
(生活安全企画課長) 
(生活環境課長) 

① 犯罪の予防に関すること。 
② 危険物の保安及び便乗悪質行為の防止、取締りに関するこ

と。 
交通規制班 
(交通規制課長) 

① 道路調査及び交通情報の収集、伝達に関すること。 
② 交通規制に関すること。 
③ 緊急通行車両等の確認事務に関すること。 

 
議会事務局 
監査委員事務局 
人事委員会事務局 
労働委員会事務局 

①各部の応援に関すること。 
(本部長または副本部長の要請により、上記各部の応援を行う。) 

【備考】 

・本部室の各担当は、危機管理防災部、企画振興部、総務部、県民文化部、産業労働部、農政部職員によって構成する。 

・上記企画振興部、総務部、県民文化部、産業労働部、農政部各班の分掌事務は、本部室以外のものである。 

・原子力災害対策に係る分掌事務は別に定める。 

室・部 
(室長、部長等) 

班 
(班 長) 

分  掌  事  務 

地方部 
地方部長 
(地域振興局長) 
 
副地方部長 

総務班 ① 本部組織の本部室、企画振興部、総務部、県民文化部及び会
計部の分掌事務の例による。 

環境班 ① 本部組織の環境部の分掌事務の例による。 
保健福祉班 ① 本部組織の健康福祉部の分掌事務の例による。 
農政班 ① 本部組織の農政部の分掌事務の例による。 
林務班 ① 本部組織の林務部の分掌事務の例による。 
商工班 ① 本部組織の産業労働部の分掌事務の例による。 
観光班 ① 本部組織の観光部の分掌事務の例による。 
建築班 ① 本部組織の建設部（建築住宅班、施設班の分掌事務に限る）

の分掌事務の例による。 
土木班 ① 本部組織の建設部の分掌事務の例による。（建築班の分掌事

務を除く） 
教育班 ① 本部組織の教育部の分掌事務の例による。 
警察班 ① 本部組織の警察部の分掌事務の例による。 

 
 
 

現地本部 
（ 現 地 本 部
長 ） 

班 
（班 長） 

分  掌  事  務 

そのつど本部
長が定める。 

同  左 
（同  左） 

① そのつど本部長が定める。 

注）各班が分掌事務を推進する場合、他の班と関連する事項のあるときは、それぞれ協議して実施するものとする 

(スポーツ課長) ② 部内等の応援に関すること。 
警察部 

 
○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
実施班 
(警備第二課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 災害警備の実施に関すること。 

犯罪予防班 
(生活安全企画課長) 
(生活環境課長) 

① 犯罪の予防に関すること。 
② 危険物の保安及び便乗悪質行為の防止、取締りに関するこ

と。 
交通規制班 
(交通規制課長) 

① 道路調査及び交通情報の収集、伝達に関すること。 
② 交通規制に関すること。 
③ 緊急通行車両等の確認事務に関すること。 

 
議会事務局 
監査委員事務局 
人事委員会事務局 
労働委員会事務局 

①各部の応援に関すること。 
(本部長または副本部長の要請により、上記各部の応援を行う。) 

【備考】 

・本部室の各担当は、危機管理防災部、企画振興部、総務部、県民文化部、産業労働部、農政部職員によって構成する。 

・上記企画振興部、総務部、県民文化部、産業労働部、農政部各班の分掌事務は、本部室以外のものである。 

・原子力災害対策に係る分掌事務は別に定める。 

室・部 
(室長、部長等) 

班 
(班 長) 

分  掌  事  務 

地方部 
地方部長 
(地域振興局長) 
 
副地方部長 

総務班 ① 本部組織の本部室、企画振興部、総務部、県民文化部及び会
計部の分掌事務の例による。 

環境班 ① 本部組織の環境部の分掌事務の例による。 
保健福祉班 ① 本部組織の健康福祉部の分掌事務の例による。 
農政班 ① 本部組織の農政部の分掌事務の例による。 
林務班 ① 本部組織の林務部の分掌事務の例による。 
商工班 ① 本部組織の産業労働部の分掌事務の例による。 
観光班 ① 本部組織の観光部の分掌事務の例による。 
建築班 ① 本部組織の建設部（建築住宅班、施設班の分掌事務に限る）

の分掌事務の例による。 
土木班 ① 本部組織の建設部の分掌事務の例による。（建築班の分掌事

務を除く） 
教育班 ① 本部組織の教育部の分掌事務の例による。 
警察班 ① 本部組織の警察部の分掌事務の例による。 

 
 
 

現地本部 
（ 現 地 本 部
長 ） 

班 
（班 長） 

分  掌  事  務 

そのつど本部
長が定める。 

同  左 
（同  左） 

① そのつど本部長が定める。 

注）各班が分掌事務を推進する場合、他の班と関連する事項のあるときは、それぞれ協議して実施するものとする 

 

地域振興局副局長 

県税事務所長 

保健福祉事務所長 

建設事務所長 

その他地方部長が 

指名する者 

本部長が指名する

職員 

部長 
警察本部長 
部付 
警務部長 
生活安全部長 
地域部長 
刑事部長 
交通部長 
警備部長 

地域振興局副局長 

県税事務所長 

保健福祉事務所長 

建設事務所長 

その他地方部長が 

指名する者 

本部長が指名する

職員 

部長 
警察本部長 
部付 
警務部長 
生活安全部長 
地域部長 
刑事部長 
交通部長 
警備部長 
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広域相互応援活動 
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第４節 広域相互応援活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 応援要請 

(1) 基本方針 

被災地方公共団体等においては、被害状況等の情報収集を早急に行い、他の地方

公共団体等に対して応援要請を行う必要性の有無を速やかに判断するとともに、必

要があると認めた場合は、直ちに応援要請、先遣隊の受入等を行い、効果的な災害

応急対策が実施できる体制の確立を図るものとする。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

 (ウ) 消防・警察以外に関する応援要請等（危機管理部） 

ａ 市町村長に対する要請 

知事は、市町村において実施する災害応急対策等が的確かつ円滑に行われるため、

特に必要があると認めるときは、他の市町村に対して応援すべきことを要請する。 

この場合において、知事は次の事項を示さなければならない。 

 

２ 応援体制の整備 

(1) 基本方針 

ア 相互応援協定等に基づく迅速な応援 

応援活動は、被災地方公共団体等が必要とする災害応急対策等を、迅速かつ的

確に行うことが重要となることから、地方公共団体等は、災害の発生を覚知した

ときは、事前に締結されている相互応援協定等に基づき、速やかに情報収集を行

うとともに、応援体制を整え、要請を受けた場合は、早急に出動する必要がある。 

なお、地方公共団体等は職員を派遣する場合，地域や災害の特性等を考慮した

職員の選定に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第４節 広域相互応援活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 応援要請 

(1) 基本方針 

被災地方公共団体等においては、被害状況等の情報収集を早急に行い、他の地方

公共団体等に対して応援要請を行う必要性の有無を速やかに判断するとともに、必

要があると認めた場合は、直ちに応援要請、先遣隊の受入等を行い、効果的な応急

措置が実施できる体制の確立を図るものとする。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

(ウ) 消防・警察以外に関する応援要請等（危機管理部） 

ａ 市町村長に対する要請 

知事は、市町村において実施する応急措置等が的確かつ円滑に行われるため、特

に必要があると認めるときは、他の市町村に対して応援すべきことを要請する。 

この場合において、知事は次の事項を示さなければならない。 

 

２ 応援体制の整備 

(1) 基本方針 

ア 相互応援協定等に基づく迅速な応援 

応援活動は、被災地方公共団体等が必要とする応急措置等を、迅速かつ的確に

行うことが重要となることから、地方公共団体等は、災害の発生を覚知したとき

は、事前に締結されている相互応援協定等に基づき、速やかに情報収集を行うと

ともに、応援体制を整え、要請を受けた場合は、早急に出動する必要がある。 
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自衛隊の災害派遣 

 
新   旧 

 

 
第６節 自衛隊の災害派遣 

第１ 基本方針 

  災害に際して、人命又は財産の保護のため必要と認め、公共性・緊急性・非代替性を

満たす場合、自衛隊法第83条第1項に基づき、県知事は自衛隊の災害派遣を要請する。 

また、災害対策法第68条の２に基づき、市町村長は県知事に対し、災害派遣の要請を

するよう求めることができる。 

自衛隊が派遣された場合は、派遣部隊の円滑な活動を確保するため、県等は、派遣部

隊と密接に連絡調整を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 派遣要請 

(1) 基本方針 

災害時における被害の拡大を防ぎ、迅速な救助を行うために、県は、自衛隊との事

前の情報交換に努めるとともに、災害時の情報収集を速やかに行い、必要があれば直

ちに派遣要請を行い、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合には、直ちにそ

の旨を自衛隊に連絡する。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（全部局） 

(ウ) 派遣要請系統 

自衛隊災害派遣要請の手続系統は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要請文書の宛先・連絡先 

要請文書の宛先 

陸上自衛隊第13普通科連隊長 

（松本市高宮西１－１） 

連絡先 

時  間  内 時  間  外 

  
第６節 自衛隊の災害派遣 

第１ 基本方針 

  災害に際して、人命又は財産の保護のため必要と認め、公共性・緊急性・非代替性を

満たす場合、自衛隊法第83条第1項に基づき、自衛隊の災害派遣を要請する。 

自衛隊が派遣された場合は、派遣部隊の円滑な活動を確保するため、県等は、派遣部

隊と密接に連絡調整を行う。 

   

 

 

第３ 活動の内容 

１ 派遣要請 

(1) 基本方針 

災害時における被害の拡大を防ぎ、迅速な救助を行うために、県は、自衛隊との事

前の情報交換に努めるとともに、災害時の情報収集を速やかに行い、必要があれば直

ちに派遣要請を行い、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合には、直ちにそ

の旨を自衛隊に連絡する。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（全部局） 

(ウ) 派遣要請系統 

自衛隊災害派遣要請の手続系統は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要請文書の宛先・連絡先 

要請文書の宛先 

陸上自衛隊第13普通科連隊長 

（松本市高宮西１－１） 

連絡先 

時  間  内 時  間  外 

 

指定地方行政機関等の長 

地域振興局長 

第13普通科連隊長 

（松本駐屯地司令） 

危機管理部長 

（危機管理防災課） 
警察本部長 

（警備第二課） 

警察署長 

交  番 

駐 在 所 

通    知 

(知事への要請要求が出来ない場合) 

知  事 

市 町 村 長 

現地機関の長 

関係部長 

連絡調整 連絡調整 

自衛隊連絡班 

要 請 

連絡班が県庁に 

派遣されている場合 

指定地方行政機関等の長 

地域振興局長 

第13普通科連隊長 

（松本駐屯地司令） 

危機管理部長 

（危機管理防災課） 
警察本部長 

（警備第二課） 

警察署長 

交  番 

駐 在 所 

通    知 

(知事への要請要求が出来ない場合) 

知  事 

市 町 村 長 

現地機関の長 

関係部長 

連絡調整 連絡調整 

自衛隊連絡班 

要 請 

連絡班が県庁に 

派遣されている場合 



風水害対策編 第３章第６節 

自衛隊の災害派遣 

第３科長 

TEL 

NTT 0263-26-2766(内線235) 

防災行政無線 81-535-79 

FAX 

NTT 0263-26-2766(内線239) 

防災行政無線 81-535-76 

駐屯地当直司令 

TEL 

NTT 0263-26-2766(内線301) 

防災行政無線 81-535-61 

FAX 

NTT 0263-26-2766(内線239) 

防災行政無線 81-535-62 

 

２ 派遣部隊との連絡調整 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ア) 部隊等との連絡調整者 

部隊等との本庁及び現地における連絡調整は、その災害の状況により次の区分によ

る。 

区       分 統括連絡調整者 現地連絡調整者 

県災害対策本部が置かれていない場

合 
危 機 管 理 部 長 地域振興局長等 

県災害対策本部が置かれている場合 災害対策本部長 地 方 部 長 

県現地本部が置かれている場合 災害対策本部長 現 地 本 部 長 
 

第３科長 

TEL 

NTT 0263-26-2766(内線235) 

防災行政無線 81-535-79 

FAX 

NTT 0263-26-2766(内線239) 

防災行政無線 81-535-76 

駐屯地当直司令 

TEL 

NTT 0263-26-2766(内線301) 

防災行政無線 81-535-79 

FAX 

NTT 0263-26-2766(内線239) 

防災行政無線 81-535-76 

 

２ 派遣部隊との連絡調整 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ア) 部隊等との連絡調整者 

部隊等との本庁及び現地における連絡調整は、その災害の状況により次の区分によ

る。 

区       分 統括連絡調整者 現地連絡調整者 

災害対策本部が置かれていない場合 危 機 管 理 部 長 地域振興局長等 

災害対策本部が置かれている場合 災害対策本部長 地 方 部 長 

現地本部が置かれている場合 災害対策本部長 現 地 本 部 長 
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救助・救急・医療活動 
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第７節 救助・救急・医療活動 

第３ 活動の内容 

２ 医療活動 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ス) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して，また，災害派遣医療チ

ーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降，日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ），日本赤

十字社，独立行政法人国立病院機構，国立大学病院，日本歯科医師会，日本薬剤師

会，日本看護協会，民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て，避難所，

救護所も含め，被災地における医療提供体制の確保・継続を図るものとし，その調

整に当たっては災害医療コーディネーターを活用するものとする。その際，医療チ

ーム等の交代により医療情報が断絶することのないよう，被災地における診療情報

の引継ぎが適切に実施されるよう，努める。 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

 (サ) 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院は、県か

らの要請に基づき、ドクターヘリによる救急搬送等の医療救護活動を行うものとす

る。 

 

  
第７節 救助・救急・医療活動 

第３ 活動の内容 

２ 医療活動 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ス) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して，また，災害派遣医療チ

ーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降，日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ），日本赤

十字社，独立行政法人国立病院機構，国立大学病院，日本歯科医師会，民間医療機

関等からの医療チーム派遣等の協力を得て，避難所，救護所も含め，被災地におけ

る医療提供体制の確保・継続を図るものとし，その調整に当たっては災害医療コー

ディネーターを活用するものとする。その際，医療チーム等の交代により医療情報

が断絶することのないよう，被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施される

よう，努める。 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(サ) 長野厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部附属病院は、県からの要請に基づき、

ドクターヘリによる救急搬送等の医療救護活動を行うものとする。 
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緊急輸送活動 
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第１０節 緊急輸送活動 

第３ 活動の内容 

２ 緊急交通路確保のための交通規制等 

(2) 実施計画 

イ【道路管理者による措置命令等】 

 道路管理者等は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行

車両の通行を確保するため緊急の必要のあるときは、運転者等に対し車両の移

動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管理者等は、自ら

車両の移動等を行う。 

 

３ 緊急交通路確保のための応急復旧 

(1) 基本方針 

県警察が行う緊急交通路確保計画と整合しながら、第１次確保路線から順次応急

復旧を推進するものとし、第１次確保路線復旧が困難な場合は第２次確保路線、第

２次確保路線が困難な場合は指定路線以外の道路を緊急交通路として確保するもの

とする。 

また、応急復旧に当たっては各機関が連絡協議し、優先順位をもって、できるか

ぎり早期の緊急交通路確保に留意するものとする。 

     (2) 実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ウ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し，被災状況の迅

速な把握，被災地へのアクセス確保，被害の発生及び拡大の防止，被災地の早期復旧そ

の他災害応急対策など，交通の確保に関して被災地方公共団体等が行う活動に対する支

援を実施するものとする。 

 

 

  
第１０節 緊急輸送活動 

第３ 活動の内容 

２ 緊急交通路確保のための交通規制等 

(2) 実施計画 

イ【道路管理者による措置命令等】 

 道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車

両の通行を確保するため緊急の必要のあるときは、運転者等に対し車両の移動

等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両

の移動等を行う。 

 

３ 緊急交通路確保のための応急復旧 

(1) 基本方針 

県警察が行う緊急交通路確保計画と整合しながら、第１次確保路線から順次応急

復旧を推進するものとし、第１次確保路線復旧が困難な場合は第２次確保路線、第

２次確保路線が困難な場合は指定路線以外の道路を緊急交通路として確保するもの

とする。 

また、応急復旧に当たっては各機関が連絡協議し、優先順位をもって、できるか

ぎり早期の緊急交通路確保に留意するものとする。 

     (2) 実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ウ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し，被災状況の迅

速な把握，被害の発生及び拡大の防止，被災地の早期復旧その他災害応急対策など，交

通の確保に関して被災地方公共団体等が行う活動に対する支援を実施するものとする。 
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第１２節 避難受入及び情報提供活動 

第３ 活動の内容 

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急） 

(2) 実施計画 

ア 実施機関 

(ア) 実施事項 機 関 等 根 拠 対象災害 

避難勧告 市町村長 災害対策基本法第60条 災害全般 

避難指示（緊急） 

 

市町村長 〃 〃 

水防管理者 水防法第29条 洪水 

知事又はその

命を受けた職

員 

水防法第29条・地すべり

等防止法第25条 

洪水及び地すべ

り災害全般 

警察官 

 

災害対策基本法第61条 

警察官職務執行法第４条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第94条 〃 

避難所の開設、受入

れ 
市町村長   

(イ) 知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができ

なくなったときは、前表における市町村長の事務を、市町村長に代わって行う。 

(ウ) 県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、市町村から求めがあった場合には、

その所掌事務に関し、避難指示（緊急）又は避難勧告の対象地域、発令及び解除の

判断時期等について助言するものとする。また、都道府県は、時機を失することな

く避難勧告等が発令されるよう、市町村に積極的に助言するものとする。 

 

ウ 避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始及び報告、通知等 

(ア) 市町村長の行う措置 

ａ 避難指示（緊急）、避難勧告 

(d) 長野県・長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫警戒情報、氾濫危険情報、

氾濫発生情報）が発表され、避難を要すると判断される地域 

(e) 関係機関から豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要すると判断され

た地域 

(f) 河川が氾濫注意水位・避難判断水位を突破し、洪水のおそれがある地域 

ｂ 避難準備・高齢者等避難開始 

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要配慮者等、特に避難行動に時間

を要する者が避難行動を開始しなければならない段階、または今後の状況により早

めの避難が必要と判断される状況で特に必要があると認めるときは、上記aの地域の

居住者、滞在者その他の者に対し、避難準備・高齢者等避難開始を伝達するものと

する。 

(a) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫注意情報）が発表さ

れ、避難を要すると判断される地域 

 

ｃ 報告（災害対策基本法第60条等） 

 

 

 

（報告様式は第２節災害情報の収集・連絡活動第２の４参照） 

  
第１２節 避難受入及び情報提供活動 

第３ 活動の内容 

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急） 

(2) 実施計画 

ア 実施機関 

(ア) 実施事項 機 関 等 根 拠 対象災害 

避難勧告 市町村長 災害対策基本法第60条 災害全般 

避難指示（緊急） 

 

市町村長 〃 〃 

水防管理者 水防法第29条 洪水 

知事又はその

命を受けた職

員 

水防法第29条・地すべり

等防止法第25条 

洪水及び地すべ

り災害全般 

警察官 

 

災害対策基本法第61条 

警察官職務執行法第４条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第94条 〃 

避難所の開設、受入

れ 
市町村長   

(イ) 知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができ

なくなったときは、前表における市町村長の事務を、市町村長に代わって行う。 

(ウ) 県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、市町村から求めがあった場合には、

その所掌事務に関し、避難指示（緊急）又は避難勧告の対象地域、発令及び解除の

判断時期等について助言するものとする。 

 

 

ウ 避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始及び報告、通知等 

(ア) 市町村長の行う措置 

ａ 避難指示（緊急）、避難勧告 

(d) 長野県・長野地方気象台から共同で洪水予報（はん濫警戒情報、はん濫危険情

報、はん濫発生情報）が発表され、避難を要すると判断される地域 

(e) 関係機関から豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要すると判断され

た地域 

(f) 河川がはん濫注意水位・避難判断水位を突破し、洪水のおそれがある地域 

ｂ 避難準備・高齢者等避難開始 

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要配慮者等、特に避難行動に時間

を要する者が避難行動を開始しなければならない段階、または今後の状況により早

めの避難が必要と判断される状況で特に必要があると認めるときは、上記aの地域の

居住者、滞在者その他の者に対し、避難準備・高齢者等避難開始を伝達するものと

する。 

(a) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（はん濫注意情報）が発表

され、避難を要すると判断される地域 

 

ｃ 報告（災害対策基本法第60条等） 

 

 

 

（報告様式は第２節災害情報の収集・連絡活動第２の４参照） 

 

市 町 村 長 知   事 

（報 告） 

（地域振興局長経由） 

市町村 長 知   事 

（報 告） 

（地域振興局長経由） 
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避難受入及び情報提供活動 

※ 避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、知事に報告す

る。 

        

(イ) 水防管理者の行う措置 

ａ 指示 

水防管理者は、洪水の氾濫により危険が切迫していると認めたときは、その

地域内の居住者に対し、避難の立ち退きを指示する。 

ｂ 通知（水防法第29条） 

 

 

 

 

カ 住民への周知 

(オ) 県及び市町村は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者利用施設や地下街等の

施設管理者等及び地方国きょう団体職員に対して警報等が確実に伝わるよう、関係

事業者の協力を得つつ、市町村防災行政無線(個別受信機を含む)、Ｌアラート（災

害情報共有システム）、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディ

ア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を活用して、警報等の伝達手段の多重化・多

様化に努めるものとする。 

 

７ 被災者等への的確な情報伝達 

(2) 実施計画 

ア【県及び市町村が実施する対策】（危機管理部） 

(ア)  県及び市町村は、被災者のニーズを十分把握し,被害の情報、二次災害の危険

性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状

況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する

情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつ

きめ細やかな情報を適切に提供するものとする。なお,その際，要配慮者，住宅

での避難者，応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者，所在を把握

できる広域避難者，在日外国人，訪日外国人に配慮した伝達を行うものとする。 

 

 

※ 避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、知事に報告す

る。 

        

(イ) 水防管理者の行う措置 

ａ 指示 

水防管理者は、洪水のはん濫により危険が切迫していると認めたときは、そ

の地域内の居住者に対し、避難の立ち退きを指示する。 

ｂ 通知（水防法第29条） 

 

 

 

 

カ 住民への周知 

(オ) 県及び市町村は、関係事業者の協力を得つつ、市町村防災行政無線、Ｌアラート

（災害情報共有システム）、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメ

ディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を活用して、警報等の伝達手段の多重化・

多様化に努めるものとする。 

 

 

 

７ 被災者等への的確な情報伝達 

(2) 実施計画 

ア【県及び市町村が実施する対策】（危機管理部） 

(ア) 県及び市町村は、被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、

ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関

連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者

生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適

切に提供するものとする。 

 

 

 

 

 

水防管理者 警察署 長 

（通 知） 

水防管理者 警察署 長 

（通 知） 
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飲料水の調達供給活動 

 新   旧  

 第１５節 飲料水の調達供給活動 
  

第３ 活動の内容 

２ 飲料水の供給 

(2) 実施計画 

イ【水道事業者等が実施する対策】 

（ア） 県企業局が実施する対策 

a 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 

b 管路の点検を行い、優先して重要給水施設へ飲料水を供給する。 

c 給水車により、市町村が設置した飲料水供給場所へ飲料水を供給する。 

d 「安心の蛇口」設置個所では、組立式応急給水栓による、飲料水の供給に協力する。 

e ボトルウォーター「川中島の水」や給水袋等の給水資材を、市町村が設置した飲料

水供給場所へ供給・配布する活動を市町村と協力して行う。 

f 市町村が行う飲料水の供給作業への協力を行う。 

g  給水車の出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 

h 給水区域の市町村と締結した災害協定に基づき、次の取り組みを行う。 

(a) 被災状況、断水状況、復旧見通し等を市町村へ連絡をする等情報共有を図る。 

 (b)市町村の応急対策方針を踏まえて、市町村と連携して応急給水を行う。 

 (c)応急給水活動で水を補給する施設及び設備（配水池、予備水源、安心の蛇口 

等）を市町村と相互利用する。 

 (d)市町村と協力して、住民に対し飲料水の供給等に関する広報活動を行う。 

 

  第１５節 飲料水の調達供給活動 
  

第３ 活動の内容 

２ 飲料水の供給 

(2) 実施計画 

イ【水道事業者等が実施する対策】 

（ア） 県企業局が実施する対策 

a 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 

b 管路の点検を行い、優先して重要給水施設へ飲料水を供給する。 

c 給水車により、市町村が設置した飲料水供給場所へ飲料水を供給する。 

d 「安心の蛇口」設置個所では、組立式応急給水栓による、飲料水の供給に協力する。 

e ボトルウォーター「川中島の水」や給水袋等の給水資材を、市町村が設置した飲料

水供給場所へ供給・配布する活動を市町村と協力して行う。 

f 市町村が行う飲料水の供給作業への協力を行う。 
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保健衛生、感染症予防活動 

 
新   旧 

 

 
第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（健康福祉部） 

(エ) 安全かつ確実な食料の提供のために、市町村の協力を得ながら以下の対策を行う。 

ａ 被災者の食料確保の状況を把握し、必要に応じ栄養指導を行う。 

ｂ 炊き出しによる現場給食の栄養指導・食品衛生指導を行う。 

ｃ 給与食品（救護食品を含む）の栄養管理等の指導、保管場所、保管方法及び運搬

方法の衛生指導を行う。 

ｄ 必要に応じ給与食品（救護食品を含む）の検査を行い、不良食品の排除に努める。 

ｅ 災害発生の季節・気象状況に的確に対応した食品衛生指導を行う。 

ｆ 被害食品の状況に応じ、食品衛生上の危害防止のため必要な措置をとる。 

 

 

 

  
第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（健康福祉部） 

(エ) 安全かつ確実な食料の提供のために、市町村の協力を得ながら以下の対策を行う。 

ａ 被災者の食料確保の状況を把握し、必要に応じ栄養指導を行う。 

ｂ 炊き出しによる現場給食の栄養指導・食品衛生指導を行う。 

ｃ 給与食品（救護食品を含む）の栄養管理等の指導、保管場所、保管方法及び運搬

方法の衛生指導を行う。 

ｄ 必要に応じ給与食品（救護食品を含む）の検査を行い、不良食品の排除に努める。 

ｅ 災害発生の季節・気象状況に的確に対応した食品衛生指導を行う。 

ｆ 被災食品の措置をとる。 

ｇ 食品関係営業施設における被害食品の状況を調査し、食品衛生上の危害防止のた

め必要な措置をとる。 
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危険物施設等応急活動 

 
新   旧 

 

 
第２１節 危険物施設等応急活動  

第３ 活動の内容 

８ 石綿使用建築物等応急対策  

(1) 基本方針  

大規模災害発生時において、石綿使用建築物等の損傷等による石綿の飛散状況の

確認や飛散防止の応急対策を石綿含有建材に関する知識を有する技術者等の協力を

得て実施し、周辺住民の安全を確保する。 

 

  
第２１節 危険物施設等応急活動  

第３ 活動の内容 

８ 石綿使用建築物等応急対策  

(1) 基本方針  

大規模災害発生時において、石綿使用建築物等の損傷等による石綿の飛散状況の

確認や飛散防止の応急対策を実施し、周辺住民の安全を確保する。 
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上水道施設応急活動 

 
新   旧 

 

 
第２４節 上水道施設応急活動 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

(2)【水道事業者等が実施する対策】  

ア 県企業局が実施する対策 

(ア) 「大規模地震時の初動マニュアル」により、水道施設の点検・操作、被害状況の

把握を行う。 

(イ) 長野県営水道指定給水装置工事事業者へ災害時応急措置協定により協力を依頼す

るとともに、工事の発注を行う。 

(ウ) 本復旧に時間を要する地区については、必要に応じ優先順位を定め、仮配管から

配水を行う。 

（エ）関係する市町村と協力して、住民に対し飲料水の供給等に関する広報活動を行う。 

 

 

  
第２４節 上水道施設応急活動 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

(2)【水道事業者等が実施する対策】  

ア 県企業局が実施する対策 

(ア) 「大規模地震時の初動マニュアル」により、水道施設の点検・操作、被害状況の

把握を行う。 

(イ) 長野県営水道指定給水装置工事事業者へ災害時応急措置協定により協力を依頼す

るとともに、工事の発注を行う。 

(ウ) 本復旧に時間を要する地区については、必要に応じ優先順位を定め、仮配管から

の取り出しを認める。 

 

 

 

 

 



風水害対策編 第３章第 34 節 

ため池災害応急活動 

 
新   旧 

  

 
第３４節 ため池災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

(1) 基本方針 

ため池が決壊した場合、もしくは決壊のおそれが生じた場合は、速やかに位置、被

害状況等を把握するとともに、応急工事を実施する。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（農政部） 

(ア) ため池が決壊した場合等においては、速やかに被害状況について情報を入手する。 

(イ) 応急工事が早急に実施できるよう市町村及び関係機関に協力する。 

 

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 被害が生じた場合は、速やかに県及び関係機関へ報告するものとする。 

(イ) 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させるものとする。 

(ウ) 被害を拡大させないよう早急に応急工事を実施するものとする。 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ア) 管理団体において、ため池に決壊のおそれが生じた場合、住民の避難が迅速に行

えるよう速やかに市町村へ報告するものとする。 

(イ) 災害の発生により堤体に亀裂等が確認され決壊のおそれが生じた場合、緊急に取

水施設を操作し貯留水を放流するものとする。 

(ウ) 市町村が実施する応急対策について協力するものとする。 

  
第３４節 ため池災害応急活動 

  

第３ 活動の内容 

(1) 基本方針 

ため池が決壊した場合、もしくは決壊のおそれが生じた場合は、速やかに位置及

び被害状況等を把握するとともに、応急工事を実施する。 

  

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（農政部） 

(ア) ため池の決壊時等において、速やかにため池の被害状況等について情報を入手す

る。 

(イ) 応急工事が早急に実施できるよう市町村及び関係機関に協力する。 

  

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 被害が生じた場合は、速やかに県、関係機関へ通報するものとする。 

(イ) 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させるものとする。 

(ウ) 被害を拡大させないよう早急に応急工事を実施するものとする。 

  

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ア) 管理団体において、ため池に決壊のおそれが生じた場合、住民の避難が迅速に行

えるよう速やかに市町村に通報するものとする。 

(イ) 災害の発生により堤体に亀裂等が確認され決壊のおそれが生じた場合、緊急に取

水施設を操作し貯留水を放流するものとする。 

(ウ) 市町村が実施する応急対策について協力するものとする。 
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文教活動 

 
新   旧 

 

 
第３６節 文教活動 

第３ 活動の内容 

１ 児童生徒等に対する避難誘導 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（県民文化部、教育委員会） 

 

２ 応急教育計画 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、災害

発生時の対応、応急教育に関する対策について県立学校及び市町村教育委員会を指

導及び支援する。 

ｃ 学校給食の確保 

学校給食用物資の補給に支障をきたしているときは、（財）長野県学校給食会等と

連絡をとり、必要な措置をとる。 

 

  
第３６節 文教活動 

第３ 活動の内容 

１ 児童生徒等に対する避難誘導 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（総務部、県民文化部、教育委員会） 

 

２ 応急教育計画 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、災害

発生時の対応、応急教育に関する対策について県立学校及び市町村教育委員会を指

導及び支援する。 

ｃ 学校給食の確保 

学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたしている

ときは、（財）長野県学校給食会等と連絡をとり、必要な措置をとる。 
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第３７節 飼養動物の保護対策 

 

第２ 主な活動 

被災地域における負傷又は放浪動物の保護活動及び避難所におけるペットの適正な飼

育を行う。 

 

  
第３７節 飼養動物の保護対策 

 

第２ 主な活動 

被災地域における負傷又は放し飼い状態の動物の保護活動及び避難所におけるペット

の適正な飼育を行う。 
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ボランティアの受入れ態勢 
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第３８節 ボランティアの受入れ体制 

  

第１ 基本方針 

災害時においては、大量かつ広範なボランティアニーズが発生し、それに迅速的確に

対応することが求められる。 

事前に登録されたボランティアの受入れはもとより、災害時に全国各地から集まる未

登録のボランティア、ＮＰＯ・ＮＧＯ、企業等についても、窓口を設置し適切な受入れ

を行い、ボランティア活動が円滑に行われるよう努めるものとする。 

  

第２ 主な活動 

１ ボランティアニーズの把握を行うとともに、ボランティアの受入れ体制の確保に努める

とともに、被災地で支援活動を行っているボランティア団体等と情報を共有する場を設置

し、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開する。 

２ 必要に応じてボランティアの活動拠点を設置し、資機材等の提供を行う等、その活動を

支援する。 

  

第３ 活動の内容 

１ 被災地のニーズの把握と受入れ体制の確保 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

(ア) 市町村、防災関係機関と連携し、被災地におけるボランティアニーズの把握に努

めるとともに、幅広い広報伝達手段を使いボランティア情報の提供に努める。 

(イ) ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターが主導して行うボランテ

ィアの受入れ、需給調整、相談指導等の活動に対し支援を行う。 

(ウ) 長野県社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の

ボランティア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支

援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開するとともに、ボランティ

アを行っている者の生活環境について配慮する。 

 

  

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 被災地におけるボランティアニーズの把握に努めるとともに、ボランテイア情報

の広報に努めるものとする。 

(イ) ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターが主導して行うボランテ

ィアの受入れ、需給調整、相談指導等の活動に対し支援を行うものとする。 

(ウ) 市町村社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の

ボランティア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支

援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開するとともに、ボランティ

アを行っている者の生活環境について配慮する。 

 

(エ) ボランティアの需給状況等について、随時県災害対策本部に報告するものとする

ものとする。 

 

エ【広域的災害ボランティア支援団体のネットワークが実施する対策】 

（ア）被災者のニーズ及び支援状況の情報を集約し、全体像の把握に努める。 

（イ）県及び市町村の災害対策本部との連携のもとに、支援活動に必要な情報共有

  
第３８節 ボランティアの受入れ体制 

  

第１ 基本方針 

災害時においては、大量かつ広範なボランティアニーズが発生し、それに迅速的確に

対応することが求められる。 

事前に登録されたボランティアの受入れはもとより、災害時に全国各地から集まる未

登録のボランティアについても、窓口を設置し適切な受入れを行い、ボランティア活動

が円滑に行われるよう努めるものとする。 

  

第２ 主な活動 

１ ボランティアニーズの把握を行うとともに、ボランティアの受入れ体制の確保に努める。 

 

 

２ 必要に応じてボランティアの活動拠点を設置し、資機材等の提供を行う等、その活動を

支援する。 

  

第３ 活動の内容 

１ 被災地のニーズの把握と受入れ体制の確保 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（健康福祉部） 

(ア) 市町村、防災関係機関を通じ被災地におけるボランティアニーズの把握に努める

とともに、幅広い広報伝達手段を使いボランティア情報の提供に努める。 

(イ) ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターが主導して行うボランテ

ィアの受入れ、需給調整、相談指導等の活動に対し支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 被災地におけるボランティアニーズの把握に努めるとともに、ボランテイア情報

の広報に努めるものとする。 

(イ) ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターが主導して行うボランテ

ィアの受入れ、需給調整、相談指導等の活動に対し支援を行うものとする。 

(ウ) ボランティアの需給状況等について、随時県災害対策本部に報告するものとする

ものとする。 
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ボランティアの受入れ態勢 

の場を整備し、支援者間の連絡調整を図る。 

（ウ）必要に応じて被災者支援に関する支援策の提言などを行う。 

 

オ【その他ＮＰＯ・ＮＧＯ等が実施する対策】 

被災者支援に際しては、情報を共有する場等を活用し、長野県社会福祉協議会、 

被災地を管轄する市町村社会福祉協議会及び広域的災害ボランティア支援団体

のネットワークとの連携に努める。 

 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

(2) 実施計画 

ア【県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部）及び市町村が実施する対策】 

必要に応じボランティアに対し、活動上の安全確保及び物資等の提供を行い、

ボランティア活動の支援を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

(2) 実施計画 

ア【県（健康福祉部）及び市町村が実施する対策】 

必要に応じボランティアに対し、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提

供及び物資等の提供を行い、ボランティア活動の支援を行うものとする。 
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NPO・NGO 等との連携 
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（削除） 

  
第３９節 ＮＰＯ・ＮＧＯ等との連携 

  

第１ 基本方針 

大規模災害発生時には、行政による被災者支援には限界があることから、ＮＰＯ・Ｎ

ＧＯ等の市民セクターや企業など、様々な民間団体による被災者支援が期待されるとこ

ろである。 

そのため、民間団体からの支援を迅速かつ有効に活用できるよう連携体制の構築に努

めるものとする。 

  

第２ 主な活動 

１ 災害時における民間団体からの支援の在り方やＮＰＯ・ＮＧＯ等との連携体制の在

り方について検討する。 

２ 国内の主要な災害ボランティア団体と行政・企業との連絡窓口となるＮＰＯ・ＮＧ

Ｏ等との連携体制の構築に努める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 民間団体からの支援の結集と活用 

(1) 基本方針 

民間団体からの支援を迅速、有効に活用するためには、被災地のニーズや支援情

報を集約し、支援者間の連携促進と支援の調整を行う必要がある。 

  

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部・県民文化部・健康福祉部） 

(ア) 国内の災害ボランティア団体・企業と行政との連携を図るため、高度な専門性を

有する広域的災害ボランティア支援団体のネットワークとの連携に努める。 

(イ) 官民協働による円滑な被災者支援が行えるよう、長野県社会福祉協議会、ＮＰＯ・

ＮＧＯ等及び防災関係機関との調整を行う。 

(ウ) 長野県社会福祉協議会，地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の

ボランティア団体等と，情報を共有する場を設置するなどし，被災者のニーズや支

援活動の全体像を把握し，連携のとれた支援活動を展開するとともに，ボランティ

アを行っている者の生活環境について配慮する。 

   

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 国内の災害ボランティア団体・企業と行政との連携を図るため、高度な専門性を

有する広域的災害ボランティア支援団体のネットワークとの連携に努めるものとす

る。 

(イ) 官民協働による円滑な被災者支援が行えるよう、社会福祉協議会、ＮＰＯ・ＮＧ

Ｏ等及び防災関係機関との調整を行うものとする。 

(ウ) 社会福祉協議会，地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボラン

ティア団体等と，情報を共有する場を設置するなどし，被災者のニーズや支援活動

の全体像を把握し，連携のとれた支援活動を展開するとともに，ボランティアを行

っている者の生活環境について配慮するものとする。 

 

ウ【広域的災害ボランティア支援団体のネットワークが実施する対策】 

（ア）被災者のニーズ及び支援状況の情報を集約し、全体像の把握に努める。 

（イ）支援活動に必要な情報共有の環境を整備し、支援者間の連絡調整を図る。 
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NPO・NGO 等との連携 

（ウ）必要に応じて被災者支援に関する支援策の提言などを行う。 

 

エ【その他ＮＰＯ・ＮＧＯ等が実施する対策】 

被災者支援に際しては、長野県社会福祉協議会、被災地を管轄する市町村社会福祉

協議会及び広域的災害ボランティア支援団体のネットワークとの連携に努める。 
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第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 活動の内容 

11 被災者台帳の作成 

(1) 基本方針 

     災害による被災者を総合的かつ効率的な援護の実施の基礎とするため、被災者に

関する情報を一元整理した被災者台帳の積極的な作成および活用を図る。 

  
第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 活動の内容 

11 被災者台帳の作成 

(1) 基本方針 

     災害による被災者を総合的かつ効率的な援護の実施の基礎とするため、被災者に

関する情報を一元整理した被災者台帳の作成を行う。 
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第１節 地震に強い県づくり 

 

第３ 計画の内容 

２ 地震に強いまちづくり 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 地震に強い都市構造の形成 

 ａ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各避難所への支援物資を届けるため

の緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道路のア

クセス強化等、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防

災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急

輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図る

ため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、

無電柱化の促進を図る。 

 

(イ) 建築物等の安全化 

ａ 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な

施設、要配慮者利用施設等について、耐震性の確保に特に配慮する。 

特に、県有施設の内、多数の者が利用する学校や防災上重要な拠点となる庁

舎等で、耐震性能が低い建築物について、平成19年11月に策定した「県有施設耐

震化整備プログラム（平成23年度改定）」及び「第二期県有施設耐震化整備プロ

グラム（平成28年３月策定）」に基づき、計画的な耐震化を推進するとともに、

構造躯体の耐震化に合わせ、天井や建具などの非構造部材や建築設備の耐震改修

に努める。 

県営住宅については、老朽化等の状況を踏まえ、改善、建替え等を実施し、

その適正な維持管理に努める。 

 

e  災害時の拠点となる庁舎，指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等

により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるものとする。 

f 指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に

安全確保対策を進めるものとする。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

 (イ) 建築物等の安全化 

e  災害時の拠点となる庁舎，指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等

により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるものとする。 

f 指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に

安全確保対策を進めるものとする。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

 (カ) 災害応急対策等への備え 

ｄ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管

理・輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておく、輸送拠点として活用可

能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業

者のノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

  
第１節 地震に強い県づくり 

 

第３ 計画の内容 

２ 地震に強いまちづくり 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 地震に強い都市構造の形成 

 ａ 緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道路のア

クセス強化等、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防

災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急

輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図る

ため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、

無電柱化の促進を図る。 

 

 

 (イ) 建築物等の安全化 

ａ 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な

施設、要配慮者利用施設等について、耐震性の確保に特に配慮する。 

特に、県有施設の内、多数の者が利用する学校や防災上重要な拠点となる庁

舎等で、耐震性能が低い建築物について、平成19年11月に策定した「県有施設耐

震化整備プログラム（平成23年度改定）」に基づき、計画的な耐震化を推進する

とともに、構造躯体の耐震化に合わせ、天井や建具などの非構造部材や建築設備

の耐震改修に努める。 

県営住宅については、老朽化等の状況を踏まえ、改善、建替え等を実施し、

その適正な維持管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

イ【市町村が実施する計画】 

 (イ) 建築物等の安全化 

 

 

 

 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

 (カ) 災害応急対策等への備え 

ｄ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事

業者のノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 
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避難の受入活動計画 
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第１０節 避難の受入活動計画 

第３ 計画の内容  

４ 住宅確保体制の整備  

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（建設部）  

 (ウ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(一社)長野県宅地建物取引業協会、（公社）

全日本不動産協会長野県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会との協定

に基づき連携を強化する。（建設部） 

  
第１０節 避難の受入活動計画 

第３ 計画の内容  

４ 住宅確保体制の整備  

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（建設部）  

 (ウ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(一社)長野県宅地建物取引業協会との協定に

基づき連携を強化する。（建設部） 
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上水道施設災害予防計画 
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第１８節 上水道施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

水道施設・設備の整備及び安全性の確保 

２ 実施計画 

イ【水道事業者等が実施する計画】 

(ア) 県企業局が実施する計画 

ａ 基幹管路及び重要給水施設へ至る管路の耐震化を推進する。 

ｂ 浄水場等の基幹施設の耐震化を推進する。 

 

g  復旧資材の備蓄を行う。 

h  避難所、病院等の災害時の拠点となる施設の情報を反映した配管図等の整備を行

う。 

  
第１８節 上水道施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

水道施設・設備の整備及び安全性の確保 

２ 実施計画 

イ【水道事業者等が実施する計画】 

(ア) 県企業局が実施する計画 

ａ 基幹管路及び重要給水施設へ至る管路の耐震化を促進する。 

ｂ 浄水場等の基幹施設の耐震化を促進する。 
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通信・放送施設災害予防計画 
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第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時における情報の収集伝達に有効である市

町村防災行政無線の整備については、平成28年度末現在次のとおりである。 

方式別 平成28年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 67（ 87.0%） 

移動系（移動局） 64（ 83.1%） 

※複数種類を整備している市町村は、複数計上。 

  
第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時における情報の収集伝達に有効である市

町村防災行政無線の整備については、平成25年度末現在次のとおりである。 

方式別 平成25年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 66（ 85.7%） 

移動系（移動局） 69（ 89.6%） 

※複数種類を整備している市町村は、複数計上。 
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土砂災害等の災害予防計画 
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第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

第３ 計画の内容  

２ 山地災害危険地対策  

(1) 現状及び課題  

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区については、平成29年4月1日現

在、山腹崩壊危険地区3,715箇所、崩壊土砂流出危険地区4,610箇所である。 

 

６ 土砂災害警戒区域の対策 

(1) 現状及び課題 

本県では、平成29年4月1日現在で26,950区域が土砂災害警戒区域に指定されてい

る。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は21,325区域あり、区

域内には住宅もある。このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるい

は住民への情報の提供に留意する必要がある。 

 

  
第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

第３ 計画の内容  

２ 山地災害危険地対策  

(1) 現状及び課題  

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区については、平成28年4月1日現

在、山腹崩壊危険地区3,714箇所、崩壊土砂流出危険地区4,607箇所である。 

 

６ 土砂災害警戒区域の対策 

(1) 現状及び課題 

本県の土砂災害警戒区域を指定する予定箇所は、約２万８千箇所あり、この内平

成28年4月1日現在で26,690区域が土砂災害警戒区域に指定されているが、未指定箇

所については、市町村の協力を得ながら速やかな指定を行う必要がある。また、土

砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は21,332区域あり、区域内には住宅

もある。このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは住民への情

報の提供に留意する必要がある。 
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ため池災害予防計画 
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第２８節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

下流域に人家や公共施設等がある農業用ため池が大規模地震により被災した場合には、受

益農地の営農に支障をきたすばかりでなく、甚大な被害が生じるおそれがある。 

このため、適切な維持管理や監視体制について施設管理者に指導するとともに、耐震性が

確保されていない施設については、耐震化工事を実施し、災害の発生を未然に防止する。 

 

第２ 主な取組み 

巡回点検等により、ため池の現状を常に把握するとともに、耐震性が確保されていな

いため池について順次耐震化工事を実施する。 

防災重点ため池※等、決壊による下流への影響が大きいため池については、ハザードマ

ップの作成・公表や情報連絡体制の整備を行う。 

※防災重点ため池：堤高15ｍ以上又は貯水量10万m3以上のため池 

下流に人家や公共施設等が存在し、市町村が指定したため池 

 

第３ 計画の内容 

(1) 現状及び課題 

県内には約1,700箇所余りの農業用ため池が存在し、市町村や土地改良区等により維

持管理されている。 

これらのため池の半数が江戸時代以前の築造であるなど、老朽化が進んだ施設も存

在しており、下流に人家や公共施設等があるため池が決壊した場合には、甚大な被害

を及ぼすおそれがあることから、適切な維持管理や耐震対策を講じていく必要がある。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（農政部） 

(ア) 管理の基本となる県全体の「ため池カルテ」を管理し、毎年度更新する。 

(イ) 耐震性点検の結果、耐震性が確保されていないため池について、計画的に耐震化

工事を実施する。 

(ウ) 地震発生後のため池緊急点検に備えて、報告訓練等を実施する。 

(エ) 市町村が行うハザードマップ作成に対して、支援する。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ア) ため池の諸元、施設の構造、下流の状況等について明記した「ため池カルテ」を

整備し、施設の状況について適時確認するとともに、変更が生じた場合は県に報告

するものとする。 

  
第２８節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

下流域に人家や公共施設等がある農業用ため池が大規模地震により被災した場合には、受

益農地の営農に支障をきたすばかりでなく、甚大な被害が生じるおそれがある。 

このため、適切な維持管理や監視体制について施設管理者に指導するとともに、耐震性が

不足する施設については順次耐震工事を実施し、災害の発生を未然に防止する。 

 

第２ 主な取組み 

巡回点検等により、ため池の現状を常に把握するとともに、耐震性が不足するため池

について順次耐震工事を実施する。 

防災重点ため池※等、決壊による下流への影響が大きいため池については、ハザードマ

ップの作成・公表や情報連絡体制の整備を行う。 

※防災重点ため池：堤高15ｍ以上又は貯水量10万m3以上のため池 

          下流に人家や公共施設等が存在し、市町村が指定したため池 

 

第３ 計画の内容 

(1) 現状及び課題 

県内には約1,800箇所の農業用ため池が存在し、市町村や土地改良区等により維持

管理されている。 

これらのため池の半数が江戸時代以前の築造であるなど、老朽化が進んだ施設も

存在しており、下流に人家や公共施設等があるため池が決壊した場合には、甚大な

被害を及ぼすおそれがあることから、適切な維持管理や耐震対策を講じていく必要

がある。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（農政部） 

(ア) 管理の基本となる県全体の「ため池カルテ」を管理し、毎年度更新する。 

(イ) 耐震性点検の結果、耐震性が不足するため池について、計画的に耐震工事を実施

する。 

(ウ) 地震発生後のため池緊急点検に備えて、報告訓練等を実施する。 

(エ) 市町村が行うハザードマップ作成に対して、支援を行う。 

   

イ【市町村が実施する計画】 

(ア) ため池の諸元、施設の構造及び下流の状況等について明記した「ため池カルテ」

を整備し、施設の状況について適時確認するとともに、変更が生じた場合は県に報

告するものとする。 
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第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容  

１ 住民等に対する防災知識の普及活動  

 (2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 県民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディ

ア、県ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動

を行う。 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備、保険・共済

等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 

ｆ 地震発生時の地震情報（震度､震源､マグニチュード､地震活動の状況等）及び津波

に関する知識 

ｓ 南海トラフ地震（東海地震を含む）に関する知識 

(a) 南海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した場合や地震発生の可能性

が相対的に高まっていると評価した場合等に、南海トラフ地震に関連する情報（臨

時）を気象庁が発表するという知識 

(b) 南海トラフ地震防災対策推進地域においては、南海トラフ地震に関連する情報

（臨時）が発せられた場合にとるべき行動等の知識  

(c) 南海トラフ地震防災対策推進地域においては、南海トラフ地震の発生形態には

多様性があるという知識 

(d) 東海地震に係る地震防災対策強化地域においては、東海地震に関連する情報、

警戒宣言が発せられた場合にとるべき行動等の知識 

 

  
第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容  

１ 住民等に対する防災知識の普及活動  

 (2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 県民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディ

ア、県ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動

を行う。 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備等の家庭での

予防・安全対策 

ｆ 地震発生時の地震情報（震度､震源､マグニチュード､余震の状況等）及び津波に関

する知識 

ｓ 東海地震、東南海・南海地震を含む南海トラフ地震に関する知識 

(a) 東海地震に係る地震防災対策強化地域においては、東海地震に関連する情報、

警戒宣言が発せられた場合にとるべき行動等の知識 

(b) 南海トラフ地震防災対策推進地域においては、東南海地震と南海地震が同時に

発生する場合のほか、両地震が数時間から数日の時間差において連続して発生し

た場合に生じる危険等の知識   
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第３６節 企業防災に関する計画 

 

第１ 基本方針 

災害時、企業には、従業員の生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢

献・地域との共生など、多岐にわたる企業の果たす役割が求められている。 

各企業において、これらの重要性を十分に認識し、災害時に重要業務を継続できる体

制の整備や訓練、事業所の被害軽減方策の検討や耐震化、予想被害からの復旧計画策定、

各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活動の推進が必要となる。 

また、施設、設備の安全性、耐震性等を確保するため、建築物の耐震診断や定期的な

点検、検査を実施し、保守、補強などの整備を計画的に推進するものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 施設・設備の点検を定期的に実施し、保守、補強を計画的に推進し安全性の向上を図る。 

２ 災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生）を十分に認識し、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定するとともに、防災訓練を実施し企業及び地域の防災力の向上に努める。 

 

第３ 計画の内容  

(1) 現状及び課題 

大規模災害の発生時には、社屋や設備等の被災により企業活動が停止する可能性

がある。活動停止から復旧に至るまでは、ある程度日数を要することが予想され、

企業の経済的損失や地域経済に与える影響も大きくなる。また、火災、建築物の倒

壊、薬液の漏洩などは周辺地域に与える影響も大きく企業の社会的損失も大きい。

企業は、企業活動が停止したり、二次災害が発生することのないよう、あらかじめ

各種災害に対処する企業の防災体制を充実する必要がある。 

また、火災や建物倒壊、洪水などによる被害の拡大防止を図るためには、地域住

民等による自主防災活動が重要であることから、企業においても地域の一員として

地域住民と共に積極的に防災活動に参加し、地域に貢献する姿が望まれる。 

 

(2) 実施計画 

ア【県（全部局）、市町村が実施する計画】 

(ア) 職員の住民向け講座などの啓発活動や研修により、企業のトップから従業員に至

るまでの防災知識の向上、防災意識の高揚を図るとともに、企業の防災に係る取組

みの積極的評価等により企業の防災力向上の促進を図るものとする。 

(イ) 企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加

の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。 

(ウ) 要配慮者利用施設の所有者または管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自

然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

 

イ【企業が実施する計画】 

(ア) 企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防止、事業の

継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業

務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努めるものとす

る。 

(イ) 社屋内外の耐震化・安全化を推進し、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所

の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重

  （新設）  
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企業防災に関する計画 

 

要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事

業継続上の取組みを継続的に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組

を通じて、防災活動の推進に努めるものとする。特に食料、飲料水、生活必需品を

提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業は、県、市町村等と

の協定の締結や、防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努めるものと

する。 

(ウ) 組織力を生かした地域活動への参加、防災市民組織との協力など地域社会の安全

性向上への貢献に努めるものとする。 

(エ) 防災資機材や水、食料等の非常用品の備蓄等、従業員や顧客の安全確保対策、安

否確認対策に努めるものとする。 

(オ) 地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大

防止を図るため、 緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努めるものす

る。 



震災対策編 第３章第１節 

災害情報の収集・連絡活動 

 

 
新   旧 

 

 
第１節 災害情報の収集・連絡活動 

第２ 活動の内容 

５ 災害情報の収集・連絡系統 

 (3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は次のとお

りである。 

イ 地震情報 

気象庁及び長野地方気象台は、地震発生後、地震に関する情報を次のとおり発表・

伝達する。 

(ア) 緊急地震速報（警報・予報） 

緊急地震速報は、地震の発生直後に震源に近い地震計でとらえた観測データを解

析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地

での主要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる地震動の警報及

び予報である。 

県、市町村、放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を市町村防災行政無線

（個別受信機を含む。）等により住民への伝達を行うものとする。 

市町村は、住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、市町村防災行政無線を

始めとした効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速

かつ的確な伝達に努めるものとする。 

 

６ 通信手段の確保 

 (2)【市町村が実施する事項】 

ウ 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策用

移動電源車の貸出要請を行う。 

 

  
第１節 災害情報の収集・連絡活動 

第２ 活動の内容 

５ 災害情報の収集・連絡系統 

 (3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は次のとお

りである。 

イ 地震情報 

気象庁及び長野地方気象台は、地震発生後、地震に関する情報を次のとおり発表・

伝達する。 

(ア) 緊急地震速報（警報・予報） 

緊急地震速報は、地震の発生直後に震源に近い地震計でとらえた観測データを解

析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地

での主要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる地震動の警報及

び予報である。 

県、市町村、放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を市町村防災行政無線

等により住民への伝達を行うものとする。 

 

 

 

 

６ 通信手段の確保 

 (2)【市町村が実施する事項】 

 



震災対策編 第３章第 32 節 

災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

 
新   旧 

 

 
第３２節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容  

１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策  

 (2) 実施計画  

［建築物関係］  

ア【県が実施する対策】（建設部）  

災害時において、被災建築物の余震等による倒壊等の危険から県民を守るため、

被災地に応急危険度判定士を派遣する。  

また、建築技術者等の派遣等により、積極的に市町村の活動を支援するものと

する。 

 

  
第３２節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容  

１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策  

 (2) 実施計画  

［建築物関係］  

ア【県が実施する対策】（建設部）  

災害時において、被災建築物の余震等による倒壊等の危険から県民を守るため、

被災地に応急危険度判定士を派遣する。  

 

 



震災対策編 第３章第 33 節 

ため池災害応急活動 

 

 
新   旧 

 

 
第３３節 ため池災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

 (2) 実施計画 

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 地震発生後の緊急点検の結果及び被害が生じた場合の状況は、速やかに県及び関

係機関へ報告するものとする。 

  
第３３節 ため池災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

 (2) 実施計画 

イ【市町村が実施する対策】 

(ア) 地震発生後の緊急点検の結果及び被害が生じた場合の状況は、速やかに県関係機

関へ報告するものとする。 

 



震災対策編 第３章第 35 節 

文教活動 

 

 
新   旧 

 

 
第３５節 文教活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 児童生徒等に対する避難誘導 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県立の学校において、学校長は地震発生時、建物、器物などの倒壊、破損、落下

による危険を回避し、児童生徒等の心理的動揺を防いで、安全を確保するために、

あらかじめ定めた計画及び以下の事項に留意し適切な避難誘導措置をとる。 

 

２ 応急教育計画 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、災害

発生時の対応、応急教育に関する対策について県立学校及び市町村教育委員会を指

導及び支援する。 

ｃ 学校給食の確保 

学校給食用物資の補給に支障をきたしているときは、（財）長野県学校給食会等と

連絡をとり、必要な措置をとる。 

 

(イ) 県立の学校において、学校長は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防災計

画及び以下の事項に留意して応急教育の円滑な実施を図る。 

ｆ 学校給食の確保 

(a) 学校給食用物資の補給に支障をきたしているときは、県教委と連絡をとり、必

要な措置をとる。 

また、災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供など被災者対策に可

能な限り協力するものとする。 

  
第３５節 文教活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 児童生徒等に対する避難誘導 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（総務部、県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県立の学校において、学校長は地震発生時、建物、器物などの倒壊、破損、落下

による危険を回避し、児童生徒等の心理的動揺を防いで、安全を確保するために、

あらかじめ定めた計画及び以下の事項に留意し適切な避難誘導措置をとる。 

 

２ 応急教育計画 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（総務部、県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、災害

発生時の対応、応急教育に関する対策について県立学校及び市町村教育委員会を指

導及び支援する。 

ｃ 学校給食の確保 

学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたしている

ときは、（財）長野県学校給食会等と連絡をとり、必要な措置をとる。 

 

(イ) 県立の学校において、学校長は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防災計

画及び以下の事項に留意して応急教育の円滑な実施を図る。 

ｆ 学校給食の確保 

(a) 学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたしてい

るときは、県教委と連絡をとり、必要な措置をとる。 

また、災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供など被災者対策に可

能な限り協力するものとする。 

 



火山災害対策編 第 1 章第 3 節 

防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 
新   旧 

 

 第３節 防災上重要な機関の実施責任と 

    処理すべき事務又は業務の大綱 
 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(12)東京管区気象台

(長野地方気象台) 

ア 噴火警報等の伝達、解説に関すること。 

イ 防災知識の普及に関すること。 

ウ 災害防止のための統計調査に関すること。 

 

 

８ その他 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

火山防災協議会 ア 火山災害警戒地域毎の警戒避難体制の整備に関すること。 

 

 

  第３節 防災上重要な機関の実施責任と 

    処理すべき事務又は業務の大綱 
 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(12)東京管区気象台

(長野地方気象台) 

ア 火口付近の観測に関すること。 

イ 噴火警報等の伝達、解説に関すること。 

ウ 防災知識の普及に関すること。 

エ 災害防止のための統計調査に関すること。 

 

８ その他 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

火山防災協議会 ア 火山災害警戒区域毎の警戒避難体制の整備に関すること。 

 

 

 

 



火山災害対策編 第２章第 1 節 

火山災害に強い県づくり 

 

 
新   旧 

 

 
第１節 火山災害に強い県づくり 

第３ 計画の内容 

 

２ 火山災害に強いまちづくり 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 災害に強いまちの形成 

ｆ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各避難所への支援物資を届けるた

めの緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道

路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、

道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避

難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の

交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は

制限を行うとともに、無電柱化の促進を図る。 

 

  
第１節 火山災害に強い県づくり 

第３ 計画の内容 

 

２ 火山災害に強いまちづくり 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ア) 災害に強いまちの形成 

ｆ 緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道路の

アクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道

路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難

路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交

通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制

限を行うとともに、無電柱化の促進を図る。 

 



火山災害対策編 第２章第３節 

情報の収集・連絡体制計画 
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第３節 情報の収集・連絡体制計画 

  

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

 (シ) 噴火警報、（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）火山の状況に関する解説情

報（臨時）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制の整備

に努める。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

 (コ)  噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、火山の状況に関する解説情

報（臨時）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制を整備

するものとする。 

 

ウ【気象庁が実施する計画】 

 (ウ) 気象庁、内閣府、県、市町村は、火山の状況に関する解説情報（臨時）に盛

り込むべき具体的な文言、情報伝達方法、情報に応じた現地の関係機関の防災

対応、手順についてあらかじめ火山防災協議会において検討し定めておくもの

とする。 

 

２ 情報の分析整理 

県及び市町村は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集

蓄積、情報形式の標準化に努めるとともに、パソコンネットワーク等の活用により災

害情報等共有化、住民への周知を図る。 

また、これらの蓄積された情報をベースに情報分析要員等の育成・活用等を図るも

のとする。また、火山防災協議会の構成員である火山専門家等の意見を活用できるよ

う努め、被害予測や的確な初動体制の確立等の災害対策に資するほか、総合的な防災

情報を網羅したマップの作成や地理情報システムの構築に努めるものとする。 

  

 

  
第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

 (シ) 噴火警報、（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）臨時の解説情報、噴火速報

等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制の整備に努める。 

 

 

イ【市町村が実施する計画】 

 (コ)  噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、臨時の解説情報、噴火速報

等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制を整備するものとする。 

 

 

ウ【気象庁が実施する計画】 

 (ウ) 気象庁、内閣府、県、市町村は、臨時の解説情報に盛り込むべき具体的な文

言、情報伝達方法、情報に応じた現地の関係機関の防災対応、手順についてあ

らかじめ火山防災協議会において検討し定めておくものとする。 

 

 

２ 情報の分析整理 

県及び市町村は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集

蓄積、情報形式の標準化に努めるとともに、パソコンネットワーク等の活用により災

害情報等共有化、住民への周知を図る。 

また、これらの蓄積された情報をベースに情報分析要員等の育成・活用等を図ると

ともに、火山専門家を火山防災協議会等の構成員として参画させるなど、専門家の意

見を活用できるよう努め、被害予測や的確な初動体制の確立等の災害対策に資するほ

か、総合的な防災情報を網羅したマップの作成や地理情報システムの構築に努めるも

のとする。 



火山災害対策編 第２章 11 節 

避難受入れ活動計画 
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第１１節 避難受入れ活動計画 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

 (2) 実施計画 

ウ【市町村が実施する計画】 

(ア) 避難計画の作成 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

 (b) 災害時における広報 

○広報車による周知 

○避難誘導員による現地広報 

○住民組織を通じた広報 

なお市町村は、避難勧告又は指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求め

ることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要

な準備を整えておくものとする。 

また避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等や

むを得ないときは、「屋内安全確保」の安全措置をとるべきことにも留意するも

のとする。 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（建設部） 

 (ウ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(一社)長野県宅地建物取引業協会（公社）

全日本不動産協会長野県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会との

協定に基づき連携を強化する。（建設部） 

 

   

第１１節 避難受入れ活動計画 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

 (2) 実施計画 

ウ【市町村が実施する計画】 

(ア) 避難計画の作成 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

 (b) 災害時における広報 

○広報車による周知 

○避難誘導員による現地広報 

○住民組織を通じた広報 

なお市町村は、避難勧告又は指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求め

ることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要

な準備を整えておくものとする。 

また避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等や

むを得ないときは、屋内での待避等安全措置をとるべきことにも留意するもの

とする。 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（建設部） 

(ウ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(一社)長野県宅地建物取引業協会との協

定に基づき連携を強化する。（建設部） 



火山災害対策編 第２章第 21 節 

通信・放送施設災害予防計画 

 

 
新   旧 

 

  

第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

  

第３ 計画の内容 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時における情報の収集伝達に有効であ

る市町村防災行政無線の整備については、平成27年度末現在次のとおりである。 

方式別 平成27年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 66（ 85.7%） 

移動系（移動局） 69（ 89.6%） 

 

 

 

 

※複数種類を整備している市町村は、複数計上。 

 

 

   

第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

  

第３ 計画の内容 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時における情報の収集伝達に有効であ

る市町村防災行政無線の整備については、平成 25 年度末現在次のとおりである。 

方式別 平成25年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 66（ 85.7%） 

移動系（移動局） 69（ 89.6%） 

 

※複数種類を整備している市町村は、複数計上。 

 

 



火山災害対策編 第２章第 24 節 

土砂災害等の災害予防計画 

 

 
新   旧 

 

  

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

 

２ 泥流対策 

 (2) 実施計画 

ウ【関係機関が実施する計画】 

火山噴火避難システムの整備を図る中で、当面直轄において、土砂移動現象に対

する観測、情報システムの整備を進めるものとする。（地方整備局） 

降雨による泥流等による災害のおそれがある場合には、関係機関と調整の上、当

該地域に係る予測雨量等の気象情報を提供するものとする。（長野地方気象台） 

 

４ 山地災害危険地対策  

(1) 現状及び課題  

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区については、平成29年4月1

日現在、山腹崩壊危険地区3,715箇所、崩壊土砂流出危険地区4,610箇所である。 

 

(2) 実施計画  

【県が実施する計画】（林務部）  

山地災害危険地区については、適宜見直し調査を実施し、また、市町村及び関係

住民の理解と協力を得ながら、常にその状態について把握している。 

加えて、平成26年度から航空レーザー測量データを活用して、崩壊等の危険個所

の抽出を行った。 

これらの情報をもとに、対策を要する箇所について治山施設整備と森林整備によ

る災害に強い森林づくりを計画的に推進する。 

   

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

 

２ 泥流対策 

(2) 実施計画 

ウ【関係機関が実施する計画】（地方整備局） 

火山噴火避難システムの整備を図る中で、当面直轄において、土砂移動現象に

対する観測、情報システムの整備を進めるものとする。 

 

 

 

４ 山地災害危険地対策  

(1) 現状及び課題  

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区については、平成28年4月1

日現在、山腹崩壊危険地区3,714箇所、崩壊土砂流出危険地区4,607箇所である。 

 

(2) 実施計画  

【県が実施する計画】（林務部）  

山地災害危険地区については、毎年見直し調査を実施し、また、市町村及び関係

住民の理解と協力を得ながら、常にその状態について把握している。 

加えて、平成26年度から航空レーザー測量データを活用して、崩壊等の危険個所

の抽出を行っている。 

これらの情報をもとに、対策を要する箇所について治山施設整備と森林整備によ

る災害に強い森林づくりを積極的に推進する。 

 



火山災害対策編 第２章第 30 節 

農林水産物災害予防計画 

 

 
新   旧 

 

  

第３０節 農林水産物災害予防計画 

  

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（林務部） 

 (イ) 健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐を実施する。 

 

 

   

第３０節 農林水産物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（林務部） 

 (イ) 健全な森林を育成するため、間伐総合対策に基づき間伐を実施する。 



火山災害対策編 第２章第 32 節 

防災知識普及計画 

 

 
新   旧 

 

  

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

 (2) 実施計画 

エ【気象台が実施する計画】 

(ア) 登山者等が活火山に訪れる際に、事前にその火山の活動状況について情報を

得たうえで、自ら登山するかどうか判断することができるように、噴火警報・予

報、噴火警戒レベル、火山の状況に関する解説情報（臨時）、火山活動解説資料

等の火山情報を気象庁ホームページ等で周知に努める。 

 

   

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

 (2) 実施計画 

エ【気象台が実施する計画】 

(ア) 登山者等が活火山に訪れる際に、事前にその火山の活動状況について情報を

得たうえで、自ら登山するかどうか判断することができるように、噴火警報、予

報、噴火警戒レベル、臨時の解説情報、噴火警報等の火山情報を気象庁ホームペ

ージ等で周知に努める。 



火山災害対策編 第２章第 39 節 

火山災害対策に関する調査研究および観測 

 

 
新   旧 

 

 
第３９節 火山災害対策に関する調査研究及び観測 

第３ 計画の内容 

３【関係機関が実施する計画】 

 (4) 本県における活火山の観測は以下のとおり実施されている。 

ア 浅間山 

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、各種観測装置（地震計、

空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っている

ほか、定期的に、又は必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、長野県、

国土地理院、関東地方整備局、防災科学技術研究所、東京大学地震研究所が必要

な観測を行っている。 

イ 御嶽山 

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、各種観測装置（地震計、

空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っている

ほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、長野県、岐阜県、国土

地理院、中部地方整備局、防災科学技術研究所、名古屋大学が必要な観測を行っ

ている。 

ウ 焼岳 

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、各種観測装置（地震計、

空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っている

ほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、国土地理院、北陸地方

整備局、防災科学技術研究所、京都大学防災研究所等が必要な観測を行っている。 

エ 乗鞍岳 

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、各種観測装置（地震計、空

振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っているほか、

必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、国土地理院、防災科学技術研究

所、名古屋大学が必要な観測を行っている。 

  
第３９節 火山災害対策に関する調査研究及び観測 

第３ 計画の内容 

３【関係機関が実施する計画】 

 (4) 本県における活火山の観測は以下のとおり実施されている。 

ア 浅間山 

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、各種観測装置（地震計、

空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っている

ほか、定期的に、又は必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、長野県、

東京大学地震研究所浅間火山観測所、関東地方整備局利根川水系砂防事務所が必

要な観測を行っている。 

イ 御嶽山 

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、各種観測装置（地震計、

空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っている

ほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、長野県、名古屋大学が

必要な観測を行っている。 

 

ウ 焼岳 

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、各種観測装置（地震計、

空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っている

ほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、京都大学防災研究所、

北陸地方整備局松本砂防事務所等が必要な観測を行っている。 

エ 乗鞍岳 

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、各種観測装置（地震計、空振

計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っているほか、必

要に応じて現地観測を実施している。 



火山災害対策編 第３章第 1 節 

災害直前活動 

 
新   旧 

 

 
第１節 災害直前活動 

第２ 主な活動 

３ 必要に応じて警戒区域を設定し、住民に対する避難勧告等を発令する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 噴火警報・予報等の住民等に対する伝達対策 

(1) 基本方針 

火山活動等に異常が見られ、噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報及び火山

の状況に関する解説情報（臨時）が発表された時は、住民、登山者等に対して情報

の迅速な伝達活動を実施する。 

 

(2) 実施計画 

イ 噴火警報・火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等発表時の対応 

(ア)【県が実施する対策】 

火山現象による災害が発生するおそれのある場合、県は以下の措置をとる。 

ａ 噴火警報、火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等の伝達を受けた

場合は、地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれ

に対してとるべき措置について、指定地方行政機関、指定地方公共機関、市町

村その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をする。 

ｂ 噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報、噴火速報、火山の状況に関する

解説情報及び火山活動解説資料の各市町村及び関係事務所等への伝達 

ｃ 関係市町村に対する助言 

(a) 噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報、噴火速報及び火山の状況に関

する解説情報の住民、登山者等への広報 

 

(イ)【長野地方気象台が実施する対策】 

 

 

 

 

 

a  気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが発表する次に示す噴火警

報・予報、噴火速報、火山の状況に関する解説情報（臨時）、降灰予報、火山ガ

ス予報、噴火速報、火山の状況に関する解説情報及び火山活動解説資料を、各

関係機関に通報及び確実に伝達すると共に、県、関係市町村等へ必要な解説を

行うものとする。 

b  噴火警報・予報等の通報伝達系統図は、別紙１のとおり。通報及び伝達を行う

噴火警報・予報は、本文の対象市町村等に長野県内の市町村を含んだものとす

る。また、火山の状況に関する解説情報及び火山活動解説資料もこれに準ずる。

なお、活動火山対策特別措置法第12条の規定に該当する情報とは、「噴火警報」、

「火山の状況に関する解説情報（臨時）」、「噴火速報」をいう。 

c  噴火警報・予報 

・ 噴火警報(居住地域)・噴火警報(火口周辺)  

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、噴火に伴って発生し

生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発

生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほと

  
第１節 災害直前活動 

第２ 主な活動 

３ 必要に応じて警戒区域を設定し、住民に対する避難勧告等を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 噴火警報・予報等の住民等に対する伝達対策 

(1) 基本方針 

火山活動等に異常が見られ、噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報及び火山

の状況に関する解説情報が発表された時は、住民、登山者等に対して情報の迅速な

伝達活動を実施する。 

 

(2) 実施計画 

イ 噴火警報・臨時の解説情報、噴火速報等発表時の対応 

(ア)【県が実施する対策】 

火山現象による災害が発生するおそれのある場合、県は以下の措置をとる。 

ａ 噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、地域防災計

画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措

置について、指定地方行政機関、指定地方公共機関、市町村その他の関係者に

対し、必要な通報又は要請をする。 

ｂ 噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報、火山の状況に関する解説情報、

火山活動解説資料の各市町村及び関係事務所等への伝達 

ｃ 関係市町村に対する助言 

(a) 噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報及び火山の状況に関する解説情

報の住民、登山者等への広報 

 

イ【長野地方気象台が実施する対策】 

(ア) 火山活動の変化を観測した場合、臨時の解説情報を迅速に発表し、火山活動

の変化の事実に加え、火山機動観測による緊急観測の実施などの対応状況を

明確に公表するとともに、都道府県等必要な関係者へ伝達するものとする。 

(イ) 臨時の解説情報を、火山活動が変化していることを理解できるよう、分か

りやすい説明を加えて発信するものとする。 

(ウ) 気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが発表する次に示す噴火

警報・予報、降灰予報、火山ガス予報、火山の状況に関する解説情報及び火

山活動解説資料を、各関係機関に通報及び確実に伝達するものとする。 

 

 

(エ) 噴火警報・予報等の通報伝達系統図は、別紙１のとおり。通報及び伝達を

行う噴火警報・予報は、本文の対象市町村等に長野県内の市町村を含んだも

のとする。また、火山の状況に関する解説情報及び火山活動解説資料もこれ

に準ずる。なお、活動火山対策特別措置法第21条の規定に該当する情報とは、

「噴火警報」をいう。 

(オ) 噴火警報・予報 

・ 噴火警報(居住地域)・噴火警報(火口周辺)  

気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターが、居住地域や火口周辺

に重大な影響を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、

発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほ
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んどない火山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範

囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」

に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴

火警報（火口周辺）」として発表する。 

d 噴火警戒レベル  

ｅ 火山の状況に関する解説情報  

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況等や警戒事項を取りまとめたもので、

定期的または必要に応じて臨時に発表する。臨時に発表する際は、火山活動の

リスクの高まりが伝わるよう、臨時の発表であることを明示し、発表する。 

ｆ 噴火速報 

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の住民に、火山が噴火

したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動をとってもらうために、火山活

動を 24 時間体制で観測・監視している火山を対象に発表する。 

ｇ 降灰予報 

・噴火のおそれがある火山周辺で、計画的な対応行動をとれるようにするため

に、定期的に発表する「降灰予報（定時）」 

・火山近傍にいる人が、噴火後すぐ降り始める火山灰や小さな噴石への対応行

動をとれるようにするために発表する「降灰予報（速報）」 

・火山から離れた地域の住民も含め、降灰量に応じた適切な対応行動をとれる

ようにするために発表する「降灰予報（詳細）」 

ｈ 火山ガス予報 

居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山

ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する予報。 

ｉ 火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報、噴火速報、降灰予報及び火

山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするための情報等で、気象庁

地震火山部火山課火山監視・警報センターが発表する。 

 

 

・噴火に関する火山観測報  

主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙高

度等の情報を直ちに発表する 

 

(ウ)【市町村が実施する対策】 

ａ  県から噴火警報、火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等の伝達を

受けた場合は、地域防災計画の定めるところにより、伝達を受けた事項を市町村

防災行政無線、サイレン、緊急速報メール、登録制メール、登山口等における掲

示、山小屋の管理人等を介した情報伝達等により、関係機関や住民、登山者等へ

伝達するものとする。また、放送事業者等は、伝達を受けた噴火警報等について、

住民、登山者等への伝達に努めるものとする。なお、市町村は、特別警報にあた

る噴火警報（噴火警戒レベルを運用している火山では噴火警戒レベル４以上、噴

火警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報（居住地域）」）の伝達を受け

た場合は、これを直ちに住民、登山者等に伝達するものとする。 

ｂ  住民から噴火等の災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けた時は、そ

の旨を速やかに長野地方気象台及び関係機関に伝達するものとする。 

  

(エ)【住民が実施する対策】 

火山に関する以下の様な異常を発見した者は、ただちに市町村長又は警察官に

通報するものとする。 

とんどない火山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な

範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」

に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴

火警報（火口周辺）」として発表する。 

 (カ) 噴火警戒レベル  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 降灰予報 

噴煙の火口からの高さが３千メートル以上、あるいは噴火警戒レベル３相当

以上の噴火など、一定規模以上の噴火が発生した場合に、噴火発生から概ね６

時間後までに火山灰が降ると予想される地域を発表する予報。 

 

 

 

(エ) 火山ガス予報 

居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガ

スの濃度が高まる可能性のある地域を発表する予報。 

(オ) 火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知

らせするための情報等で、気象庁地震火山部火山監視・警報センターが発表する。 

・火山の状況に関する解説情報  

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況等を取りまとめたもので、定期的ま

たは必要に応じて臨時に発表する。 

・噴火に関する火山観測報  

噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙高度等の情報を直ちに発表する。 

 

 

ウ【市町村が実施する対策】 

(ア) 県から噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、地域防

災計画の定めるところにより、伝達を受けた事項を市町村防災行政無線、サイレ

ン、緊急速報メール、登録制メール、登山口等における掲示、山小屋の管理人等

を介した情報伝達等により、関係機関や住民、登山者等へ伝達するものとする。

また、放送事業者等は、伝達を受けた噴火警報等について、住民、登山者等への

伝達に努めるものとする。なお、市町村は、特別警報にあたる噴火警報（噴火警

戒レベルを運用している火山では噴火警戒レベル４以上、噴火警戒レベルを運用

していない火山では「噴火警報（居住地域）」）の伝達を受けた場合は、これを直

ちに住民、登山者等に伝達するものとする。 

(イ) 住民から噴火等の災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けた時は、そ

の旨を速やかに長野地方気象台及び関係機関に伝達するものとする。 

  

エ【住民が実施する対策】 

火山に関する以下の様な異常を発見した者は、ただちに市町村長又は警察官に

通報するものとする。 
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ａ 噴煙：噴煙の増加または減少、色の変化 

ｂ 火口付近の状態：噴気活動の活発化、新噴気孔出現、硫黄などの昇華物の顕

著な付着、硫黄溶融、地割れの出現、火口底の地形変化 

ｃ 地熱地帯の状態：地熱地帯の出現または拡大、地温の上昇、草木の立ち枯れ 

ｄ 鳴動：異常音の発生 

ｅ 火山性地震：有感地震の発生 

ｆ 温泉、湧水：新温泉の湧出、湯量の増加または減少、温度の変化 

ｇ 河川、湖沼、井戸などの異常：変色、混濁、発泡、温度の変化、水位の変化、

沿岸魚類の移動 

ｈ その他：火映、異常臭、動物が鳴かなくなる、動物の死体など 

異常現象の通報系統図は、別紙２のとおり。 

 

(ア) 噴煙：噴煙の増加または減少、色の変化 

(イ) 火口付近の状態：噴気活動の活発化、新噴気孔出現、硫黄などの昇華物の顕

著な付着、硫黄溶融、地割れの出現、火口底の地形変化 

(ウ) 地熱地帯の状態：地熱地帯の出現または拡大、地温の上昇、草木の立ち枯れ 

(エ) 鳴動：異常音の発生 

(オ) 火山性地震：有感地震の発生 

(カ) 温泉、湧水：新温泉の湧出、湯量の増加または減少、温度の変化 

(キ) 河川、湖沼、井戸などの異常：変色、混濁、発泡、温度の変化、水位の変化、

沿岸魚類の移動 

(ク) その他：火映、異常臭、動物が鳴かなくなる、動物の死体など 

異常現象の通報系統図は、別紙２のとおり。 
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別紙４ 噴火警戒レベルが運用されている火山の噴火警戒レベル表 

及び噴火警戒レベルが運用されていない火山の警戒事項等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 噴火警戒レベルが運用されている火山の噴火警戒レベル表 

及び噴火警戒レベルが運用されていない火山の警戒事項等 
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新   旧 

 

 
第２節 災害情報の収集・連絡活動 

  

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

 

調査事項 調査機関 協力機関 

農・畜・養蚕・水産業被害 市町村 

地域振興局・農業改良普及セ

ンター・家畜保健衛生所･食

肉衛生検査所・農業協同組合 
 

  
第２節 災害情報の収集・連絡活動 

  

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

 

調査事項 調査機関 協力機関 

農・畜・養蚕・水産業被害 市町村 

地域振興局・農業改良普及セ

ンター・家畜保健衛生所･食

肉衛生検査所・農業協同組

合・森林組合 
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第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

第３ 活動の内容 

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急) 

(2) 実施計画 

ウ 避難指示(緊急)、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始及び報告、通知等 

(ア) 市町村長の行う措置 

ａ 避難指示(緊急)、避難勧告 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体

を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認め

るときは、次の地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難方向または指定

緊急避難場所を示し、早期に避難指示(緊急)、避難勧告を行うものとする。 

なお、大規模な火砕流等の発生後に広範囲の住民等を混乱なく一斉に避難さ

せることは困難であることに留意し、火山現象の高まりに応じて適切に避難対

象地域を拡大しながら段階的な避難勧告等を発令するよう努めるものとする。 

 

(エ) 警察官の行う措置 

ａ 指示 

二次災害等の危険場所等を把握するため、各警察署毎に調査班を編成し、住

宅地域を中心に区域を定めて調査を実施する。 

把握した二次災害危険場所等については、市町村災害対策本部等に伝達し、

避難勧告等の発令を促す。 

さらに、的確な避難の指示・誘導を行うため、災害警備本部等が各現場にお

ける避難の指示・誘導を一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確保する。 

 (e) 避難勧告等の発令にあたっては、関係機関と協力し、広報車等により、

避難の理由、指定緊急避難場所、避難路等を明確に指示し、迅速な周知徹底

を図る。 

   

第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

第３ 活動の内容 

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急) 

 (2) 実施計画 

ウ 避難指示(緊急)、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始及び報告、通知等 

(ア) 市町村長の行う措置 

ａ 避難指示(緊急)、避難勧告 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体

を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認め

るときは、次の地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難方向または指定

緊急避難場所を示し、早期に避難指示(緊急)、避難勧告を行うものとする。 

なお、大規模な火砕流等の発生後に広範囲の住民等を混乱なく一斉に避難さ

せることは困難であることに留意し、火山現象の高まりに応じて適切に避難対象

地域を拡大しながら段階的な避難勧告等を行うよう努めるものとする。 

 

(エ) 警察官の行う措置 

ａ 指示 

二次災害等の危険場所等を把握するため、各警察署毎に調査班を編成し、住

宅地域を中心に区域を定めて調査を実施する。 

把握した二次災害危険場所等については、市町村災害対策本部等に伝達し、

避難勧告等の発令を促す。 

さらに、的確な避難の指示・誘導を行うため、災害警備本部等が各現場にお

ける避難の指示・誘導を一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確保する。 

 (e) 避難のための勧告、指示を行うにあたっては、関係機関と協力し、広報

車等により、避難の理由、指定緊急避難場所、避難路等を明確に指示し、迅

速な周知徹底を図る。 
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第３６節 文教活動 

第３ 活動の内容 

１ 児童生徒等に対する避難誘導 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県立の学校において、学校長は、火山災害が発生し、または発生するおそれ

のある場合は、児童生徒等の安全を確保するために、あらかじめ定めた計画及

び以下の事項に留意し適切な避難誘導措置をとる。 

 

２ 応急教育計画 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、

災害発生時の対応、応急教育に関する対策について県立学校及び市町村教育委

員会を指導及び支援する。 

ｃ 学校給食の確保 

学校給食用物資の補給に支障をきたしているときは、（財）長野県学校給食

会等と連絡をとり、必要な措置をとる。 

(イ) 県立の学校において、学校長は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防

災計画及び以下の事項に留意して応急教育の円滑な実施を図る。 

ｆ 学校給食の確保 

学校給食用物資の補給に支障をきたしているときは、県教委と連絡をとり、

必要な措置をとる。 

また、災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供など、被災者対策に

可能な限り協力する。 

 

   

第３６節 文教活動 

第３ 活動の内容 

１ 児童生徒等に対する避難誘導 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（総務部、県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県立の学校において、学校長は、火山災害が発生し、または発生するおそれ

のある場合は、児童生徒等の安全を確保するために、あらかじめ定めた計画及

び以下の事項に留意し適切な避難誘導措置をとる。 

 

２ 応急教育計画 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（総務部、県民文化部、教育委員会） 

(ア) 県教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、

災害発生時の対応、応急教育に関する対策について県立学校及び市町村教育委

員会を指導及び支援する。 

ｃ 学校給食の確保 

学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたして

いるときは、（財）長野県学校給食会等と連絡をとり、必要な措置をとる。 

(イ) 県立の学校において、学校長は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防

災計画及び以下の事項に留意して応急教育の円滑な実施を図る。 

ｆ 学校給食の確保 

学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたして

いるときは、県教委と連絡をとり、必要な措置をとる。 

また、災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供など、被災者対策に

可能な限り協力する。 



原子力災害対策編 第３章第７節 

屋内退避、避難誘導等の防護活動 
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第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

 

１ 屋内退避及び避難誘導 

 (2)  市町村長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があったとき、又は

原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において人の

生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認め

るときは、住民等に対する屋内退避又は避難の勧告又は指示の措置をとる。 

 

なお、「原子力災害対策指針（最新改定日 平成29年７月５日）」で示されている屋内退避及び

避難等に関する指標は次の表のとおり。 

  
第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

 

１ 屋内退避及び避難誘導 

 (2)  市町村長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があったとき、又は

原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において人の

生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認め

るときは、住民等に対する屋内退避又は避難の勧告又は指示の措置をとる。 

 

なお、「原子力災害対策指針（平成24年10月31日）」で示されている屋内退避及び避難等に関

する指標は次の表のとおり。 

 

 



航空災害対策編 第２章第１節 

情報の収集・連絡・通信の確保 
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第１節 情報の収集・連絡・通信の確保 

 

第３ 活動の内容 

１ 関係市町村等への連絡等 

(2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する対策】 

 (イ) 松本空港及びその周辺における航空機災害発生情報を得た時は、必要に応じ松本

空港における気象状況の臨時観測を行い、関係機関に伝達を行うものとする。（東京

航空地方気象台松本航空気象観測所） 

  
第１節 情報の収集・連絡・通信の確保 

 

第３ 活動の内容 

１ 関係市町村等への連絡等 

 (2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する対策】 

 (イ) 松本空港及びその周辺における航空機災害発生情報を得た時は、必要に応じ松本

空港における気象状況の臨時観測を行い、関係機関に伝達を行うものとする。（東京

航空地方気象台松本空港分室） 

 



雪害対策編 第１章第１節 

雪害に強い地域づくり 
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雪害対策編 

 

第１章 災害予防計画 
 

第１節 雪害に強い地域づくり 

 

第３ 計画の内容 

11 授業の確保等 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】(教育委員会) 

(ア) 県立の学校においては、以下の対策を実施する。 

ａ 建設時に想定された施設の耐久度を上回る積雪が生じると破損するおそれがある

ので、定期的な施設点検を実施し、危険箇所の補強修理、施設の壁面や基礎等を防

護するための雪囲いをする等の処置を講ずる。 

 

  

雪害対策編 

 

第１章 災害予防計画 
 

第１節 雪害に強い地域づくり 

 

第３ 計画の内容 

11 授業の確保等 

 (2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】(教育委員会) 

(ア) 県立の学校においては、以下の対策を実施する。 

ａ 積雪が一定量をこえると施設等の耐久度により破損するおそれがあるので、定期

的な施設点検を実施し、危険箇所の補強修理、施設の壁面や基礎等を防護するため

の雪囲いをする等の処置を講ずる。 

 

 



林野火災対策編 第１章第１節 

林野火災に強い地域づくり 
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林野火災対策編 
 

第１章 災害予防計画 
  

第１節 林野火災に強い地域づくり 

  

第２ 主な取組み 

１ 関係機関等と連携を図り、林野火災対策計画を確立する。 

２ 林野火災対策計画に基づく予防対策を実施する。 

  

第３ 計画の内容 

１ 林野火災消防計画の確立 

(1) 基本方針 

関係機関等と連携を図り、林野火災対策計画を作成し、林野火災の発生防止及び

発生時における活動体制の確立を図る。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（危機管理部、林務部） 

市町村に対し、林野火災対策計画の作成について助言し、予防対策の万全を期

す。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

関係機関と緊密な連携をとり、林野火災対策計画の確立を図るものとし、計画

の作成に当たっては、森林の状況、気象条件、地理、水利の状況、森林施業の状

況等を調査検討の上、次の事項等について計画するものとする。 

 

２ 予防対策の実施 

(1) 基本方針 

林野火災対策計画に基づき、地域住民等に対する防火思想の普及啓発、巡視、指

導の徹底及び消火資機材、消防施設の整備を図り、林野火災の発生の防止及び発生

時の応急対策に万全を期す。 

  

林野火災対策編 
 

第１章 災害予防計画 
  

第１節 林野火災に強い地域づくり 

  

第２ 主な取組み 

１ 関係機関等と連携を図り、林野火災消防計画を確立する。 

２ 林野火災消防計画に基づく予防対策を実施する。 

  

第３ 計画の内容 

１ 林野火災消防計画の確立 

(1) 基本方針 

関係機関等と連携を図り、林野火災消防計画を作成し、林野火災の発生防止及び

発生時における活動体制の確立を図る。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（危機管理部、林務部） 

市町村に対し、林野火災消防計画の作成について助言し、予防対策の万全を期

す。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

関係機関と緊密な連携をとり、林野火災消防計画の確立を図るものとし、計画

の作成に当たっては、森林の状況、気象条件、地理、水利の状況、森林施業の状

況等を調査検討の上、次の事項等について計画するものとする。 

 

２ 予防対策の実施 

(1) 基本方針 

林野火災消防計画に基づき、地域住民等に対する防火思想の普及啓発、巡視、指

導の徹底及び消火資機材、消防施設の整備を図り、林野火災の発生の防止及び発生

時の応急対策に万全を期す。 

 



林野火災対策編 第１章第２節 

林野火災防止のための情報の充実 
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第２節 林野火災防止のための情報の充実 

  

第３ 計画の内容 

２ 林野火災関連情報等の収集体制の整備 

 (2) 実施計画 

【県及び市町村が実施する計画】 

林野火災の発生しやすい時期において、広報車、県警ヘリ等により、林野火災の

発生危険性が高い地域を中心としたパトロールを実施することによって、入山者の

状況等が把握できる体制を確立するものとする。 

 

  
第２節 林野火災防止のための情報の充実 

  

第３ 計画の内容 

２ 林野火災関連情報等の収集体制の整備 

 (2) 実施計画 

【県及び市町村が実施する計画】 

林野火災の発生しやすい時期において、広報車、ヘリ等により、林野火災の発生

危険性が高い地域を中心としたパトロールを実施することによって、入山者の状況

等が把握できる体制を確立するものとする。 

 

 



林野火災対策編 第２章第１節 

災害応急対策計画 

 

 
新   旧 

 

 
第２章 災害応急対策計画 

  

第１節 林野火災の警戒活動 

  

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

(1) 【県が実施する対策】（危機管理部、林務部） 

気象状況等により、林野火災発生のおそれがある場合は、広報車、テレビ、ラ

ジオ等により入林者等に対し火気の取扱いの自粛等の広報等を行うとともに、巡

視、監視を強化して、火災の発生を防止する。 

 

  
第２章 災害応急対策計画 

  

第１節 林野火災の警戒活動 

  

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

(1) 【県が実施する対策】（危機管理部、林務部） 

気象状況等により、林野火災発生のおそれがある場合は、広報車、ヘリ、テレ

ビ、ラジオ等により入林者等に対し火気の取扱いの自粛等の広報等を行うととも

に、巡視、監視を強化して、火災の発生を防止する。 

 

 


